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凡　　　例

証　　　取　　　法　　証券取引法（昭和２３年法律第２５号）

外　　　証　　　法　　外国証券業者に関する法律（昭和４６年法律

第５号）

金　　　先　　　法　　金融先物取引法（昭和６３年法律第７７号）

本　人　確　認　法　　金融機関等による顧客等の本人確認等及び

預金口座等の不正な利用の防止に関する法

律（平成１４年法律第３２号。平成１６年法律第

１６４号により「金融機関等による顧客等の本

人確認等に関する法律」を改題）

設　　　置　　　法　　金融庁設置法（平成１０年法律第１３０号。平

成１１年法律第１０２号により「金融再生委員

会設置法」を改題）

証 取 法 施 行 令　　証券取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号）

外 証 法 施 行 令　　外国証券業者に関する法律施行令（昭和４６

年政令第２６７号）

金 先 法 施 行 令　　金融先物取引法施行令（平成元年政令第５３

号）

行 為 規 制 府 令　　証券会社の行為規制等に関する府令（昭和

４０年大蔵省令第６０号。平成１０年総理府令・

大蔵省令第３３号により「証券会社の健全性

の準則等に関する省令」を改題）
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外 証 法 府 令　　外国証券業者に関する府令（平成１０年総理

府令・大蔵省令第３７号）

投　　　信　　　法　　投資信託及び投資法人に関する法律（昭和

２６年法律第１９８号）

投 資 顧 問 行 法　　有価証券に係る投資顧問業の規制等に関す

る法律（昭和６１年法律第７４号）

Ｓ Ｐ Ｃ 法　　資産の流動化に関する法律（平成１０年法律

第１０５号）

保　　　振　　　法　　株券等の保管及び振替に関する法律（昭和

５９年法律第３０号）

社　　　振　　　法　　社債等の振替に関する法律（平成１３年法律

第７５号）

社　　　登　　　法　　社債等登録法（昭和１７年法律第１１号）
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はじめに（公正な市場を求めて）

　証券市場を幅広い投資者が参加する真に厚みのあるものとし、市場機

能を中核とした金融システムの中心を担うものとしていくことが求めら

れております。その前提として、公正かつ透明性の高い健全な証券市場

を確立するとともに、市場に対する投資者の信頼を保持することが不可

欠の課題となっております。こうした課題を実現するためには、証券取

引等監視委員会（以下「証券監視委」という。）や金融庁、自主規制機関

等がそれぞれの役割を適切に果たすとともに必要な連携をとり、証券市

場を取り巻く環境の変化に的確に対応していくことが重要です。

　日本経済は、バブル経済の崩壊以降、十年余りにわたる長期停滞を経

験してきましたが、昨年来、経済情勢は回復基調を示しており、それに

伴い証券市場は活況を呈してきているところです。この間、インターネッ

ト取引やクロスボーダー取引の増加、相次ぐファンド等を使った複雑な

取引の増加など証券市場を巡る環境は大きく変化し、他方、こうした環

境の変化に対応するとともに、「貯蓄から投資へ」、「間接金融から直接金

融へ」の流れを加速させるため、金融システム改革をはじめとする様々

な改革が実施されてきました。

　このような証券市場において、取引の公正かつ透明性と投資者からの

信頼を確保するためには、証券監視委による市場監視機能の充実・強化

は近年とりわけ重要になってきています。平成１７年４月に課徴金制度が

導入され、その調査権限が証券監視委に委任されました。また、平成１７

年７月には、虚偽の有価証券報告書等提出に係る検査権限が証券監視委

に委任されました。さらに、これまでの証券会社等の取引の公正確保に

関する検査に加え、財務の健全性等に関する項目が検査対象となったほ
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か、投信・投資顧問業者等に対する検査権限も委任され、また、新たに

外国為替証拠金取引を行う業者が金融先物取引業者として検査の対象と

なるなど、証券監視委の検査範囲が大幅に拡大されました。

　本公表の対象期間（平成１７年７月１日から平成１８年６月３０日まで。以

下「平成１７事務年度」という。）を顧みますと、前事務年度に引き続き、

日本の証券市場を舞台として、社会的に強く関心を集め、マスメディア

により国民に広く報道される出来事が多く見られました。

　まず、証券監視委は、いわゆる投資ファンド関連の不公正取引につい

て犯則事件として告発しました。平成１８年１月、証券監視委は東京地方

検察庁と合同で㈱ライブドア等に対する強制調査に着手し、調査を進め

た結果、投資事業組合を利用した偽計や粉飾決算等の実態が判明し、同

年２月に風説の流布及び偽計について告発、同年３月に虚偽の有価証券

報告書提出の嫌疑について告発しました。同社は昨年のニッポン放送株

取得を巡る一連の動向などで注目を集めていたこともあり、本件を通じ、

市場監視体制のあり方を巡っても様々な議論がなされました。

　また、同年６月、その動向が市場の注目を集めていたいわゆる村上ファ

ンドについても、ライブドアの幹部らから重要情報の伝達を受けて買い

付けたニッポン放送株に係るインサイダー取引事件について告発したと

ころです。

　犯則事件のほか、市場における不公正取引に対して、平成１７年４月に

導入された課徴金制度に係る調査を開始しました。平成１８年１月の㈱

ガーラの株券に係る内部者取引を皮切りに９件の課徴金納付命令勧告を

行っており、不公正な取引については重大・悪質な事件でなくても厳正

な対応を行っています。上場会社等の役職員により不公正取引が行われ

た場合、賦課される課徴金の金額自体もさることながら、勧告に係る事

実が公表されることとなるため、当該上場会社等の内部管理体制が問わ

れ、市場の厳しい批判にさらされることとなります。
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　次に、投資者に自己責任を求めるためには適正なディスクロージャー

が確保されていることが前提となりますが、有価証券報告書等の虚偽記

載の事件も大きな話題となりました。まず、平成１７年８月、㈱カネボウ

に係る虚偽の有価証券報告書提出嫌疑事件について、同社の前経営陣を

告発しました。また、上述のとおり、ライブドア事件についても、平成

１８年３月、虚偽の有価証券報告書提出嫌疑事件について告発しておりま

す。これらの事件においては、本来、企業の財務情報の信頼性の確保の

ため重大な役割を担うべき、企業の監査を担当していた監査法人の公認

会計士が本件に深く関与していたことが判明し、それぞれ、昨年９月

（カネボウ関連）、本年３月（ライブドア関連）に当該公認会計士を告発

しました。

　このような犯則事件調査のほか、ディスクロージャー制度の信頼性確

保のため、証券監視委では平成１７年７月に委任された権限に基づき、開

示検査も実施しております。これまでに２２件の報告徴取又は立入検査を

実施し、このうち㈱ペイントハウスに対しては、初の訂正報告書の提出

命令の勧告を行いました。

　また、証券市場が公正かつ効率的なものであり、市場に対する投資者

の信頼を保持するためには、証券会社等の証券市場の仲介者の役割が重

要です。証券市場の仲介者がその役割を果たすには、証券市場の仲介者

たる証券会社等の財務が健全であり、適切な業務運営が確保されていな

ければならないことはいうまでもありませんが、そのためには証券市場

の仲介者への検査が重要です。証券監視委では、従来からの証券会社等

に加え、悪質な業者による被害が問題となっていた外国為替証拠金取引

を扱う金融先物取引業者、不動産証券化の流れの中で急成長してきた不

動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に対しても、新たに付与された権限に基づ

き検査を実施し、法令違反が認められた者に対して行政処分等を行うよ

う勧告を行っています。
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　最後に、公正かつ透明性の高い健全な証券市場を確立するとともに、

市場に対する投資者の信頼を保持するためには、市場のルールが証券市

場を取り巻く環境の変化に対応したものでなければなりません。このた

め、証券市場の実態を踏まえた市場のルール整備が行われるよう、証券

監視委は、金融庁長官に対し、ルールの策定等を求める申し立て（建議）

を行う権限があります。平成１７事務年度では、インターネット取引の増

加等により市場で問題となっているいわゆる「見せ玉」や海外投資家に

よるインサイダー取引の防止策などのルール作りを金融庁長官に求めて

おり、これを受けて、証取法等の改正案に盛り込まれ、先の通常国会で

法律が成立するなどの対応が行われています。

　証券市場を取り巻く環境は今後も様々に変化し、新たな商品や取引形

態の出現等の動きが見られることが考えられます。また、先の通常国会

において、幅広い金融商品についての包括的・横断的な制度の整備を図

るとともに、商品ファンド販売業者等に対する検査権限が拡大され、ま

た、公開買付制度や大量保有報告書制度その他の開示書類に関する制度

の整備等を行うため、証取法を改組して金融商品取引法とする等の法改

正が行われたところであり、市場監視において期待される証券監視委の

役割は、益々大きくなっています。証券監視委としては、今般の法改正

も踏まえつつ、証券市場における新たな動向にも絶えず監視の目を向け、

引き続き、公正かつ透明性の高い健全な証券市場を確立するとともに、

市場に対する投資者の信頼の保持に最善を尽くしてまいります。
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証券監視委の活動状況
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第１章　組　　織

第１　証券監視委

　証券監視委は、内閣府設置法第５４条及び金融庁設置法第６条等に基づ

き設置された、委員長及び２人の委員で構成される合議制の機関であり、

委員会の事務を処理するため事務局が置かれている。

１　委員会

　証券監視委の議事は、２人以上の賛成をもって決せられ、委員長

及び委員は、独立してその職権を行使する。委員長及び委員は、衆・

参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。その任期は３年

であり、再任されることができる。また、限られた法定の事由があ

る場合を除き、在任中にその意に反して罷免されることはない。

　証券監視委は、平成４年７月に第１期が始まり、平成１６年７月２０

日から５期目に入っており、委員長に高橋武生、委員には野田晃子

及び水城武彦がそれぞれ就任している。

２　事務局

　証券監視委の事務局は、事務局長及び次長の下に、総務課、市場

分析審査課、証券検査課、課徴金・開示検査課及び特別調査課の５

課で構成されている（注１）。事務局の定員は、市場監視体制の整備

拡充を図るため、平成１８年度（注２）予算において、平成１７年度末

の定員３０７人に対し１１人の純増が認められ、平成１８年度末で合計３１８

人の体制となっている。

（注１）平成１８年７月１日に、従来の総務検査課及び特別調査課の２課体制

から５課体制に再編された。
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（注２）年度とは、４月１日から翌年３月３１日までの期間をいう。以下同じ。

�　 総務課は、証券監視委全体の総合調整や証券監視委の会議の運

営、内閣総理大臣、金融庁長官等に対する勧告・建議に関する事務

などを行う。

�　市場分析審査課は、一般からの情報の受付、証券取引等に係る情

報の収集及び分析並びに取引の内容の審査を行う。

�　証券検査課は、証券会社等に対する検査を行う。

�　課徴金・開示検査課は、課徴金に係る事件の調査（以下「課徴金

調査」という。）や開示検査を行う。

�　特別調査課は、取引の公正を害する犯則事件の調査を行う。

第２　地方の事務処理組織

　地方においては、財務局長、財務支局長及び沖縄総合事務局長（以下「財

務局長等」という。）の下に、証券監視委が所掌する事務を専門に担当す

る組織である証券取引等監視官（部門）が設置されている。定員は、平

成１８年度予算において６人の増員が認められ、合計で２４６人となってい

る。

　証券取引等監視官（部門）は、取引審査、証券検査、課徴金調査及び

開示検査については証券監視委の委任を受けて、犯則事件の調査につい

ては証券監視委の指揮監督を受けて、それぞれその職務を行っている。

（注）証券監視委は、検査・調査権限及び報告・資料の徴取権限の一部を財

務局長等に委任している（ただし、必要があれば、証券監視委自らそ

の権限を行使することができる。）。
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第２章　犯則事件の調査・告発

第１　概　説

１　犯則事件の調査の目的及び権限

　投資者が安心して参加できる証券市場を維持していくためには、

市場ルールの違反者に対して厳正な処罰を課すことにより、証券市

場が公正・公平に運営されているという投資者の信頼感を醸成する

ことが重要である。犯則事件の調査の目的は、これら証券取引等の

公正を害する悪質な行為の真相を解明し、告発により刑事訴追を求

めることである。この犯則事件の調査権限は、市場の公正性を確保

し、投資者保護を図る目的から、証券監視委の設置に伴い設けられ

たものである。

　また、課徴金調査や開示検査、証券検査が、内閣総理大臣及び金

融庁長官からの権限の委任に基づいて行われるのに対して、犯則事

件の調査は、証券監視委職員の固有の権限として、証取法、外証法

及び金先法に規定されている。権限行使の対象も証券会社等に限定

されず、投資者を含め広く証券取引等に関与するすべての者に及ぶ

ものである。さらに、本人確認法においても、証取法を準用する形

で犯則事件の調査権限が証券監視委に付与されている。

　具体的な権限としては、犯則嫌疑者又は参考人（以下「犯則嫌疑

者等」という。）に対する質問、犯則嫌疑者等が所持し又は置き去っ

た物件の検査、犯則嫌疑者等が任意に提出し又は置き去った物件の

領置等の任意調査権限（証取法第２１０条、外証法第５３条、金先法第

１７０条、本人確認法第１８条）と、裁判官の発する許可状により行う臨

検、捜索及び差押えの強制調査権限（証取法第２１１条等、外証法第５３

条、金先法第１７１条、本人確認法第１８条）とがある。
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２　犯則事件の範囲等

　犯則事件の範囲は、取引の公正を害するものとして政令（証取法

施行令第４５条、外証法施行令第２３条、金先法施行令第３３条）で定め

られている。主なものとしては、証券会社等を対象とする損失補て

んのほか、発行会社を対象とする虚偽の有価証券届出書及び同報告

書提出、会社関係者等を対象とする内部者取引、何人をも対象とす

る風説の流布、相場操縦などがある（附属資料１６８頁以下参照）。

　また、本人確認法では、証券会社等が本人確認を行う場合におい

て、顧客等による氏名・住所等の隠ぺい行為が犯則事件の調査対象

とされている。

　証券監視委職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査結果を

証券監視委に報告し（証取法第２２３条、外証法第５３条、金先法第１８３

条、本人確認法第１８条）、証券監視委は、その調査によって犯則の心

証を得たときは、告発し、領置・差押物件があるときは、領置・差

押目録とともに検察官に引き継ぐこととなっている（証取法第２２６

条、外証法第５３条、金先法第１８６条、本人確認法第１８条）。

第２　犯則事件の調査・告発実績

　平成１７事務年度の告発事案は、いずれも証券市場の信頼を揺るがす重

大・悪質なものであったが、特に社会に大きな影響を与えたものとして、

カネボウ㈱に係る虚偽の有価証券報告書提出嫌疑事件、ライブドアに係

る一連の事件、いわゆる村上ファンドによる㈱ニッポン放送株に係るイ

ンサイダー取引事件が挙げられる。

　まず、カネボウ㈱に係る虚偽の有価証券報告書提出嫌疑事件について

は、平成１７年７月に東京地方検察庁と合同で強制調査を実施するなど、

調査を進めた結果、大量の不良在庫を抱え、業績が悪化していた子会社
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を連結決算の対象からはずすなどの方法により粉飾を行っていたことが

判明し、平成１７年８月に同社の前経営陣を告発するとともに、同年９月

に、本件に深く関与していたことが認められた同社の監査を担当してい

た中央青山監査法人の公認会計士を告発した。

　また、㈱ライブドアに係る一連の事件については、平成１８年１月に東

京地方検察庁と合同で強制調査を実施するなど、調査を進めた結果、投

資事業組合を利用した偽計や粉飾決算等の実態が判明し、同年２月に㈱

ライブドアマーケティング株に係る風説の流布及び偽計の嫌疑につい

て、㈱ライブドア前代表取締役らを告発、同年３月に㈱ライブドアに係

る虚偽の有価証券報告書提出の嫌疑について、㈱ライブドア前代表取締

役ら及び同社の監査を担当していた港陽監査法人の公認会計士らを告発

した。

　さらに、いわゆる村上ファンドによる㈱ニッポン放送株に係るインサ

イダー取引の嫌疑について、平成１８年６月に東京地方検察庁と合同で強

制調査を実施するなど、調査を進めた結果、㈱ＭＡＣアセットマネジメ

ント及びその取締役（実質的経営者）を告発した。

　このように平成１７事務年度においては、いわゆる投資ファンド関連の

不公正取引や、監査を担当していた監査法人の公認会計士が関与した

ディスクロージャー関連の事件が大きな問題となった。

　なお、上記のようにカネボウ㈱及び㈱ライブドアに係る虚偽の有価証

券報告書提出嫌疑事件においては、監査を担当していた監査法人の公認

会計士が事件に深く関与していたことが認められたが、現行の証券取引

法においては、事件に関与していた公認会計士の所属する監査法人に対

しては刑事責任を求めることができないことから、平成１８年４月に、刑

事責任を含めた監査法人の責任のあり方を総合的に検討し、必要かつ適

切な措置を講ずることを求める旨の建議を金融庁長官に対して行った。
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１　犯則事件の調査の実施状況

　平成１７事務年度においては、カネボウ㈱に係る虚偽の有価証券報

告書提出、㈱ソキア株に係る相場操縦、㈱ライブドアマーケティン

グ株に係る風説の流布及び偽計、㈱ニッポン放送株に係る内部者取

引の嫌疑により、それぞれ犯則嫌疑者等の居宅及び関係事務所等に

対し強制調査を実施したほか、必要な任意調査を行った。

（注）なお、カネボウ㈱にかかる虚偽の有価証券報告書提出嫌疑事件の強制

調査については、①カネボウ㈱、同社前代表取締役会長兼社長らに対

する嫌疑、及び②同社の監査を担当していた中央青山監査法人に所属

する公認会計士に対する嫌疑それぞれについて実施している。

２　告発の状況

　証券監視委は、犯則事件の調査結果に基づき、虚偽の有価証券報

告書等の提出につき４件・16名（カネボウ事件２件、ライブドア事
件２件）、相場操縦につき１件・１名（ソキア事件）、風説の流布

及び偽計につき１件・６名（ライブドアマーケティング事件）、内

部者取引につき５件・９名（東北エンタープライズ事件３件、アラ

イドテレシス事件、ニッポン放送事件（Ａらに係る内部者取引事
件））の合計11件・32名について、証取法違反の罪に該当するとし
て検察官に告発した。
　この結果、証券監視委が発足以来行った告発は、８５件２７２名となり、

その類型別内訳は、虚偽の有価証券報告書の提出等２３件・８７名、損

失補てん７件・４４名、風説の流布及び偽計９件・２２名、相場操縦１０

件・２４名及び内部者取引３８件・９８名となる。

（注）１件の告発で２種類の類型について告発している事案があるため、告

発件数と類型別の内訳の件数の合計は一致しない。

　　　（附属資料１７６頁以下の告発事件の概要一覧表参照）

－12－



３　告発事案の概要

�　カネボウ事件（その１　虚偽の有価証券報告書提出）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、カネボウ㈱に係る虚偽の記載のある有価証券報

告書の提出が証取法（第１９７条第１項第１号等、重要な事項につき

虚偽の記載のある有価証券報告書の提出）に違反するとして、平

成１７年７月２９日、東京地方検察庁と合同で強制調査を実施したほ

か、必要な任意調査を行い、平成１７年８月１７日、犯則嫌疑法人１

社（カネボウ㈱）及び犯則嫌疑者３人を、東京地方検察庁検察官

に対して告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　犯則嫌疑法人カネボウ㈱の代表取締役会長兼社長であった犯則

嫌疑者Ａ、取締役副社長であった同Ｂ及び常務取締役であった同
Ｃは、共謀の上、同社の業務に関して、大量の不良在庫等を抱
え、業績が悪化していた子会社を連結決算の対象からはずすなど

の方法により、平成14年３月期及び平成15年３月期の二期にお
いて、連結純資産をそれぞれ約800億円粉飾するなどして、虚偽
の記載のある連結貸借対照表及び連結損益計算書を掲載した有

価証券報告書を提出した。

〔告発後の経緯〕

　平成17年８月18日、被告発人Ａ、同Ｂについて公訴の提起が
行われた。Ａについては、平成18年３月27日、東京地方裁判所
において懲役２年（執行猶予３年）、Ｂについては、同日、同
裁判所において懲役１年６月（執行猶予３年）の判決が言い渡
され、それぞれの裁判は確定した。
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�　カネボウ事件（その２　虚偽の有価証券報告書提出）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、カネボウ㈱に係る虚偽の記載のある有価証券報

告書の提出が証取法（第１９７条第１項第１号等、重要な事項につき

虚偽の記載のある有価証券報告書の提出）に違反するとして、平

成１７年９月１３日、東京地方検察庁と合同でカネボウ㈱の監査証明

の業務に従事していた中央青山監査法人の公認会計士らの強制調

査を実施したほか、必要な任意調査を行い、平成１７年９月３０日、

犯則嫌疑者４人を、東京地方検察庁検察官に対して告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　カネボウ㈱の監査証明の業務に従事していた中央青山監査法人
の公認会計士である犯則嫌疑者Ｄ、同Ｅ、同Ｆ及び同Ｇは、カネ
ボウ㈱の前代表取締役会長兼社長Aらと共謀のうえ、同社の業務
に関して、平成14年３月期及び平成15年３月期の２期におい
て、大量の不良在庫等を抱え、業績が悪化していた子会社を連結
決算の対象からはずすなどの方法により、虚偽の記載のある連結
貸借対照表及び連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出

した。

〔告発後の経緯〕

　平成17年10月３日、被告発人Ｄ、同Ｅ及び同Ｆについて公訴
の提起が行われ、東京地方裁判所において公判係属中である。

�　ソキア事件（相場操縦）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕
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　証券監視委は、㈱ソキアの株券に係る相場操縦が証取法（第１５９

条第１項等、相場操縦的行為の禁止）に違反するとして、平成１７

年１０月２６日、大阪地方検察庁と合同で強制調査を実施したほか、

必要な任意調査を行い、平成１７年１１月１５日、犯則嫌疑者１人を、

大阪地方検察庁検察官に告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　犯則嫌疑者Ａは、平成14年４月中旬から同年５月上旬までの
間、東京証券取引所市場第一部に上場されていた㈱ソキアの株券
につき、
①　その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的を

もって、自己名義等で、複数の証券会社を介し、連続した成行

注文又は高指値の買い注文を発注して高値を買い上がるなどの

方法により、同株券合計約２４８万株を買い付ける一方、同株券合

計約２６７万株を売り付け、大量の下値の買付け注文をして下値を

支えるなどの方法により、同株券合計約１１４万株の買付けの委託

を行う一方、同株券１千株の売付けの委託をして、その株価を

４０５円から５３０円まで高騰させるなど、いわゆる株価の変動操作

等を行うとともに、

②　他人をして、同株券の売買が繁盛に行われていると誤解を生

じさせる目的をもって、同期間中、同株券合計約７１万株につい

て、自己のする売付けと同時期に別途自己において買付けをし、

もって、権利の移転を目的としない仮装の売買を行った。

〔告発後の経緯〕

　平成17年11月15日、被告発人Ａについて公訴の提起が行わ
れ、大阪地方裁判所において公判係属中である。
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�　ライブドアマーケティング事件（風説の流布及び偽計）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、㈱ライブドアマーケティングの株券に係る風説

の流布及び偽計が証取法（第１５８条等、風説の流布の禁止、偽計の

禁止）に違反するとして、平成１８年１月１６日、東京地方検察庁と

合同で強制調査を実施したほか、必要な任意調査を行い、平成１８

年２月１０日、犯則嫌疑法人２社（㈱ライブドア、㈱ライブドアマー

ケティング）及び犯則嫌疑者４人を、東京地方検察庁検察官に告

発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　犯則嫌疑法人㈱ライブドアの代表取締役であった犯則嫌疑者Ａ

ら４名は、実質的には、既に㈱ライブドアが買収済みの㈱マネー
ライフ社について、同社の企業価値を過大に評価した株式交換比
率での交換によって、㈱ライブドアマーケティング株式を取得
し、分割割合を１対100とする株式分割を行う旨の公表と併せ
て、同社の平成16年12月第３四半期に架空の売上を計上して黒

字化した虚偽の業績を発表することにより、同社の株価を上昇さ
せた上で、これを売却して利益を得ようと企て、
①　真実は、㈱ライブドアマーケティングと㈱マネーライフ社と

の株式交換が、上記の企てのもとに行われ、㈱マネーライフ社

の企業価値を大幅に超える数量の㈱ライブドアマーケティング

株式を発行させ、同株式をＶＬＭＡ２号投資事業組合名義で㈱

ライブドアが取得して、その売り抜けを計画している株式交換

であるのに、平成１６年１０月２５日、「株式交換比率（１対１）につ

いては、第三者機関が算出した結果を踏まえ、両者間で協議の

上で決定した。」旨等の虚偽の内容を含む公表をし、
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②　次いで、同年１１月９日、同月８日に公表された㈱ライブドア

マーケティング株式の１００分割に伴い上記株式交換比率を１対

１００に訂正する旨公表し、

③　さらに、真実は、㈱ライブドアマーケティングは、平成１６年

１２月期第３四半期の売上高が６億５，４００万円、経常損失３，２００万

円、当期純損失が２，１００万円であったのに、架空売上を計上する

方法により経常利益及び当期純利益が生じたかのように装い、

同年１１月１２日、「㈱ライブドアマーケティングの第３四半期の売

上高は７億５，９００万円、経常利益は７，２００万円、当期純利益は

５，３００万円である。当期第３四半期においては、前年同期比で増

収増益を達成し、前年中間期以来の完全黒字化への転換を果た

している。」旨虚偽の事実を公表し、

　もって、有価証券の売買その他の取引のため及び有価証券の相

場の変動を図る目的をもって、偽計を用いるとともに、風説を流

布したものである。

〔告発後の経緯〕

　平成18年２月13日、被告発法人㈱ライブドア及び㈱ライブドア
マーケティング並びに被告発人Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤについて公訴の
提起が行われ、東京地方裁判所において公判係属中である。

�　ライブドア事件（その１　虚偽の有価証券報告書の提出）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、㈱ライブドアに係る虚偽の記載のある有価証券

報告書の提出が証取法（第１９７条第１項第１号等、重要な事項につ

き虚偽の記載のある有価証券報告書の提出）に違反するとして、
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必要な任意調査を行い、平成１８年３月１３日、犯則嫌疑法人１社

（㈱ライブドア）及び犯則嫌疑者５人を東京地方検察庁検察官に

対して告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　犯則嫌疑法人㈱ライブドアの代表取締役社長であった犯則嫌疑
者Ａら５名は、共謀の上、同社の業務に関し、平成16年９月期決
算において、売上計上の認められないライブドア株式売却益約38

億円を売上高に含め、また架空売上約16億円を計上するなどの方
法により、連結経常利益を約50億円と粉飾した虚偽の記載のある
連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出した。

〔告発後の経緯〕

　平成18年３月14日、被告発法人㈱ライブドア並びに被告発人
Ａ、同Ｂ、同Ｃ、同Ｄ及び同Ｅについて公訴の提起が行われ、東
京地方裁判所において公判係属中である。

�　ライブドア事件（その２　虚偽の有価証券報告書提出）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、㈱ライブドアに係る虚偽の記載のある有価証券

報告書の提出が証取法（第１９７条第１項第１号等、重要な事項につ

き虚偽の記載のある有価証券報告書の提出）に違反するとして、

㈱ライブドアの監査証明の業務に従事していた港陽監査法人の公

認会計士らに対して必要な任意調査を行い、平成１８年３月３０日、

犯則嫌疑者２人を、東京地方検察庁検察官に対して告発した。
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〔告発の対象となった犯則事実〕

　㈱ライブドアの監査証明の業務に従事していた港陽監査法人の
公認会計士である犯則嫌疑者Ｆ及び同監査法人の元代表社員であ
り、平成15年12月に同監査法人を脱退後も引き続き上記監査の
実質的な責任者として指示・助言を行うなどして㈱ライブドアの
監査に関与していた犯則嫌疑者Gは、㈱ライブドアの代表取締役
兼最高経営責任者であったAらと共謀の上、同社の業務に関し、
同社の平成15年 10月１日から平成16年９月30日までの連結会計
年度につき、同年12月27日、関東財務局長に対し、同年度に連
結経常損失が３億1,278万円発生していたにもかかわらず、売上
計上の認められない㈱ライブドア株式売却益37億6,699万円を売
上高に含め、㈱ロイヤル信販及び㈱キューズ・ネットに対する架
空売上15億8,000万円を計上するなどして連結経常利益を50億
3,421万円として記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した
有価証券報告書を提出し、もって、重要な事項につき虚偽の記載
のある有価証券報告書を提出した。
〔告発後の経緯〕

　平成18年３月31日、被告発人Ｆ及び同Ｇについて公訴の提起

が行われ、東京地方裁判所において公判係属中である。

�　東北エンタープライズ事件（その１　内部者取引）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、㈱東北エンタープライズの株券に係る内部者取

引が証取法（第１６６条第１項等、会社関係者の禁止行為）に違反す

るとして、必要な任意調査を行い、平成１８年２月２２日、犯則嫌疑

者１人を福島地方検察庁検察官に告発した。
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〔告発の対象となった犯則事実〕

　㈱東北エンタープライズは、民事再生手続開始の申立てを行う

ことについて決定をし、平成16年５月、その旨を公表した。　
　犯則嫌疑者Ａは、同社の社員であったものであるが、その職
務に関し、同社が上記決定をした旨の重要事実を知り、その公
表前に㈱東北エンタープライズ株券を売り付けて損失を回避しよ

うと企て、同年５月、同社の株券２万6,625株を約345万円で売
り付けた。

〔告発後の経緯〕

　　平成18年６月５日、被告発人Ａについて公訴の提起が行わ
れ、福島地方裁判所において公判係属中である。

�　東北エンタープライズ事件（その２　内部者取引）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、㈱東北エンタープライズの株券に係る内部者取

引が証取法（第１６６条第１項等、会社関係者の禁止行為）に違反す

るとして、必要な任意調査を行い、平成１８年２月２２日、犯則嫌疑

者１人を福島地方検察庁検察官に告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　㈱東北エンタープライズは、民事再生手続開始の申立てを行う
ことについて決定をし、平成16年５月、その旨を公表した。
　犯則嫌疑者Ｂは、同社の社員であったものであるが、その職務

に関し、同社が上記決定をした旨の重要事実を知り、その公表前
に㈱東北エンタープライズ株券を売り付けて損失を回避しようと
企て、同年５月、同社の株券9,625株を約124万円で売り付け
た。
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〔告発後の経緯〕

　平成18年６月５日、被告発人Ｂについて公訴の提起が行わ
れ、福島地方裁判所において公判係属中である。

�　東北エンタープライズ事件（その３　内部者取引）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、㈱東北エンタープライズの株券に係る内部者取

引が証取法（第１６６条第３項等、会社関係者の禁止行為）に違反す

るとして、必要な任意調査を行い、平成１８年２月２２日、犯則嫌疑

者１人を仙台地方検察庁検察官に告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　㈱東北エンタープライズは、民事再生手続開始の申立てを行う
ことについて決定をし、平成16年５月、その旨を公表した。　
　犯則嫌疑者Ｃは、同社の社員であったものであるが、その職務
に関し、同社が上記決定をした旨の重要事実を知った同社取締役
から伝達を受け、その公表前に㈱東北エンタープライズ株券を売
り付けて損失を回避しようと企て、同年５月、同社の株券２万

7,000株を約429万円で売り付けた。

〔告発後の経緯〕

　平成18年７月５日、被告発人Ｃについて公訴の提起が行わ
れ、仙台地方裁判所において公判係属中である。
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�　アライドテレシス事件（内部者取引）

〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、アライドテレシス㈱の株券に係る内部者取引が

証取法（第１６６条第１項等、会社関係者の禁止行為）に違反すると

して、必要な任意調査を行い、平成１８年５月３０日、犯則嫌疑者４

人を、さいたま地方検察庁検察官に告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　アライドテレシス㈱は、株式の分割を行うことについての決定
をし、平成16年４月、その旨を公表した。
　犯則嫌疑者Aは、同社の上級執行役員として、４月15日ころ、
その職務に関し、上記重要事実を知ったものであるが、
①　同Ａ及び同Ｂは、共謀の上、上記重要事実の公表前である４

月20日、Ｂ名義で、同社の株式1,000株を買い付け、

②　同Bは、４月15日ころ、同Aから、同人がその職務に関し
知った上記重要事実の伝達を受け、同重要事実の公表前である
４月20日、自己名義で、同社の株式1,000株を買い付け、
③　同A及び同Cは、共謀の上、上記重要事実の公表前である４

月23日、同Cの知人名義で、同社の株式1,500株を買い付け
④　同Dは、４月16日ころ、同Aから、同人がその職務に関し

知った上記重要事実の伝達を受け、同重要事実の公表前である
４月19日及び20日、自己の知人名義で、同社の株式2,000株
を買い付けた。
⑤　同Dは、４月17日ころ、同Aから、同人がその職務に関し

知った上記重要事実の伝達を受け、同重要事実の公表前である
４月19日、自己名義で、同社の株式1,000株を買い付けた。
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�　ニッポン放送事件（Ａによる内部者取引）
〔調査の実施状況及び告発の状況〕

　証券監視委は、㈱ニッポン放送の株券に係る内部者取引が証取

法（第１６７条第３項等、公開買付者等関係者の禁止行為）に違反す

るとして、平成１８年５月３０日、東京地方検察庁と合同で強制調査

を実施したほか、必要な任意調査を行い、平成１８年６月２２日、犯

則嫌疑法人１社（㈱ＭＡＣアセットマネジメント）及び犯則嫌疑

者１人を、東京地方検察庁検察官に告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

　㈱ライブドアが㈱ニッポン放送の総株主の議決権数の百分の五

以上の株券等を買い集める旨の公開買付に準ずる行為の決定をし

た。

　犯則嫌疑者Ａは犯則嫌疑法人の取締役であり実質経営者であっ
たが、上記重要事実を㈱ライブドアの幹部らから伝達を受け、そ

の公表前に㈱ニッポン放送株券を買い付けて利益を得ようと企

て、同事実の公表前である平成16年11月から平成17年１月まで
の間、㈱ニッポン放送の株券合計約193万株を価格合計約99億
５，０００万円で買い付けたものである。

〔告発後の経緯〕

　平成18年６月23日、被告発法人㈱ＭＡＣアセットマネジメン
ト及び被告発人Ａについて公訴の提起が行われ、東京地方裁判所
において公判係属中である。
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第３章　課徴金調査

第１　概　説

１　課徴金調査の目的及び権限

　内部者取引等の違反行為に対しては、主として刑事罰によって実

効性の確保を図ってきたところ、平成１６年における証取法の改正に

より、刑事罰に加えて、平成１７年４月に課徴金制度が導入された。

　課徴金制度は、違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保する

という行政目的を達成するため、証取法上の一定の規定に違反した

者に対して、金銭的負担を課する行政上の措置である。金銭的負担

の水準は、違反行為によって違反行為者が得られる経済的利得相当

額を基準に法定されている。

　証券監視委は、平成１７年４月１日、課徴金制度の導入に伴い、課

徴金の対象となる違反行為を取り締まることを目的とし、課徴金調

査・有価証券報告書等検査室（平成１８年７月に「課徴金・開示検査

課」に改組。）を設置した。証券監視委は、課徴金に係る必要な調査

を行い、その結果、違反行為が認められれば、内閣総理大臣及び金

融庁長官に対して課徴金納付命令の発出を求める勧告を行うことと

なる。（金融庁設置法第２０条）

　なお、課徴金納付命令の発出を求める勧告が行われた場合には、

金融庁長官（内閣総理大臣より委任）は、審判手続開始の決定を行

い、審判官が、審判手続を経た上、事件についての決定案を作成し、

金融庁長官（内閣総理大臣より委任）が決定案に基づき課徴金の納

付を命ずる決定を行うことになる。（別紙参照）

　不公正取引に係る課徴金調査の権限は、証取法第１７７条で定められ

ており、
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�　事件関係人若しくは参考人に質問し、又はこれらの者から意

見若しくは報告を徴すること

�　事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類

その他の物件を検査すること

ができることとされている。

　虚偽の有価証券報告書等の提出に係る課徴金調査の権限は、証取

法第２６条で定められており、有価証券届出書の届出者、発行登録書

の提出者、有価証券報告書の提出者、自己株券買付状況報告書の提

出者、親会社等状況報告書の提出者若しくは有価証券の引受人その

他の関係者若しくは参考人に対し、

�　参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じること

�　その者の帳簿書類その他の物件を検査すること

ができることとされている。

２　課徴金の対象となる行為及び課徴金額

　具体的な課徴金の対象となる行為及び課徴金額は以下のとおり。

�　虚偽の有価証券届出書（募集・売出しの発行開示）等の提出

により有価証券を取得させ、売り付ける行為（証取法第１７２条）

課徴金額：募集・売出価額の１００分の１（株券等は１００分の２）

�　虚偽の有価証券報告書（事業年度ごとの継続開示）等の提出

（証取法第１７２条の２）

課徴金額：３００万円又は株式の市場価格の総額等の１０万分の

３のいずれか大きい額（半期報告書及び臨時報告

書の場合はその２分の１）

（注）　継続開示に係る虚偽記載については、平成１７年１２月１日以降に提出さ
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れた有価証券報告書等のみが課徴金の対象となる。なお、平成１８年１１

月３０日までに提出された有価証券報告書等の虚偽記載について、自発

的に訂正報告書を提出していること等の一定の要件を満たした対象者

に対する課徴金額は、２００万円又は株式の市場価格の総額等の１０万分の

２のいずれか大きい額と定められている。

�　風説の流布・偽計（証取法第１７３条）

課徴金額：違反行為（風説の流布・偽計）の終了後１か月以

内に売り付けした価額から違反行為直前の価額を

控除した額、又は違反行為直前の価額から違反行

為終了後１か月以内に買い付けした価額を控除し

た額

�　相場操縦（証取法第１７４条）

課徴金額：違反行為（相場操縦）による利得と、違反行為へ

の反対売買で違反行為終了後１か月以内に行われ

たものによる利得の合計額

（注）　第１６４回国会において、平成１８年６月７日に成立した「証券取引法等

の一部を改正する法律」により、顧客によるいわゆる「見せ玉」等売買

の申込み行為及び証券会社の自己の計算における「見せ玉」等売買の申

込み行為による相場操縦が、新たに課徴金の対象となった（施行日は平

成１８年７月４日）。

�　内部者取引（証取法第１７５条）

課徴金額：重要事実の公表前６か月以内に売り付けした価額

から重要事実公表後の価額を控除した額、又は重
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要事実公表後の価額から重要事実の公表前６か月

以内に買い付けした価額を控除した額

第２　課徴金納付命令に係る勧告

　平成１７事務年度においては、平成１８年１月に、課徴金制度導入後初の

課徴金納付命令の発出を求める勧告（㈱ガーラの株券に係る内部者取引）

を行った。このほか、同年４月には、法人に対する初の課徴金納付命令

の発出を求める勧告（フジプレアム㈱の株券に係る内部者取引）を行う

など、合計で９件（個人８件、法人１件）の課徴金納付命令の発出を求

める勧告を行っている。

　平成１７事務年度における勧告事案は、いずれも内部者取引に関するも

のであったが、発行会社社員によるもの、発行会社自体によるもの、発

行会社の取引先社員によるもの等、課徴金制度導入当初から、その内容

は多岐にわたったものとなった。

　なお、課徴金制度の導入により、刑事告発とあわせて、違反行為に対

するよりきめ細かい監視を行うことが可能となったところであるが、平

成１７年６月に成立した証券取引法の一部を改正する法律附則第６条第１

項では、「政府は、おおむね二年を目途として、この法律による改正後の

課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金

の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課

徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする。」とされている。

　内部者取引に対する課徴金納付命令に係るもの〔証取法第１７５条〕

　平成１７事務年度の課徴金納付命令に係る勧告は、全て内部者取引（証

取法第１７５条）に係るものであった。

　内部者取引における課徴金額は、下記のとおり証取法第１７５条の規定に
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基づき算定される。

・買付けを行った場合

　（重要事実が公表された翌日の終値）×（買付け株数）

－（買付け価格）×（買付け株数）

・売付けを行った場合

　（売付け価格）×（売付け株数）

－（重要事実が公表された翌日の終値）×（売付け株数）

　　　　

〇　㈱ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命

令勧告

　㈱ガーラにおいて営業等の業務に従事していた社員（課徴金納付命

令対象者①）及び経理等の業務に従事していた社員（課徴金納付命令

対象者②）が、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについ

て決定した事実を、業務管理等の業務に従事していた社員（課徴金納

付命令対象者③）が、同社が業務提携を行うことについて決定した事

実を、その職務に関して知り、この事実が公表される平成１７年６月２１

日以前に、それぞれ、同月１４日、１６日、１６日において、株券１株を１１９

万円、１２０万円、１２０万円で買い付けたものである。

・勧告年月日　　平成１８年１月１３日

・課徴金額　　　課徴金納付命令対象者①　　３２万円

　　　　　　　　課徴金納付命令対象者②③　３１万円

（注）　課徴金額は、重要事実公表日翌日の６月２３日の㈱ガーラの株価の終値

である１５１万円と上記買付価額を上記計算式に当てはめた結果、以下の

ように算出される。

　　　　課徴金納付命令対象者①

　　　　　１５１万円×１株－１１９万円×１株＝３２万円
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　　　　課徴金納付命令対象者②③

　　　　　１５１万円×１株－１２０万円×１株＝３１万円

　・勧告後の経緯　審判手続開始決定日　平成１８年１月１３日

　　　　　　　　　課徴金納付命令日　　平成１８年２月８日

　なお、課徴金納付命令対象者から事実関係等を認める旨の答弁書の

提出があったため、審判廷における審理は行われなかった。

〇　利根地下技術㈱の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金

納付命令勧告

　利根地下技術㈱の管理職社員（当時）が、同社が民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立てを行うことについて決定した事実をその職務

に関して知り、この事実が公表される平成１７年５月１９日以前の同月１６

日に、株券９，０００株を２０７万１，０００円で売り付けたものである。

・勧告年月日　　平成１８年２月１日

・課徴金額　　　７２万円

（注）　課徴金額は、重要事実公表日翌日の５月２０日の利根地下技術㈱の株価

の終値である１５０円と上記売付価額を上記計算式に当てはめた結果、以

下のように算出される。

　　　　売付価額（２０７万１，０００円）－１５０円×９，０００株＝７２万１，０００円

　　　　　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため７２万円

・勧告後の経緯　審判手続開始決定日　平成１８年２月１日

　　　　　　　　課徴金納付命令日　　平成１８年２月１５日

　なお、課徴金納付命令対象者から事実関係等を認める旨の答弁書の

提出があったため、審判廷における審理は行われなかった。

〇　フジプレアム㈱の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金

納付命令勧告
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　フジプレアム㈱及び同社役員が、同社が株式分割を行う事実が公表

される平成１７年１０月６日以前に、

①　フジプレアム㈱については、同社役員が、同社が株式分割を行う

ことを決定した事実をその職務に関して知り、同社の計算において、

同年１０月３日に１，０００株を３９１万６，０００円で

②　同社役員については、同社が株式分割を行うことを決定した事実

をその職務に関して知り、自己の計算において、同年９月８日、１６

日、２２日、２７日、２９日、３０日、１０月４日、５日及び６日に合計６，１００

株を総額２，４３４万３，０００円で買い付けたものである。

・勧告年月日　　平成１８年４月１７日

・課徴金額　　　フジプレアム㈱　　４２万円

　　　　　　　　同社役員　　　　　２１３万円

（注）　課徴金額は、重要事実公表日翌日の１０月７日のフジプレアム㈱の株価

の終値である４，３４０円と上記買付価額を上記計算式に当てはめた結果、

以下のように算出される。

　　　①フジプレアム㈱

　　　　４３４万円（４，３４０円×１，０００株）

　　　　　　　　　　　－３９１万６，０００円＝４２万４，０００円

　　　　　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため４２万円

　　　②同社役員

　　　　２，６４７万４，０００円（４，３４０円×６，１００株）

　　　　　　　　　　　　－２，４３４万３，０００円＝２１３万１，０００円

　　　　　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため２１３万円

・勧告後の経緯　審判手続開始決定日　平成１８年４月１７日

　　　　　　　　課徴金納付命令日　　平成１８年５月９日

　なお、課徴金納付命令対象者から事実関係等を認める旨の答弁書の

提出があったため、審判廷における審理は行われなかった。
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〇　㈱アイネスの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付

命令勧告

　㈱アイネスの会社法務等の業務に従事していた社員が、同社の純利

益及び配当について、同社が新たに算出した予想値が、直近に公表さ

れた予想値との比較において差異が生じた事実をその職務に関して知

り、この事実が公表される平成１７年９月２２日午後３時以前の、同日午

後零時３０分頃に、株券５００株を４９万４，５００円で売り付けたものである。

・勧告年月日　　平成１８年５月１１日

・課徴金額　　　５万円

（注）　重要事実公表日翌日である９月２３日が市場休業日であったため、課徴

金額は、当該翌日以後の直近の㈱アイネスの株価である９月２６日の始値

である８８７円と上記売付価額を上記計算式に当てはめた結果、以下のよ

うに算出される。　

　　　　売付価額４９万４，５００円（９８９円×５００株）

　　　　　　　　　　　　　　－８８７円×５００株＝５万１，０００円

　　　　　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため５万円

・勧告後の経緯　審判手続開始決定　平成１８年５月１１日

　　　　　　　　課徴金納付命令日　平成１８年５月２６日

　なお、課徴金納付命令対象者から事実関係等を認める旨の答弁書の

提出があったため、審判廷における審理は行われなかった。

〇　日本プラスト㈱の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金

納付命令勧告

　日本プラスト㈱と取引関係のあるＡ社の社員（課徴金納付命令対象

者①）が、日本プラスト㈱が第三者割当による新株発行を行うことを

決定した事実を、Ａ社と日本プラスト㈱の間の契約の履行に関して知

り、この事実が公表される平成１７年７月７日以前の同年６月１７日に、
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株券７，０００株を４２０万円で買い付けたものである。

　また、同人から伝達を受けてこの重要事実を知った者（課徴金納付

命令対象者②）が、この事実が公表される平成１７年７月７日以前の同

年６月２８日及び７月５日に合計５，０００株を総額３１２万１，０００円で買い付

けたものである。

・勧告年月日　　平成１８年５月２４日

・課徴金額　　　課徴金納付命令対象者①　８２万円

　　　　　　　　課徴金納付命令対象者②　４６万円

（注）　課徴金額は、重要事実公表日翌日の７月８日の日本プラスト㈱の株価

の終値である７１８円と上記買付価額を上記計算式に当てはめた結果、以

下のように算出される。

　　　　課徴金納付命令対象者①

　　　　　（７１８円×７，０００株）

　　　　　　　　　－買付価額（６００円×７，０００株）＝８２万６，０００円

　　　　　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため８２万円

　　　　課徴金納付命令対象者②

　　　　　（７１８円×５，０００株）

　　　　　　　　　－買付価額３１２万１，０００円＝４６万９，０００円

　　　　　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため４６万円

・勧告後の経緯　審判手続開始決定　平成１８年５月２４日

　　　　　　　　課徴金納付命令日　平成１８年６月９日

　なお、課徴金納付命令対象者から事実関係等を認める旨の答弁書の

提出があったため、審判廷における審理は行われなかった。
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①　証券監視委が調査を行い、

②　その結果、課徴金の対象となる法令違反行為があると認める場合

には、金融庁長官に対し勧告を行う。

③・④　これを受け、金融庁長官は審判手続開始決定及び審判官の指

定を行い、

⑤　審判官による審判手続を経た上で、

⑥　審判事件についての決定案を作成、金融庁長官に提出する。

⑦・⑧　金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金の納付を命ずる決定

等（課徴金納付命令等）を行う。
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第４章　開示検査

第１　概　説

　証取法においては、開示の適正性の確保を通じて公益及び投資者保護

を図るため、内閣総理大臣は、必要かつ適当であると認めるときは、有

価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者、

公開買付者、大量保有報告書の提出者等に対し、報告、資料の提出を命

じ、又は帳簿書類その他の物件の検査を行う（以下、「開示検査」とい

う。）ことができることとされている。

　平成１６年１０月中旬以降、証取法上のディスクロージャーをめぐり、不

適正な事例が相次いで判明したことから、開示検査の権限については、

ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた有価証券報告書等の審査

体制の強化策として、平成１７年７月より、内閣総理大臣及び金融庁長官

から、証券監視委に委任されたところである。

　開示検査の具体的な権限は、以下のとおりである。

�　有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書

の提出者、自己株券買付状況報告書の提出者、親会社等状況報告書

の提出者、有価証券の引受人、その他の関係者又は参考人に対する

報告徴取及び検査権限（証取法第２６条（証取法第２７条において準用

する場合を含む。））

�　公開買付者、その特別関係者、その他の関係者又は参考人に対す

る報告徴取及び検査権限（証取法第２７条の２２第１項（証取法第２７条

の２２の２第２項において読み替えて準用する場合を含む。））

�　意見表明報告書の提出者、その関係者又は参考人に対する報告徴

取及び検査権限（証取法第２７条の２２第２項）

�　大量保有報告書の提出者、その提出者の共同保有者、その他の関

－34－



係者又は参考人に対する報告徴取及び検査権限（証取法第２７条の３０

第１項）

�　大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社又は参考人に対

する報告徴取権限（証取法第２７条の３０第２項）

�　監査証明を行った公認会計士又は監査法人に対する報告徴取権限

（証取法第１９３条の２第４項）

（注１）なお、以下の権限については証券監視委に委任されていない。

・有価証券届出書等の効力発生前における届出者等に対する報告徴取及

び検査権限（証取法施行令第３８条の２第１項第１号及び第２号）

・公開買付期間中における公開買付者等及び意見表明報告書の提出者等

に対する報告徴取及び検査権限（証取法施行令第３８条の２第１項第３

号）

（注２）上記の報告徴取権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があ

ると認められる場合における検査権限は、金融庁長官が自ら行うこと

を妨げないこととなっており（証取法施行令第３８条の２第１項ただし

書）、これらの権限及び（注１）に掲げる権限については、金融庁長官

から財務局長等に委任されている。

　証取法上、開示書類において、重要な事項についての虚偽記載等が認

められた場合、内閣総理大臣は、当該開示書類の提出者等に対し、課徴

金を納付することを命じなければならない（第３章第１「２　課徴金の

対象となる行為及び課徴金額」�及び�参照）ほか、訂正報告書等の提

出を命ずることができることとされている（証取法第１０条第１項等）。

　証券監視委は、開示検査の結果、こうした虚偽記載等が認められた場

合、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、必要な行政処分を求める勧告

等を行うほか、開示会社に対し、開示書類を自発的に訂正する（以下、
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「自発的訂正」という。）ようしょうようを行っているところである。

第２　開示検査の実施状況

　証券監視委は、平成１７年７月より、委任された権限に基づき、開示検

査の適切な実施に努めてきたところである。開示検査実施の初事務年度

である平成１７事務年度においては、開示書類提出義務者に対して２２件の

開示検査を実施し、その結果、有価証券報告書の訂正報告書の提出命令

の発出を求める勧告を１件行ったほか、自発的訂正が１０件（うち１件は

同事務年度終了後に訂正報告書を提出）行われたところである。

　なお、開示検査の結果については、勧告に際して、事案の概要を公表

しているほか、自発的訂正に係る事案についても、開示義務のある企業

全般に対する意識の向上効果を期待でき、開示の適正化に資すると考え

られることなどから、その主なものの訂正内容について公表することと

している。

第３　有価証券報告書等の訂正報告書等提出命令に係
る勧告

有価証券報告書の訂正報告書の提出命令に係るもの〔証取法第２４条の

２第１項において準用する同法第１０条第１項〕

㈱ペイントハウス提出の有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命

令の勧告

　㈱ペイントハウスが、平成１７年１１月３０日に関東財務局長に対し

て提出した平成１７年８月期有価証券報告書には、連結純資産が約

８９億円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産に相当す

る「資本合計」欄に約２７億円と記載するなどした連結貸借対照表
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及び連結当期純損益が約８３億円の損失であったにもかかわらず、

これを約３３億円の利益と記載するなどした連結損益計算書が掲載

されていた。

・勧告年月日　　　平成１８年５月２９日

・勧告後の経緯　　有価証券報告書の訂正報告書の提出命令発出

前の平成１８年６月８日に、関東財務局長に有価

証券報告書の訂正報告書を提出し、受理された。

第４　開示検査の結果行われた自発的訂正の主な内容

�　Ａ社（東京証券取引所・大阪証券取引所各第一部上場）

　期末における売上単価操作等による売上等の過大計上及び架空利

益の計上について、一括して事業構造改善損を計上していたが、当

該架空利益の計上はその前期等に行われていたものであることか

ら、有価証券報告書等の訂正の必要性が認められた。

当方の指摘に対し、Ａ社はこれを認め、所管財務局長等に有価証券

報告書等の訂正報告書を提出し、受理された。

�　Ｂ社（東京証券取引所第一部上場）

　平成１８年３月期に至って判明した従業員の不正取引に係る特別損

失について、前期及び前中間期において認識すべきものであること

から、有価証券報告書等の訂正の必要性が認められた。

　当方の指摘に対し、Ｂ社はこれを認め、所管財務局長等に有価証

券報告書等の訂正報告書を提出し、受理された。

�　Ｃ社（ジャスダック証券取引所上場）

　過去５年度にわたり、

①　子会社を通じて実質的に支配している会社を連結対象に含め

ていなかった
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②　関連当事者に対する貸付を「現金」として計上し、関連当事

者取引の開示を行っていなかった

③　関連企業に対する債務保証があるにも関わらず、注記を行っ

ていなかった

④　①の実質的に支配している企業が行っている事業は重要性が

認められるにも関わらず、セグメント情報を開示していなかっ

た

　以上の有価証券報告書等の訂正の必要性が認められた。

　当方の指摘に対し、Ｃ社はこれを認め、所管財務局長等に有価証

券報告書等の訂正報告書を提出し、受理された。

�　Ｄ社（東京証券取引所第二部上場）

　過去５年度にわたり、

①　複数の関連当事者との取引に関して、不適切な会計処理及び

関連当事者取引の注記を行っていない事例が多数認められた

②　関連企業に対する保証債務の存否をめぐり、争いがあるにも

関わらず、偶発債務の注記を行っていなかった

　以上の有価証券報告書等の訂正の必要性が認められた。

　当方の指摘に対し、Ｄ社はこれを認め、所管財務局長等に有価証

券報告書等の訂正報告書を提出し、受理された。

�　Ｅ社（ジャスダック証券取引所上場）

　関連当事者に対する貸付について開示を行わず、開示金額にも漏

れがあることから、有価証券報告書等の訂正の必要性が認められた。

　当方の指摘に対し、Ｅ社はこれを認め、所管財務局長等に有価証

券報告書等の訂正報告書を提出し、受理された。

�　Ｆ社（東京証券取引所・大阪証券取引所各第一部上場）

　優先匿名組合に対する拠出金を「出資金」として計上しているが、

平成１６年証取法改正に基づき、平成１７年３月期より「投資有価証券」

－38－



として計上する必要がある等、有価証券報告書等の訂正の必要性が

認められた。

　当方の指摘に対し、Ｆ社はこれを認め、所管財務局長等に訂正報

告書を提出し、受理された。
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第５章　証券検査

第１　概　説

　証券監視委は、証取法等により内閣総理大臣及び金融庁長官から委任

された権限に基づき、証券会社等に対して、主として臨店により検査を

行う。

　平成１７年６月末までは、証券会社等に対して証券取引及び金融先物取

引の公正の確保に係る規定の遵守状況を監視するための検査を行ってき

たが、平成１７年７月からは、証券監視委の市場監視機能・体制の強化が

図られるとともに、証券会社等に対する検査の実効性・効率性の更なる

向上を図る観点から、これまで金融庁検査局が行ってきた証券会社等の

財務の健全性等に関する検査及び証券監視委の検査対象とされていな

かった投資者保護基金、証券取引清算機関、投資信託委託業者、投資法

人、投資顧問業者及び保管振替機関等に対する検査権限が証券監視委に

委任され、検査の範囲が大幅に拡大した。

　具体的な検査の対象は、以下のとおりである。

　　①　証券会社 ������� （証取法第５９条第１項、第１９４条の６）

　　②　登録金融機関 ��� （証取法第６５条の２第１０項、第１９４条の６）

　　③　証券仲介業者 ������ （証取法第６６条の２０、第１９４条の６）

　　④　証券業協会  ������� （証取法第７９条の１４、第１９４条の６）

　　⑤　投資者保護基金 ����� （証取法第７９条の７７、第１９４条の６）

　　⑥　証券取引所  �������� （証取法第１５１条、第１９４条の６）

　　⑦　外国証券取引所 ����� （証取法第１５５条の９、第１９４条の６）

　　⑧　証券取引所持株会社 ��� （証取法第１０６条の２７、第１９４条の６）

　　⑨　証券取引清算機関 ���� （証取法第１５６条の１５、第１９４条の６）

　　⑩　証券金融会社 ������ （証取法第１５６条の３４、第１９４条の６）
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　　⑪　外国証券会社 �������� （外証法第３１条第１項、第４２条）

　　⑫　許可外国証券業者 ������ （外証法第３１条第３項、第４２条）

　　⑬　金融先物取引所 ������ （金先法第５２条第１項、第１４５条）

　　⑭　金融先物取引所持株会社  （金先法第３４条の４８第１項、第１４５条）

　　⑮　外国金融先物取引所 �� （金先法第５５条の１０第１項、第１４５条）

　　⑯　金融先物取引業者 ����� （金先法第８５条第１項、第１４５条）

　　⑰　金融先物取引業協会 ���� （金先法第１１３条第１項、第１４５条）

　　⑱　金融先物清算機関 ����� （金先法第１３１条第１項、第１４５条）

　　⑲　投資信託委託業者 ����� （投信法第３９条第１項、第２２５条）

　　⑳　受託会社 ��������� （投信法第３９条第１項、第２２５条）

　　�　投資信託協会 ������� （投信法第５５条第１項、第２２５条）

　　�　投資法人 ��������� （投信法第２１３条第２項、第２２５条）

　　�　投資顧問業者 ��� （投資顧問業法第３６条第１項、第５１条の２）

　　�　証券投資顧問業協会  （投資顧問業法第４６条第１項、第５１条の２）

　　�　特定譲渡人  ��������� （ＳＰＣ法第２０９条、第２９０条）

　　�　特定目的会社 ������ （ＳＰＣ法第２１７条第１項、第２９０条）

　　�　特定目的信託の原委託者 � （ＳＰＣ法第２８６条第１項、第２９０条）

　　�　保管振替機関 ������ （保振法第８条第１項、第４１条の２）

　　�　振替機関 ��������� （社振法第２０条第１項、第１３６条）

　　�　登録機関 ���������� （社登法第１０条、第９条第３項）

�　その他、上記①から�までに掲げる法律により証券検査の対象

とされている者

（注）　（　）書きは、検査権限及び証券監視委への委任規定である。

　また、証券監視委は、本人確認法により内閣総理大臣及び金融庁長官

から委任された権限に基づく検査についても、以下に掲げる者が検査対

象先の場合には、上記の権限に基づく検査と同時に実施している。
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　この検査は、証券会社等の顧客管理体制の整備を促進させることで、

証券会社等がマネー・ロンダリングに利用されることを防ぐことを目的

としている。

　具体的な検査の対象は、以下のとおりである。

証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者、金融先物取引業者、

登録金融機関、証券金融会社、保管振替機関、保管振替機関の参加

者、振替機関又は口座管理機関

（本人確認法第８条第１項、第１３条）

（注）　（　）書きは、検査権限及び証券監視委への委任規定である。

　なお、証券監視委は、検査権限及び報告・資料の徴取権限の一部を財

務局長等に委任している（ただし、必要があれば、証券監視委は、自ら

その権限を行使することができる。）。

　これらの検査は、公益又は投資者等の保護を図ることを目的として行

われるものであり、検査の結果、勧告等を行うことにより、内閣総理大

臣及び金融庁長官の証券会社等に対する行政上必要な措置及び施策に資

するものである。

　証券会社等に対する行政処分について勧告が行われた場合には、内閣

総理大臣、金融庁長官又は財務局長等は、証券監視委の検査結果を踏ま

え、改めて当事者に対する聴聞等を行った上、相当と認められる場合に

は、証券会社等の登録取消し、業務停止、業務改善命令の発出などの行

政処分等を行うことになる。

　証券会社の外務員に対する処分については、その事務が内閣総理大臣

から日本証券業協会に委任されていることから（証取法第６４条の７第１

項）、日本証券業協会は、証券監視委の検査結果等を踏まえ、改めて当事

者に対する聴聞を行った上、相当と認められる場合には、外務員登録の

取消処分又は外務員の職務停止処分を行うことになる。
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第２　証券検査基本方針及び証券検査基本計画

　証券検査に係る事務の運営は、毎年７月１日に始まり翌年６月３０日に

終わる１年間を検査事務年度として行われる。

　証券監視委及び財務局長等は、証券検査を計画的に管理・実施するた

め、検査事務年度ごとに、証券検査基本方針及び証券検査基本計画を策

定している。

　基本方針においては、その検査事務年度の検査の重点事項、その他検

査の基本となる事項を定め、基本計画においては、その検査事務年度の

検査の対象とするものの種類及び数等を定めている。

　平成１７事務年度については、平成１７年７月２１日、証券検査基本方針及

び証券検査基本計画を以下のとおり定めた。

平成１７事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画

　第１　証券検査基本方針

１．基本的考え方

　近年の内外の経済・金融情勢の変化に対応し、市場機能を中

核とする金融システムの改善・強化の必要性などから、証券市

場等を巡る様々な制度的基盤の整備が進められてきている。こ

のような中、証券取引等監視委員会の市場監視機能・体制の強

化が図られ、本年７月からは、これまでの取引の公正確保に係

る検査権限に加え、証券会社等の財務の健全性等の検査項目及

び投資信託委託業者等の検査対象先に係る検査権限がそれぞれ

大幅に拡大された。
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　これらを踏まえ、監視委員会としては、これまでの証券検査

の基本的考え方である取引の公正確保や個人投資家の保護につ

いて、引き続きこれを維持するとともに、新たな検査権限につ

いても適切にこれを行使することにより、検査項目や検査対象

先の相互の有機的な関連にも関心をもって、総合的な視野から

の深度ある検査を実施していくこととする。

　監視委員会の基本的な使命は、市場に対する信頼を保持して

いくことであり、その中核としての役割を担う証券会社等の検

査対象先に対する検査権限を厳正かつ的確に執行することが、

引き続き証券検査に求められる最も重要な役割であると考えて

いる。

　証券検査は、情報通信技術の発展やクロスボーダー取引の増

加など証券市場等を巡る環境の変化に即応して、効率的かつ効

果的に実施することが重要であり、その結果に基づき、金融庁

等に対し、行政処分等を求める勧告を行うとともに、新たな市

場ルールの整備についても関心をもって、常に建議に向けた適

正な対応を図っていくこととする。

　平成１７事務年度（平成１７年７月～１８年６月）の証券検査にお

いては、新たな検査体制と権限の下で、公正かつ透明性の高い

健全な証券市場等の確立のため、証券会社等の法令の遵守を図

り、市場に対する投資者等の信頼を保持することを目指すこと

とし、特に個人投資家の保護に全力を尽くすことを最大の目標

とする。
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２．平成１６事務年度検査結果

　平成１６事務年度（平成１６年７月～１７年６月）の検査結果をみ

ると、「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有

価証券の売買取引をする行為」、「有価証券の売買等に関し、虚

偽の表示をする行為又は誤解を生ぜしめるべき表示をする行

為」、「多数の営業員による取引一任勘定取引の契約を締結する

行為」又は「投資信託の乗換えを勧誘するに際し、乗換えに関

する重要な事項について説明を行っていない状況」など一部の

検査対象先においては重大な法令違反行為が認められた。

　また、営業姿勢面では、「償還乗換優遇制度について十分な説

明を行わない投資信託の販売」など顧客に対し誠実かつ公正に

業務を執行しているとはいい難い事例が認められた。

　さらに、内部管理面では、指摘を行った法令違反行為等に関

し、当該行為発生の要因となる内部管理体制の不備が認められ

た。

　特に、検査重点事項のひとつであった登録金融機関に対する

検査件数が大幅に増加しており、登録金融機関について、初め

て行政処分等を求める勧告を行った。

３．平成１７事務年度の検査実施方針

　以上の基本的考え方及び最近の検査結果等を踏まえ、平成１７

事務年度における証券会社等に対する検査は、特に以下の点に

重点を置いて実施することとする。

�　効率的な証券検査のための事務運営上の重点事項

　限られた資源の有効活用の観点から、効率的な検査実施の
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ための方策を講じ、その実効性の確保を図る。

①　検査対象先の弾力的選定

　検査対象先については、機動的かつ効率的な検査実施の観

点から、市場の動向について専門的な分析を行っている市場

分析審査室の審査結果の活用に加え、情報収集・検査結果分

析体制の強化による分析結果、前回検査の結果及び検査周期

等を総合的に勘案して、弾力的に選定する。

　その際、これまでの検査実施状況等からみて検査周期に変

化をつけることなどによって、検査周期の差別化を図ること

により、機械的・画一的な選定とならないよう留意する。

②　複眼的視野からのグループ一体型検査の実施

　親子法人間における弊害防止措置規定の遵守状況や資本関

係等にあるグループ内取引の内容等の検証に当たり、効率的

かつ深度ある検査を行うため、証券会社、投資信託委託業者、

投資顧問業者、登録金融機関及び証券仲介業者等のグループ

内検査対象先の一体型の同時検査を実施する。

　なお、いわゆる金融コングロマリットを構成しているグ

ループ内の検査対象先についても、同様の観点から、金融庁

検査局との間で、同時検査も含めた必要な連携を図る。

③　検査・監督部局の連携強化

　効率的かつ効果的な検査実施の観点から、監視委員会と監

督部局がそれぞれの独立性を尊重しつつ、監督部局が監督を
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通じて把握した検査に有効な情報の受入れや監視委員会が検

査を通じて把握した監督に有効な情報の提供を行うことに

よって、検査・監督相互の問題意識や情報を共有するなど適

切な連携を図る。

④　財務局監視官部門との連携強化

　委員会と財務局監視官部門との検査手法や問題認識の共有

に加え、グループ内検査対象先の一体型の同時検査の円滑な

実施の観点から、合同検査の積極化を含めた相互の連携を図

る。

　また、証券検査実施計画の調整や検査で把握した問題点等

の情報交換の積極化を図る。

⑤　基本指針や改正検査マニュアルの公表

　効率的かつ効果的な検査の実施や検査対象先の負担軽減等

の観点から、検査の基本事項や検査実施の手続等を定めた「証

券検査に関する基本指針」を策定したほか、監視委員会にお

ける証券検査の着眼点等を定めた「証券検査マニュアル」等

を一部改正し、検査プロセスの透明化や検査実施の円滑化に

資するため、これらを公表した。

�　深度ある効果的な証券検査のための検査実施上の重点事項

　検査権限の適正な行使により、検査機能を有効に発揮する

観点から、深度ある効果的な検査実施のための方策を講じ、

その実効性の確保を図る。
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①　深度ある問題把握のための着眼点

　検査において認められた業務運営上の問題については、そ

の事実関係や経緯等を分析することにより、法令に抵触する

か否かにとどまらず、内部管理やリスク管理などの管理上の

問題との関連性を検討し、業務運営上の問題の発生原因を追

究することとする。その際、形式的な管理体制の存在のみな

らず、その体制が有効に機能しているかについて深度ある検

証を行う。さらに、経営の基本方針等との相互関連性を検証

することによって、経営管理上の問題の把握にも努める。

　なお、問題の把握に当たっては、検査対象先の組織として

の責任について重点的に検証を行うとともに、職務権限と責

任の明確化を徹底し、再発防止等のために可能な限り行為者

を特定する。

②　投資者保護の観点からの投資勧誘状況の検証

　投資者保護及び誠実かつ公正な営業姿勢を確保する観点か

ら、適切な投資勧誘が行われているかについて的確に検証す

る。

　特に個人投資家等に対して、デリバティブを組み込んだ複

雑な金融商品や新しいタイプの証券化商品を販売する際に、

商品内容の説明やその特性、リスク等の説明において誤解を

生ぜしめるべき表示等の法令違反行為が行われていないか、

投資信託の乗換えを勧誘する際に、乗換えに関する重要な事

項について説明が行われているか、いわゆる適合性原則の観

点から問題がないか等を的確に検証する。
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③　公正な価格形成を阻害するおそれのある行為の検証

　公正かつ透明性の高い健全な証券市場の構築のための根幹

である公正な価格形成を阻害するおそれのある行為を行って

いる証券会社等やそのような行為を受託している証券会社等

に対しては、厳正に検査を実施するとともに、その売買審査

体制等に対する踏み込んだ検証を行う。

　また、インターネット取引を取り扱う証券会社については、

顧客の注文がそのまま市場に取り次がれるといった特質を考

慮した売買審査体制等についても検証する。

④　法人関係情報に係る管理体制の検証

　企業の資金調達や組織再編等のための手段が多様化し、証

券市場に影響を与える情報の増加が見込まれることを踏ま

え、不公正な取引を防止する観点から、法人関係情報が適切

に管理されているか、すなわち、法人関係情報の登録、情報

隔壁及び売買管理等の一連の管理状況について、不公正な取

引の未然防止上、これらが十分機能する体制となっているか

などについて、その実態把握も含め重点的に検証する。

⑤　最良執行義務の適正な遵守状況の検証

　市場間競争の制度的枠組みの整備に伴って導入された最良

執行義務は、投資者保護上重要な規定と位置づけられている

ことから、最良執行方針等の作成、公表、執行、交付及び最

良執行説明書の交付等の適正な法令遵守状況について重点的

に検証する。
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　その際に、最良執行義務が顧客にとって最も有利な条件で

売買を執行するような合理的な注意を尽くす義務であること

にかんがみ、利益相反の可能性のある行為等が行われていな

いかについても留意する。

⑥　財務の健全性等の検証

　証券会社等の財務の健全性等の検証に当たっては、監督部

局におけるオフサイト・モニタリングの状況を踏まえ、自己

資本規制比率や顧客資産の分別保管義務の遵守状況を中心に

検証する。

　なお、自己資本規制比率の著しい低下や分別保管義務違反

が認められ、投資者保護上影響があると考えられる場合等に

は、監督部局に速やかに連絡するなど機動的な対応を図る。

⑦　登録金融機関に対する法令遵守状況の検証

　登録金融機関の業務範囲の拡大や業務量の増加がみられる

ことにかんがみ、投資信託の販売に係る行為規制等の遵守状

況に加え、証券仲介業務が可能となったことに伴って新たに

設けられた弊害防止措置規定や法人関係情報に関する規定等

の遵守状況についても的確に検証する。

　特に、前事務年度において、信用の供与の条件として私募

の取扱いをする行為などの法令違反行為によって、初の登録

金融機関に関する勧告事例が認められたことも踏まえ、登録

金融機関特有の行為規制の遵守状況等について重点的に検証

する。
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　また、顧客資産の分別保管義務の遵守状況についても、そ

の重要性にかんがみ、的確に検証する。

⑧　新たな検査対象先における適正な業務遂行についての検証

　投資者保護等を図る観点から、資産運用や投資助言業務を

適正に遂行する役割を担う投資信託委託業者や投資顧問業者

に対し、顧客等のための忠実義務や善管注意義務等の法令遵

守状況について重点的に検証する。

　また、外国為替証拠金取引を行う金融先物取引業者に対し、

勧誘の要請をしていない一般顧客に対して訪問又は電話によ

る勧誘をすることを禁止した、いわゆる不招請勧誘の禁止等

の取引の公正確保に係る行為規制についても重点的に検証す

る。

⑨　自主規制機関の適切な機能発揮のための検証

　常に自主規制機関と情報交換を図ることによって、業界の

実態把握に努めるとともに、機動的かつ実効性の高い自主規

制機能が適切に発揮されているかについて検証する。

　特に、市場間競争の進展等の環境変化の中で、会員等に対

する規則の制定、検査や監査等を行う業務及びその結果に基

づく必要な処分等の措置を行う業務等の自主規制機能につい

て的確に検証する。

⑩　過去の証券検査における問題点の改善状況

　過去に指摘されている法令違反行為事項等が依然として改
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善されていない事例が認められていることにかんがみ、引き

続き、過去の検査で指摘された事項についての改善状況等に

ついて重点的に検証し、繰り返し同一の法令違反行為が行わ

れている場合には、厳しく対処する。

　第２　証券検査基本計画

１．証券会社等検査

国内証券会社　　　　　　９０社（うち財務局等が行うもの７９社）

外国証券会社　　　　　　１０社

登録金融機関　　　　　　３０社（うち財務局等が行うもの２４社）

投信・投資顧問業者　　　５１社（うち財務局等が行うもの３５社）

金融先物取引業者　　　　５社（うち財務局等が行うもの５社）

（注１）上記検査に代えて、特別検査を実施することがある。

（注２）国内証券会社については、上記のほかに、支店のみを対象とした

検査を２１支店実施する。

（注３）証券会社の検査に併せ、必要に応じて証券仲介業者に対する検査

を実施する。

（注４）上記のほかに、金融先物取引業者は、証券会社等検査の際併せて

実施するものもある。

２．その他証券検査

　自主規制機関　　　　　必要に応じて実施 

－52－



第３　検査実績

１　検査計画及びその実施状況

�　平成１７事務年度における証券監視委及び財務局長等の検査の実

施状況は、以下のとおりである（別表参照）。

①　証券会社等

　平成１７事務年度において、国内証券会社９０社、外国証券会社

１０社及び登録金融機関３０機関に対する検査計画を策定していた

が、検査着手件数は、国内証券会社８８社、外国証券会社１０社及

び登録金融機関２８機関であった。

　また、証券仲介業者１社の検査を、所属証券会社の検査と同

時に行った。なお、証券仲介業者に対する検査は、平成１６年４

月の証券仲介業制度導入以降、初めてである。

　平成１７事務年度に検査着手したもののうち、国内証券会社５６

社、外国証券会社７社、登録金融機関２４機関及び証券仲介業者

１社については、同事務年度中に被検査法人に対し検査結果通

知書を交付し、検査が終了している。

　また、平成１６事務年度において検査に着手し、同事務年度末

までに検査が終了していなかった国内証券会社１３社、外国証券

会社５社及び登録金融機関３機関については、平成１７事務年度

中にすべての検査が終了している（附属資料２３８頁以下参照）。

②　金融先物取引業者

　平成１７事務年度において、金融先物取引業者５社に対する検

査計画を策定していたが、検査着手件数は１３社であった。

　平成１７事務年度に検査着手したもののうち、１２社について

は、同事務年度中に検査が終了している。

－53－



③　投信・投資顧問業者等

　平成１７事務年度において、投信・投資顧問業者５１業者に対す

る検査計画を策定していたが、検査着手件数は、投資信託委託

業者１４社及び投資顧問業者２５業者であった。

　また、投資法人２法人の検査を、当該投資法人の資産運用を

行っている投資信託委託業者の検査と同時に行った。

　平成１７事務年度に検査着手したもののうち、投資信託委託業

者１０社、投資法人２法人及び投資顧問業者１７業者については、

同事務年度中に検査が終了している。

④　自主規制機関

　平成１７事務年度において、札幌証券取引所及び福岡証券取引

所に対し、検査に着手した。

　また、このほかに、被検査法人等が複数の検査対象となる業務

を兼営している場合は、主たる業務の検査の際に併せて兼営して

いる業務の検査を実施した。

　なお、平成１７事務年度中に、投信・投資顧問業者１業者、金融

先物取引業者１社から意見申出制度に基づく意見申出書の提出が

あった。

（注）　意見申出制度とは、検査の質的水準の向上及び検査手続の透明性の確

保を図ることを目的として、平成１３年１０月以降に着手した検査において

適用されているもので、検査中に十分議論を尽くした上で意見相違と

なった事項につき、被検査法人等が証券監視委事務局長あてに意見申出

書を提出するものである。意見申出事項の審理結果は、検査結果通知書

に包含して回答することとなっている。
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�　平成１７事務年度に検査が終了したもの（平成１６事務年度以前に

検査着手したものを含む。）のうち、重大な法令違反が認められた

２９件（証券会社１２社、証券仲介業者１社、金融先物取引業者７社、

投資信託委託業者３社、投資法人２法人及び投資顧問業者３業者

並びに外務員１６人）については、内閣総理大臣及び金融庁長官に

対して行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告を行

い、これを受けて監督部局が行政処分等を実施している（第５

「証券会社等に対する行政処分等に係る勧告」参照）。

　また、証券会社の使用人であった者に重大な法令違反が認めら

れたが既に退職している場合において、他社において外務員登録

を受けているものについては、他社の外務員登録に関する処分を

勧告した。

　なお、勧告事案に限らず検査において認められた問題点につい

ては、監督部局へ連絡している。これを受けて監督部局は被検査

法人等に対して改善策の報告を求めている。

�　平成１７事務年度における特色は、以下のとおりである。

①　金融先物取引業者に対する検査を当初計画より多く実施し

た。これは、平成１７年７月の改正金先法の施行により、外国為

替証拠金取引業者が新たに登録を要する金融先物取引業者とし

て規制されることとなり、登録前のみなし金融先物取引業者で

ある外国為替証拠金取引業者に対し重点的に検査を実施したた

めである。その結果、複数の金融先物取引業者について、行政

処分の勧告を行った（本文８６頁以下参照）。

②　資本関係にあるグループ内取引の内容等の検証にあたり、効

率的かつ深度ある検査を行うため、証券会社、登録金融機関及

び投信・投資顧問業者のグループ内検査対象先の一体型の同時
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検査を実施し、また、いわゆる金融コングロマリットを構成し

ているグループ内の検査対象先についても金融庁検査局と同時

検査を実施した（附属資料２４２頁参照）。

（注１）検査終了欄は、平成１７事務年度に着手し、同年度末までに被検査法

人等に対し検査結果通知書を交付し、検査が終了した件数を表す。

（注２）特別検査は検査計画には計上していないが、検査着手及び検査終了

には計上している。

（注３）被検査法人等が複数の検査対象となる業務を兼営している場合は、
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　別表　平成１７事務年度の検査実施状況　　　　　　　　　（参考）

検査対象
業者等数

検査
終了

検査
着手

検査
計画

区　分

３０３６３９８１００証券会社

２６７５６８８９０　　国内証券会社

３７５１５１１　　　　証券監視委

２３０５１７３７９　　　　財務局長等

３６７１０１０　　外国証券会社

１，１８８２４２８３０登録金融機関

８４３５６　　　　証券監視委

１，１０４２１２３２４　　　　財務局長等

５０７１１－証券仲介業者

１６３１２１３５金融先物取引業者

１，０５１２９４１５１投信・投資顧問業者等

１１７１０１４１６　　投資信託委託業者

５１２２－　　投資法人

８８３１７２５３５　　投資顧問業者

７－２－自主規制機関



主たる業務先のみに区分している。

（注４）このほか、財務局長等が単独で支店のみの検査を実施したものが１９

支店（うち、検査を終了したものは１６支店）ある。

（注５）外国証券会社、投資信託委託業者、投資法人及び自主規制機関は、

証券監視委が検査を実施している。

（注６）証券仲介業者、金融先物取引業者及び投資顧問業者は、財務局長等

が検査を実施している。

（注７）検査対象業者等数は、平成１８年６月末時点（投資顧問業者のみ同年

５月末時点）のものである。また、複数の業務を兼営している場合は、

全ての業務先に計上している。

２　１検査対象当たりの平均延べ検査投入人員

　平成１７事務年度に検査着手した証券監視委検査及び財務局長等検

査（支店単独検査を除く。）の１検査対象当たりの平均延べ検査投入

人員（臨店期間分）は、国内証券会社１３１人・日、外国証券会社１８４

人・日、登録金融機関４７人・日、金融先物取引業者６３人・日、投資

信託委託業者１４２人・日、投資顧問業者１７人・日及び自主規制機関７４

人・日となっている。なお、国内証券会社の最少検査投入人員は１２人・

日、最多検査投入人員は９６０人・日となっている。

第４　検査結果の概要

１　証券会社に対する検査

　平成１７事務年度に検査が終了した証券会社は８１社（特別検査を含

み、支店単独検査は含まない。）であるが、このうち５１社において問

題点が認められた。問題点が認められた５１社中、不公正取引に関す

るものは１４社、投資者保護に関するものは２１社、財産・経理等に関
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するものは１８社、その他業務運営に関するものは３５社に問題点が認

められた。（問題点が認められた会社数は、複数の問題点が認められ

た場合に各項目で重複する会社があるため、各項目の合計とは一致

しない。問題点のうち、勧告したものについては、第５「�証券会

社の処分に係る勧告」及び「�外務員の処分に係る勧告」で詳細を

記述する。その他は、勧告を行っていないが、証券会社に対し通知

を行っている。）

�　不公正取引に関するもの

①　取引一任勘定取引の契約を締結する行為〔証取法第４２条第１

項第５号〕

②　実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証

券指数等先物取引〔外証法第１４条第１項（平成１６年法律第９７号

による改正前のもの）において準用する証取法第４２条第１項第

９号（平成１６年法律第９７号による改正前のもの）に基づく外証

法府令第２４条第２１項（平成１６年内閣府令第９２号による改正前の

もの）において準用する行為規制府令第４条第３号（平成１７年

内閣府令第６号による改正前のもの）〕

③　有価証券の売買その他の取引等につき、生ずることとなる損

失及び生じた損失を補てんすることを約束する行為並びに生じ

た損失を補てんするために財産上の利益を提供する行為〔証取

法第４２条の２第１項第１号、第２号及び第３号〕

④　顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上

不十分な状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府令第１０

条第４号〕

⑤　実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証

券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でない

と認められる状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府令
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第１０条第１０号（平成１７年内閣府令第６号による改正前のもの）〕

�　投資者保護に関するもの

①　有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為

又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

〔証取法第４２条第１項第１０号（平成１６年法律第９７号による改正

前の同項第９号を含む。）に基づく行為規制府令第４条第１号〕

②　外国証券の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知して

いないと認められる状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規

制府令第１０条第７号〕

③　目論見書交付の遅延〔証取法第１５条第４項（同法第２７条にお

いて準用する場合を含む）〕

　　当社は、株式等の公募において、最終訂正目論見書を募集最

終日に顧客に向けて郵送し、同日を越えて交付していた。

④　最良執行方針の交付前に顧客から注文を受けた行為〔証取法

第４３条の２第４項〕

　　当社は、顧客から証券取引所に上場されている有価証券の売

買に関する注文を受けようとするにあたって、あらかじめ、顧

客に対し最良執行方針等を記載した書面を交付していなかっ

た。

⑤　業務に関する書類の未交付〔日本証券業協会（以下「日証協」

という。）公正慣習規則（以下「公慣規」という。）第８号「証

券従業員に関する規則」第９条第３項第１６号〕

　　営業員が、顧客に対し交付すべき業務に関する書類を交付し

ていなかった。

⑥　従業員限りの広告〔日証協公慣規第８号「証券従業員に関す

る規則」第９条第３項第２０号〕
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　　営業員が、広告審査担当者の審査を受けることなく、広告物

を作成し、顧客に配布した。

⑦　新興市場銘柄についての説明未済〔日証協公慣規第９号「協

会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第６条の２〕

　営業員が、新興市場銘柄の取引を勧誘するに際し、新興市場

銘柄の取引経験のない顧客に対し、当該市場の概要及び性格に

ついての説明をしないまま取引を開始していた。

⑧　投資信託の償還乗換優遇制度の未利用取引

　当社は、投資信託の償還乗換優遇制度の取扱いを変更した際、

同制度を利用することができる顧客にその内容を説明しないま

ま、新たに取得させる投資信託の申込手数料を徴していた。

�　財産・経理等に関するもの

①　外国証券の取引に係る顧客分別金の信託漏れ〔証取法第４７条

第３項〕

②　顧客分別金の不適正な分別保管〔証取法第４７条第２項、第３

項〕

　　当社は、取次母店に信用取引の担保として差し入れている顧

客から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券のうち、無債

務顧客に係る同有価証券の時価評価額を自己の固有財産と分別

して保管していなかった。また、同有価証券の時価相当額を顧

客分別金必要額に算入していないことから、顧客分別金の信託

不足が発生していた。

③　自己資本規制比率の算出誤り〔証取法第５２条第１項及び第３

項〕

　　当社は、実際の数値と異なる自己資本規制比率を算出の上、

内閣総理大臣（金融庁長官）に対して届け出たほか、これを所
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定の期間公衆の縦覧に供していた。

④　営業報告書等の誤記載〔外証法第１５条第１項及び第３項〕

　　当社が作成し、当局に提出した営業報告書及び公衆の縦覧に

供した業務及び財産の状況に関する説明書において、複数の項

目にわたり誤った数値が記載されていた。

⑤　損失準備金の未計上〔外証法第１８条第１項〕

　当社は、当期純利益及び当期未処分利益を計上しているにも

かかわらず、当該利益に対応する損失準備金を積み立てていな

い。

�　その他業務運営に関するもの

①　証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価

証券の売買その他の取引等をする行為〔証取法第４２条第１項第

９号（平成１６年法律第９７号による改正前のもの及び同年法律第

１０７号による改正前の第５０条第１項第６号）に基づく行為規制府

令第４条第５号（証券会社の行為規制等に関する命令第４条第

５号、平成１０年総理府令・大蔵省令第３３号による改正前の証券

会社の健全性の準則等に関する省令第２条第１項第５号）〕

②　証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認めら

れる状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府令第１０条第

１１号〕

③　弊害防止措置規定違反（親法人等からの顧客に関する非公開

情報の受領）〔証取法第４５条第３号に基づく行為規制府令第１２条

第１項第７号〕

④　外国証券の取引に係る法定帳簿の不備〔証取法第１８８条〕

⑤　個人である顧客に関する情報の安全管理について、当該情報

の滅失の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない
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と認められる状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府令

第１０条第４号の２〕

　　当社は、その取り扱う個人情報の管理方法及び検査方法が不

十分であり、そのため、当該情報を紛失した場合にもその事実

を把握できる体制となっていなかった。

⑥　最良執行義務違反〔証取法第４３条の２第３項〕－（注）参照

　当社は、自らが定めた最良執行方針等に従って有価証券の売

買に関する注文を執行していなかった。

⑦　取引所有価証券市場外における上場株券等の媒介の報告義務

違反〔証取法第７９条の２〕

　　当社は、上場株券等の取引所有価証券市場外での売買の媒介

により成立した売買の大半について、売買成立後、法令におい

て規定されている時間内に日本証券業協会に対し報告していな

かった。

⑧　本人確認法違反〔本人確認法第３条第１項及び第２項〕

　当社は、非居住者である顧客との間で、取引所有価証券市場

における有価証券指数等先物取引の取次ぎ等を行うことを内容

とする契約を締結する際、当該顧客及び当該顧客の代表者等に

係る本人確認を行っていなかった。

⑨　顧客との金銭等の貸借〔日証協公慣規第８号「証券従業員に

関する規則」第９条第３項第１７号〕

　営業員が、顧客の株式取引において、信用取引保証金の立替

えを行っていた。

（注）　最良執行義務とは、証券会社は、有価証券の売買等に関する顧客の注

文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定め、

その方針に従って注文を執行しなければならない義務をいう。
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２　登録金融機関に対する検査

　平成１７事務年度に検査が終了した登録金融機関は２７機関である

が、このうち１０機関において問題点が認められた。問題点が認めら

れた１０機関中、不公正取引に関するものは１機関、投資者保護に関

するものは６機関、財産・経理等に関するものは２機関、その他業

務運営に関するものは４機関に問題点が認められた。（問題点のう

ち、勧告したものについては、第５「�外務員の処分に係る勧告」

で詳細を記述する。）

�　不公正取引に関するもの

　損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為〔証取法第

６５条の２第６項において準用する証取法第４２条の２第１項第３

号〕

�　投資者保護に関するもの

①　外国投資信託に係る誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

〔証取法第６５条の２第５項において準用する証取法第４２条第１

項第１０号に基づく金融機関の証券業務に関する内閣府令第２１条

第１号〕

　外国投資信託受益証券の少人数私募に際し、当該外国投資信

託受益証券の過去の運用実績及びこれから推測される将来の運

用利回りという重要な事項につき、ある時点の運用実績に基づ

き算出した数値を記載した顧客向け資料等により、誤解を生ぜ

しめるべき表示をする行為を行った。

②　従業員限りの広告〔日証協公慣規第８号「証券従業員に関す

る規則」第９条第３項第２０号〕

　営業員が、証券仲介業務において、広告審査担当者の審査を

受けることなく、委託証券会社が作成した勧誘資料に商品の補
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足説明を書き加えた資料を作成し、顧客に配布した。

�　財産・経理等に関するもの

　営業報告書の誤記載〔証取法第６５条の２第５項において準用す

る同法第４９条第１項〕

　当社は、営業所並びに役員及び使用人等の数について誤った数

値を記載した営業報告書を作成・提出していた。

�　その他業務運営に関するもの

①　個人である顧客に関する情報の安全管理について、当該情報

の滅失の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない

と認められる状況〔証取法第６５条の２第５項において準用する

同法第４３条第２号に基づく金融機関の証券業務に関する内閣府

令第２７条第３号の２〕

　当社は、社内で取り決めている廃棄時のチェックを徹底させ

ておらず、また、個人情報を記載した帳簿の保存状況を定期的

にチェックする体制を構築していないことから、個人情報の漏

えい、滅失又はき損したとしても把握することができない状況

となっていた。

②　転送不要郵便物等による顧客等の本人確認義務違反〔本人確

認法第３条第１項〕

　当社は、口座開設に際し、顧客から本人確認書類の送付を受

け、取引に係る文書を書留郵便等により送付しているものの、

転送不要郵便物等として送付していなかった。

３　証券仲介業者に対する検査

　平成１７事務年度に検査が終了した証券仲介業者は１業者である
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が、この１業者に、投資者保護に関する問題点が認められた。（勧告

したものについては、第５「�証券仲介業者の処分に係る勧告」で

詳細を記述する。）

投資者保護に関するもの

　有価証券の売買の媒介その他の取引に関し、虚偽の表示をする行

為〔証取法第６６条の１３第３号に基づく証券仲介業者に関する内閣府

令第１３条第１項第１号〕

４　金融先物取引業者に対する検査

　平成１７事務年度に検査が終了した金融先物取引業者は１２業者であ

るが、このうち１０業者において問題点が認められた。問題点が認め

られた１０業者中、不公正取引に関するものは３業者、投資者保護に

関するものは８業者、財産・経理等に関するものは４業者、その他

業務運営に関するものは４業者に問題点が認められた。（問題点のう

ち、勧告したものについては、第５「�金融先物取引業者の処分に

係る勧告」で詳細を記述する。）

�　不公正取引に関するもの

　取引一任勘定取引の受託契約等の締結〔金先法第７６条第３号〕

�　投資者保護に関するもの

①　広告において表示すべき事項を表示していない行為〔金先法

第６８条第３号及び第４号並びに第５号に基づく同法施行令第１３

条第１号及び第２号〕

②　契約締結前の交付書面にかかる記載不備〔金先法第７０条第１

項〕

③　不招請勧誘〔金先法第７６条第４号〕－（注）参照

④　両建取引の勧誘〔金先法第７６条第９号に基づく金融先物取引
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法施行規則第２５条第６号〕

（注）　不招請勧誘とは、勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問又は

電話をかけて、契約締結を勧誘することをいう。

�　財産・経理等に関するもの

　業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあり、

かつ、委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金につ

いて自己の固有財産と区分して管理していない状況〔金先法第８７

条第１項第４号、第９１条第１項〕

５　投信・投資顧問業者等に対する検査

　平成１７事務年度に検査が終了した投信・投資顧問業者等は２９業者

等であるが、このうち２１業者等において問題点が認められた。問題

点が認められた２１業者等中、投資者保護に関するものは１４業者、財

産・経理等に関するものは１業者、その他業務運営に関するものは

１７業者等に問題点が認められた。（問題点のうち、勧告したものにつ

いては、第５「�投信・投資顧問業者等の処分に係る勧告」で詳細

を記述する。）

�　投資者保護に関するもの

①　著しく事実に相違する表示等のある広告をする行為〔投資顧

問業法第１３条第２項〕

②　投資顧問契約の締結に関し偽計を用いた行為〔投資顧問業法

第２２条第１項第１号〕

③　顧客に対して特別の利益を提供することを約した行為〔投資

顧問業法第２２条第１項第３号〕

④　運用報告書の未交付〔投信法第３３条第１項〕
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　　営業員が、公募の投資信託を直接販売した顧客に対して、運

用報告書の交付を行っていなかった。

⑤　投資法人に対する書面の未交付〔投信法第３４条の７において

準用する投資顧問業法第１４条第１項、投信法第３４条の７におい

て準用する投資顧問業法第１５条第１項及び投信法第３４条の６第

１項〕

　　当社は、投資法人との間で資産運用委託契約を締結したもの

の、契約締結前に交付すべき書面、契約締結時に交付すべき書

面及び契約締結後に自己の計算で行った不動産等の売買等の有

無を明らかにする書面を交付していなかった。

�　その他業務運営に関するもの

①　善管注意義務違反〔投信法第１４条第２項〕

②　投資信託財産及び投資一任契約運用資産相互間において取引

を指図等する行為〔投信法第１５条第１項第２号並びに日本証券

投資顧問業協会理事会決議「業務運営にあたり留意すべき基準

について」５．イ及びロ。投信法第４０条第１項該当〕

③　投資法人資産運用業に係る善管注意義務違反〔投信法第３４条

の２第２項〕

④　投資信託の取得申込みに係る不適切な対応〔投信法第４０条第

１項該当〕

⑤　役員会不開催等〔平成１７年法律第８７号による改正前の投信法

第１０８条において準用する商法第２６０条ノ２第１項、投信法第８７

条、第９７条第２項第２号、第３号、第７号及び第８号、第１２０条

並びに第１３１条〕

⑥　一般事務受託者としての善管注意義務違反〔平成１７年法律第

８７号による改正前の投信法第１１２条第２項〕
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⑦　役員会議事録の不実記載等〔投信法第２１４条第１項該当（投信

法第１０８条において準用する商法第２６０条ノ４第２項、証取法第

２７条において準用する同法第５条第５項に基づく特定有価証券

の内容等の開示に関する内閣府令第１２条第１項第４号、東京証

券取引所規則「不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程

の特例」第７条）〕

⑧　投資信託財産等に関する帳簿書類の未作成〔投信法第３６条第

１項〕

　　当社は、投資法人との間で資産運用委託契約を締結している

が、当該投資法人の資産及び投資信託委託業者の業務に関し、

作成すべき帳簿書類である「運用明細書」及び「利害関係人等

の状況表」を作成、保存していなかった。

⑨　基準価額の訂正に係る社内体制の不備〔投信法第４０条第１項

該当〕

　　当社は、自社が設定・運用する投資信託の運用対象である株

式の予想配当金について、投資信託で計上している額と当該株

式の発行会社が発表した額が異なっていた場合に、その事実を

認識した時点で未収配当金の額を修正しており、本来当社が計

上すべきであった日に遡って基準価額を訂正するといった対応

を行っておらず、その際、基準価額への影響度や受益者の設定・

解約の状況についての検証や販売会社に対する情報開示も行っ

ていなかった。

⑩　業務に関する帳簿書類の未作成〔投信法第２１１条第１項〕

　　当投資法人は、運用開始以降、投資法人の業務に関し作成す

べき帳簿書類である「投資証券発行価額帳」及び「特定資産の

価格等の調査結果等に関する書類」を作成、保存していなかっ

た。

－68－



⑪　重要な使用人の変更の未届〔投資顧問業法第８条第１項〕

　当社は、顧客との間で締結している投資顧問契約において、

新たに採用した使用人も当該契約に係る助言者として追加する

こととしたが、重要な使用人の変更の届出を行っていなかった。

⑫　投資一任運用資産に係る配分システムの不備及び顧客に対す

る未開示〔投資顧問業法第３７条該当〕

　当社は、投資一任契約に基づく顧客の資産の運用において、

同一日に同一銘柄の株式を売買する場合、合計株数をまとめて

同時に同一の証券会社に発注し、約定連絡を受けた後、約定し

た取引を投資一任運用資産ごとに、一定のロジックに従った配

分システムにより配分しているが、当該システムに不備があっ

たため、平均約定単価により配分されたと仮定した場合より有

利に配分された投資一任運用資産がある一方、不利に配分され

た投資一任運用資産があった。また、そのような発注・配分方

法とすることについて、顧客に対して開示していなかった。

第５　証券会社等に対する行政処分等に係る勧告

�　証券会社の処分に係る勧告

①　取引一任勘定取引の契約を締結する行為〔証取法第４２条第１項

第５号違反〕

○　伊勢証券株式会社志摩営業所所長代理は、その業務に関し、

平成１５年６月１９日及び平成１６年１２月２日に、顧客２名との間で、

それぞれ、株式の買付注文の受託につき、顧客の個別の取引ご

との同意を得ないで、数及び価格について定めることができる

ことを内容とする契約を締結した上で、平成１５年６月１９日から

平成１７年１２月２９日までの間、計６６件の取引を受託、執行した。
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・　勧告年月日

平成１８年６月７日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①法令等遵守に係る経営姿勢を明確

にすること、②今般の行政処分を踏まえ、内部管理体

制の見直しを図るとともに、責任の所在の明確化を図

ること、③法令違反の根絶に向けた「再発防止策（具

体的達成方法、達成時期及び社内規程等の明確化を含

む。）」を策定すること、④全役職員に対する「法令遵

守の徹底」に係る研修を実施すること、⑤社内検査の

充実・強化のための具体策を策定すること）

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

○　津山証券株式会社大阪支店歩合外務員は、その業務に関し、

平成１５年３月に顧客と日経２２５先物取引の受託につき、別の顧客

と日経２２５先物取引及び日経２２５オプション取引の受託につき、

同年７月頃に更に別の顧客と株式の売買の受託につき、それぞ

れ売買の別（日経２２５先物取引の受託については、現実指数が約

定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又

は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別をいい、日経

２２５オプション取引の受託については、オプションを付与する立

場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別を

いう。以下同じ。）、銘柄、数及び価格（日経２２５先物取引の受託

については約定指数をいい、日経２２５オプション取引については

オプションの対価の額をいう。以下同じ。）の全部について顧客

の個別の取引ごとの同意を得ないで定めることができることを

内容とする契約を締結した上で、平成１５年３月２４日から平成１７
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年１０月２７日までの間、取引を受託、執行した。

　　また、上記使用人１名のほか使用人１名が、その業務に関し、

取引一任勘定取引の契約を締結していた。

　　　　・　勧告年月日

平成１８年６月２６日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①法令等遵守にかかる経営姿勢を明

確にすること、②今般の法令違反行為の責任の所在を

明確化すること、③内部管理体制の見直しを図り、法

令違反の根絶に向けた再発防止策（具体的達成方法、

達成時期及び社内規程等の整備や全職員に対する法令

遵守の徹底を図るための措置を含む。）を講じること、

④社内検査体制の充実・強化のための方策を講じるこ

と、⑤上記①から④に関する計画を書面で提出し、以

後計画の実施完了までの間、その実施状況を３か月毎

に報告すること）

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

②　有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為又

は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為〔証取

法第４２条第１項第１０号（平成１６年法律第９７号による改正前の同項

第９号を含む。）に基づく行為規制府令第４条第１号違反〕

○　松井証券株式会社は、平成１５年７月から平成１７年４月までの

間、多数の顧客に対して一般信用取引の勧誘を行うに際し、一

般信用取引における信用期日という重要な事項に関し、株式分

割等、一定の場合に信用期日が設定されることがあるにもかか

わらず、会社案内により、信用期日が設定されることは一切な
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いかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

・　勧告年月日

平成１７年１０月２６日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①責任の所在の明確化、②広告審査

体制を含む内部管理体制の充実・強化、③役職員の法

令遵守意識の徹底・研修の実施、④上記について、そ

の対応状況を書面で報告すること）

　

○　ＡＩＭ証券株式会社元代表取締役社長は、その業務に関し、

平成１７年２月１７日から平成１８年２月２４日までの間、計１８８名以上

の顧客に対し、円建社債の私募の取扱いに関し、当該社債によ

り集められた資金の使途等について事実と異なる記載がなされ

た勧誘資料を交付して説明を行うことにより、虚偽の表示を

行った。

・　勧告年月日

平成１８年４月２５日

・　行政処分の内容

イ　全店舗における全ての証券業に関する業務の停止

約１か月間

ロ　業務改善命令（①投資者保護の観点から顧客に対

し適切な対応をとること、②虚偽表示が行われた社

債を購入した顧客に対し、正確な商品内容等の説明

を行うこと、③当該社債により集められた資金の使

途等について事実と異なる説明（虚偽表示）を行う

に至った原因及びＡＩＭグループ内の資金の還流の

実態を明らかにするとともに、責任の所在の明確化
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を図り、責任ある経営体制の確立を図ること、④当

社が証券会社として取扱った当該社債を含む全ての

商品について、その運用方法等の詳細な商品内容を

当局に報告すること、⑤顧客資産の保全に万全を期

すること、⑥法令違反の根絶に向けた「再発防止策」

を策定し、役職員への周知徹底を図ること、⑦上記

について、その対応状況を書面で報告し、その実施

状況を四半期ごとに書面で報告すること）

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

③　実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券

指数等先物取引〔外証法第１４条第１項（平成１６年法律第９７号によ

る改正前のもの）において準用する証取法第４２条第１項第９号（平

成１６年法律第９７号による改正前のもの）に基づく外証法府令第２４

条第２１項（平成１６年内閣府令第９２号による改正前のもの）におい

て準用する行為規制府令第４条第３号（平成１７年内閣府令第６号

による改正前のもの）違反〕

○　ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プラ

イベート・リミテッド東京支店株式派生商品トレーディング部

トレーダー（当時）は、その業務に関し、東京証券取引所にお

ける東証株価指数先物取引の平成１６年１２月限月の売買取引（以

下「ＴＯＰＩＸ先物」という）において、平成１６年１１月４日の

１３時５７分頃から先物大引（１５時１０分）にかけ、当該外国証券会

社の海外関連会社の計算において、同一委託者による同一指数

での買付注文と売付注文とを対当させて、権利の移転を目的と

しない取引を大量かつ反復継続的に成立させ、当該取引におい

て実勢を反映しない作為的なＴＯＰＩＸ先物の約定指数を形成
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させた。

・　勧告年月日

平成１８年３月２日

・　行政処分の内容

イ　自己の計算による株価指数先物の取引業務の停止

１５日間

ロ　業務改善命令（①内部管理体制の充実・強化、②

役職員の法令遵守の徹底及び再発防止策の策定、③

責任の所在の明確化、④上記について、その対応状

況を書面で報告すること）

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

④　有価証券の売買その他の取引等につき、生ずることとなる損失

及び生じた損失を補てんすることを約束する行為並びに生じた損

失を補てんするために財産上の利益を提供する行為〔証取法第４２

条の２第１項第１号、第２号及び第３号違反〕

○　塚本證券株式会社第一営業部元営業員（以下「元営業員」と

いう。）は、その業務に関し、①平成１３年９月１４日頃、顧客の株

価指数先物取引につき、同年７月６日及び９月１３日の当該株価

指数先物取引について生じた顧客の損失の全部を補てんするこ

とを約束し、また、②同年９月２６日頃、同顧客と、同年１０月以

降の上記取引について顧客に損失が生ずることとなった場合に

は、その全部を補てんすることを約束した。

　加えて、元営業員は、その業務に関し、③同１３年９月２７日及

び同１４年６月２１日、同顧客に対し、上記取引について生じた、

損失補てんの約束に基づく顧客の損失の全部を補てんするた

め、顧客の証券口座及び銀行口座に入金する方法により、
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２，７００千円の財産上の利益を提供し、また、同１３年２月６日及び

同月１４日、別の顧客に対し、株式の売買につき、当該株式につ

いて生じた顧客の損失の一部を補てんするため、顧客の証券口

座に入金する方法により、約１，４６３千円の財産上の利益を提供

した。

・　勧告年月日

平成１８年２月１６日

・　行政処分の内容

イ　株券の売買及び株価指数先物取引に係る受託業務

の停止３日間

ロ　業務改善命令（①内部管理体制の抜本的な見直し

を図るとともに、責任の所在の明確化を図ること、

②法令違反の根絶に向けた「再発防止策」を策定し、

役職員に周知徹底すること、③全役職員に対し「法

令遵守意識の徹底」を図る観点から、実効ある方策

を講じること）

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

⑤　顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不

十分な状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府令第１０条第

４号違反〕

○　ＳＭＢＣフレンド証券株式会社コンプライアンス部売買審査

室長は、その業務に関し、各部店における内部者登録事務の指

導・監督を十分に行わず、顧客の内部者登録が適切に行われて

いるか否かの検証を行う等の十分な社内管理体制を構築しない

ことにより、上場会社等の会社関係者である顧客の内部者登録

に多くの漏れを生ぜしめて、内部者取引に係る売買審査に多く
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の漏れが生じている状況のまま業務を営んでおり、これにより、

顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不

十分な状況のまま業務を営んでいた。

・　勧告年月日

平成１８年４月５日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①内部者登録の徹底を含む顧客管理

の総点検を実施するとともに、適切な顧客管理体制の

構築に向けた対応策を策定し、実施すること、②今般

の行政処分を踏まえ、内部者取引の防止に関する社内

管理体制に係る経営陣の関与のあり方について検証す

るとともに、責任の所在の明確化を図ること、③研修

等により全役職員に対して法令遵守意識の徹底を図る

こと、④上記①から③について、その対応状況を書面

で報告すること）

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

○　イ　マネックス証券株式会社執行役員法規管理部長は、その

業務に関し、顧客の勤務先の親会社又は子会社に上場会社

等がある場合に、当該顧客を当該上場会社等の内部者とし

て登録する体制を構築していない

ロ　法規管理部における内部者登録システムの管理責任者

は、その業務に関し、上場会社等に勤務する顧客の内部者

登録手続を最後まで完了していない

ことにより、それぞれ、上場会社等の会社関係者である顧客

の内部者登録に多くの漏れが生じている状況のまま業務を営

んでおり、これにより、顧客の有価証券の売買等に関する管
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理が不公正取引の防止上不十分な状況のまま業務を営んでい

た。

・　勧告年月日

平成１８年５月３１日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①大規模な内部者登録漏れが発生し

た原因を究明するとともに、貴社における内部者登録

事務の管理・運営上の問題点を明確にした上で、当該

登録事務に係るチェック体制の整備を含めた実効性あ

る具体的改善策を策定し、実施すること、②本年２月

２７日に発生したシステム障害は、昨年８月のシステム

障害とほぼ同一の原因によるものであるが、昨年１２月

２８日に当局に報告した再発防止策が十分に機能しな

かった原因を究明し、当該再発防止策の見直しを含め

た実効性あるシステム管理体制の整備を図ること、③

上記①、②の事態が生じたことについて、経営陣を含

む責任の所在の明確化を図ること、④役職員の法令遵

守意識を高め、適正な業務運営を遂行するために必要

な研修等を実施すること、⑤上記①から④について、

その対応状況を書面で報告すること）

※　この勧告では、外務員２名についても処分を求めている。

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした⑧の「証

券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」

に係る処分を含む。

⑥　外国証券の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知してい

ないと認められる状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府
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令第１０条第７号〕

○　日本インベスターズ証券株式会社は、外国証券の取引に係る

法定帳簿である「取引残高報告書」を作成し、顧客に交付して

いるが、その必要記載事項の多くが欠如しており、顧客の取引

に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していない状況となっ

ている。

・　勧告年月日

平成１８年６月２３日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①全ての法定帳簿の点検・整備を実

施し、法定帳簿の作成・保存が適切に行われる体制を

構築すること、②分別保管に係る手続きの点検・整備

を実施し、顧客分別金信託が適切に行われる体制を構

築すること、③内部管理体制の充実・強化を図るとと

もに、責任の所在の明確化を図ること、④法令違反の

根絶に向けた「再発防止策」を策定し、役職員に周知

徹底すること、⑤上記①から④について、その状況を

書面で報告すること）

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした⑩の「外

国証券の取引に係る顧客分別金の信託漏れ」及び⑪の「外国証券の取

引に係る法定帳簿の不備」に係る処分を含む。

⑦　実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券

の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認

められる状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府令第１０条

第１０号（平成１７年内閣府令第６号による改正前のもの）違反〕

○　イ　日本協栄証券株式会社常務取締役及び取引審査部担当執
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行役員監査部長（当時）は、その業務に関し、売買管理シ

ステムにより、買上がり買付けや自己対当売買等、実勢を

反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の

売買取引の可能性があるインターネット取引（以下「不適

切なインターネット取引」という。）を複数回抽出していた

にもかかわらず、監査部長（当時）に報告すべき取引の具

体的な基準を示すなどの売買審査担当者に対する十分な指

導を行わなかったことから、それらについて報告がなされ

ず、不適切なインターネット取引を検討しないまま放置し

ている、

ロ　取引審査部担当執行役員監査部長（当時）は、その業務

に関し、東京証券取引所の調査などを契機として、不適切

なインターネット取引を行った顧客に注意喚起している

が、その際当該顧客の実態に合致しない売買動機の説明や

作為的相場形成を認めるような発言を受けても何ら具体的

な検証を行わずそれを放置し、複数回に及ぶ東京証券取引

所や日本証券業協会の調査を受けるまで同様の注文の受託

を継続している、

ハ　常務取締役は、その業務に関し、当社の売買管理の状況

について不公正取引の未然防止を図るための改善を行うこ

とができる立場にあり、不適切なインターネット取引を

行った顧客に対する注意喚起について報告を受けていたに

もかかわらず、それによる顧客からの回答に係る取引内容

の検証などの指示を行わず放置している

状況のまま業務を営んでいた。

・　勧告年月日

平成１８年１月２０日
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・　行政処分の内容

　業務改善命令（①インターネット取引を含む売買管

理の総点検を行うとともに、適切な売買管理体制の構

築に向けた強化策を策定し、実施すること、②今般の

行政処分を踏まえ、売買管理体制に係る経営陣の関与

のあり方について検証するとともに、責任の所在の明

確化を図ること、③研修等により全役職員に対して法

令遵守意識の徹底を図ること）

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

○　イ　エイチ・エス証券株式会社営業部長は、その業務に関し、

寄付き前に、買い板を厚くする売り株数と買い株数が不均

衡な成行きによる大口クロス取引注文（以下「変則クロス

取引」という。）の受託について、担当営業員から報告を受

けていたにもかかわらず、当該取引が株価へ及ぼす影響に

ついて全く問題意識を持っていなかったことから、営業責

任者として顧客の売買動機の把握や注文の規制措置の検討

などの日常的な売買管理を何ら行っていない、

ロ　また、当時の内部管理統括責任者は、その業務に関し、

当社の売買管理の状況について不公正取引の未然防止を図

るための改善を行うことができる立場にあり、変則クロス

取引について売買審査システムにより抽出していたにもか

かわらず、当該取引が株価へ及ぼす影響について全く問題

意識を持っていなかったことから取引内容の検討について

部下への指示を行わず、更に、当該取引について東京証券

取引所の調査などを受けたにもかかわらず、同様の認識か

ら取引内容を十分検証しないまま取引停止等の措置を行う
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ことなく当該取引の受託を継続している

状況のまま業務を営んでいた。

・　勧告年月日

平成１８年５月２３日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①売買管理の総点検を行うとともに、

適切な売買管理体制の構築に向けた強化策を策定し、

実施すること、②今般の行政処分を踏まえ、売買管理

体制に係る経営陣の関与のあり方について検証すると

ともに、責任の所在の明確化を図ること、③研修等に

より全役職員に対して法令遵守意識の徹底を図るこ

と、④上記①から③について、その対応状況を書面で

報告すること）

※　この勧告では、外務員２名についても処分を求めている。

⑧　証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められ

る状況〔証取法第４３条第２号に基づく行為規制府令第１０条第１１号

違反〕

○　イ　マネックス証券株式会社においては、平成１８年２月２７日

に、同社の夜間取引「マネックスナイター」において、大

阪証券取引所を主市場とする銘柄の一部について、取引価

格を誤って算出するという障害が発生したが、これは、大

阪証券取引所の売買システムの変更が及ぼす影響の範囲に

ついて適切な確認を行っておらず、必要なプログラム修正

を行っていなかったことに起因していた。　

ロ　同社においては、システム障害が多数発生していたこと

から、平成１７年１０月１２日、金融庁より障害の発生原因及び
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再発防止策等の報告を命じられ、同年１２月２８日、外部シス

テム変更時の影響範囲を見落としなく把握する体制を構築

し、システム修正の要否、内容に問題がないかの確認を徹

底する旨の報告書を金融庁に提出していたところである。

　上記イの障害は、ＪＡＳＤＡＱの新システムへの移行が

及ぼす影響の範囲を見落としていたことに起因して平成１７

年８月２９日に発生した障害とほぼ同一の原因によるもので

あり、執行役員システム部長は、その業務に関し、大阪証

券取引所の売買システムの変更に伴い変更した同社システ

ムのプログラムについて、テスト結果を十分に検証してい

ればプログラムミスを容易に把握できたにもかかわらず、

十分な検証を怠り、外部システム変更時の影響範囲の見落

としによる障害の再発防止策を適切に実行していなかった

ものと認められる。

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、⑤の「顧客の有価証券の

売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況」を参照。

⑨　弊害防止措置規定違反（親法人等からの顧客に関する非公開情

報の受領）〔証取法第４５条第３号に基づく行為規制府令第１２条第１

項第７号違反〕

○　新生証券株式会社市場営業部付部長（当時）、市場営業部部長

代理ほか２名の使用人は、その業務に関し、親法人等から、情

報提供に関する顧客の同意書を得ずに、親法人等在籍時に使用

した資料の持ち込み、親法人等のパソコン内のデータの当社パ

ソコンへの移管、親法人等使用人からのメール受信等の方法に

より、顧客の借入残高等の顧客に関する非公開情報を受領した。
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・　勧告年月日

平成１８年１月２０日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①内部管理体制の充実・強化を図る

とともに、責任の所在を明確化すること、②親法人と

の関係における適正な業務運営の確保に向け再発防止

策を策定するとともに、役職員の法令遵守を徹底する

こと、③上記①及び②について、その対応状況を書面

で報告すること）

※　この勧告では、外務員２名についても処分を求めている。

⑩　外国証券の取引に係る顧客分別金の信託漏れ〔証取法第４７条第

３項違反〕

○　日本インベスターズ証券株式会社専務取締役は、その業務に

関し、外国証券に関する募集の取扱いを行うに当たり、顧客か

ら預託を受けた募集等払込金について分別保管を行わないまま

業務を継続していた。

　このため、顧客分別金として信託すべき金額のうち、当該募

集等払込金に係る金額の算入が漏れており、検査基準日現在に

おいて約７４百万円の顧客分別金信託額の不足が認められた。

※　この勧告では、外務員１名についても処分を求めている。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、⑥の「外国証券の取引に

関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況」

を参照。

⑪　外国証券の取引に係る法定帳簿の不備〔証取法第１８８条違反〕

○　日本インベスターズ証券株式会社は、平成１３年７月１０日を基
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準日とする関東財務局長による検査の結果、外国証券の取引に

関し、証取法第１８８条に基づく証券会社に関する内閣府令（以下

「府令」という。）第６０条第１項に規定する法定帳簿（以下「法

定帳簿」という。）について、イ．「顧客勘定元帳」及び「保護

預り有価証券明細簿」の未作成、ロ．「取引日記帳」の記載事項

の一部欠如との指摘を受け、平成１４年２月２５日付で関東財務局

長に対し改善報告書を提出している。

　しかしながら、その改善状況を検証したところ、上記イにつ

いて、当社は、外国証券の取引に係る法定帳簿である「顧客勘

定元帳」及び「保護預り有価証券明細簿」を作成・保存してい

るが、当該法定帳簿の府令第６０条第２項に基づく別表第８に定

める記載事項（以下「必要記載事項」という。）については、そ

の多くが欠如している。

　また、上記ロについて、当社は、外国証券の取引に係る法定

帳簿である「取引日記帳」を作成・保存しているが、当該法定

帳簿についても同様に必要記載事項の多くが欠如している。

　更に、外国証券の取引に係る法定帳簿である「注文伝票」及

び「取引残高報告書」についても同様に必要記載事項の多くが

欠如している状況が認められた。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、⑥の「外国証券の取引

に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状

況」を参照。

�　証券仲介業者の処分に係る勧告

①　有価証券の売買の媒介その他の取引に関し、虚偽の表示をする

行為〔証取法第６６条の１３第３号に基づく証券仲介業者に関する内

閣府令第１３条第１項第１号違反〕
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○　ＭＭＧアローズ株式会社は、平成１７年５月１０日から平成１８年

２月２５日までの間、計４５名以上の顧客に対し、ＡＩＭ証券株式

会社の委託を受けて、円建社債の私募の取扱いを当該証券会社

のために行うに関し、当該社債により集められた資金の使途等

について事実と異なる記載がなされた勧誘資料を交付して説明

を行うことにより、虚偽の表示を行った。

・　勧告年月日

平成１８年４月２５日

・　行政処分の内容

イ　全店舗における全ての証券仲介業に関する業務の

停止約１か月

ロ　業務改善命令（①投資者保護の観点から顧客に対

し適切な対応をとること、②虚偽表示が行われた社

債を購入した顧客に対し、正確な商品内容等の説明

を行うこと、③当該社債により集められた資金の使

途等について事実と異なる説明（虚偽表示）を行う

に至った原因及びＡＩＭグループ内の資金の還流の

実態を明らかにするとともに、責任の所在の明確化

を図り、責任ある経営体制の確立を図ること、④当

社が証券仲介業者として取扱った当該社債を含む全

ての商品について、その運用方法等の詳細な商品内

容を当局に報告すること、⑤法令違反の根絶に向け

た「再発防止策」を策定し、役職員への周知徹底を

図ること、⑥上記について、その対応状況を書面で

報告し、その実施状況を四半期ごとに書面で報告す

ること）

－85－



�　外務員の処分に係る勧告

　証券会社等の役職員のうち、外務員登録をしている者の処分に係

る勧告については、以下の類型の法令違反行為が認められた（外務

員の処分勧告のみを行ったものについて記載しており、会社勧告を

併せて行ったものは含んでいない。）。

①　証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証

券の売買その他の取引等をする行為〔証取法第４２条第１項第９号

（平成１６年法律第９７号による改正前のもの及び同年法律第１０７号

による改正前の第５０条第１項第６号）に基づく行為規制府令第４

条第５号（証券会社の行為規制等に関する命令第４条第５号、平

成１０年総理府令・大蔵省令第３３号による改正前の証券会社の健全

性の準則等に関する省令第２条第１項第５号）違反〕

　外務員は、自己の利益追求を図るため、顧客の口座を使用して、

自己の計算に基づく株券の売買等を多数回にわたり行った。（勧告

対象１法人１名）

②　損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為〔証取法第

６５条の２第６項において準用する証取法第４２条の２第１項第３号

違反〕

　外務員は、顧客の投資信託受益証券の解約につき、当該受益証

券について生じた顧客の損失の全部を補てんするため、財産上の

利益を提供した。（勧告対象１法人１名）

�　金融先物取引業者の処分に係る勧告

①　広告において表示すべき事項を表示していない行為〔金先法第

６８条第３号及び第４号並びに第５号に基づく同法施行令第１３条第

１号及び第２号違反〕
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○　株式会社エクセルトレードは、平成１７年８月２５日から平成１８

年３月７日までの間、３２回にわたり新聞紙面に広告を行うに当

たり、以下の事項を表示しないまま広告を行った。

イ　顧客が行う金融先物取引の額が、その取引について顧客が

預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨

ロ　顧客が行う金融先物取引について、通貨等の価格又は金融

指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあ

り、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を

上回ることとなるおそれがある旨　

ハ　店頭金融先物取引につき、金融先物取引業者が表示する通

貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差があるときは、そ

の旨

ニ　顧客が金融先物取引の受託等に関し預託すべき委託証拠金

その他の保証金の料率又は額

・　勧告年月日

平成１８年５月２４日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①金融先物取引業の経営において代

表取締役等及び内部監査部門等がその機能を適切に発

揮し与えられた責務を全うすべきところ、その責務が

全うされなかったことに対する責任の明確化、②法令

違反に対する対応策、改善策及び厳格かつ実効性のあ

る再発防止策の策定並びにそれらの履行）

②　契約締結前の交付書面に係る記載不備〔金先法第７０条第１項違

反〕

○　日本フォレックス株式会社は、平成１７年７月１日から１０月１１
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日までの間、金融先物取引の受託等を内容とする契約を締結し

た全顧客に対し、金先法第７０条第１項に規定する記載すべき事

項を記載していない契約締結前に交付すべき書面を交付した。

・　勧告年月日

平成１７年１１月１８日

・　行政処分の内容

イ　新規注文の受託の停止１か月

ロ　業務改善命令（①委託者等の正確な把握及び委託

者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等

の正確な把握を行うこと、②会社財産（資産、負債

及び純資産の額）の正確な把握を行うこと、③委託

者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等

について保全を図るとともに、会社財産を不当に費

消する行為を行わないこと、④委託者等の間におけ

る公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期す

ること、⑤委託者等からの苦情・問い合わせ等に適

切に対応することを含め、内部管理態勢の充実・強

化を早急に図るとともに、委託者等への適切な対応

に配慮すること、⑥業務停止命令について、店頭及

びホームページに表示する等、委託者等への周知徹

底を適切に行うとともに、委託者等への適切な対応

に配慮すること、⑦上記法令違反行為を行った原因

及び責任の所在を明確化すること）

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした④の「不

招請勧誘」に係る処分を含む。

　　　　　　　　　　　　

○　日本エフエックス株式会社は、平成１７年７月１日から１０月１１
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日までの間、金融先物取引の受託等を内容とする契約を締結し

た全顧客に対し、金先法第７０条第１項に規定する記載すべき事

項を記載していない契約締結前に交付すべき書面を交付した。

・　勧告年月日

平成１７年１１月１８日

・　行政処分の内容

イ　新規注文の受託の停止１か月

ロ　業務改善命令（①委託者等の正確な把握及び委託

者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等

の正確な把握を行うこと、②会社財産（資産、負債

及び純資産の額）の正確な把握を行うこと、③委託

者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等

について保全を図るとともに、会社財産を不当に費

消する行為を行わないこと、④委託者等の間におけ

る公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期す

ること、⑤委託者等からの苦情・問い合わせ等に適

切に対応することを含め、内部管理態勢の充実・強

化を早急に図るとともに、委託者等への適切な対応

に配慮すること、⑥業務停止命令について、店頭及

びホームページに表示する等、委託者等への周知徹

底を適切に行うとともに、委託者等への適切な対応

に配慮すること、⑦上記法令違反行為を行った原因

及び責任の所在を明確化すること）

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした④の「不

招請勧誘」に係る処分を含む。

③　取引一任勘定取引の受託契約等の締結〔金先法第７６条第３号違
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反〕

○　株式会社サンユートレックスは、平成１７年７月２８日、顧客と

の間で、外国為替証拠金取引の受託につき、取引の数量、約定

数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得

ないで定めることができることを内容とする受託契約を締結し

た上で、平成１７年７月２８日及び翌２９日の両日において、取引を

受託、執行した。

・　勧告年月日

平成１７年１２月６日

・　行政処分の内容

イ　全ての業務の停止１か月

ロ　業務改善命令（①委託者等から預託を受けた委託

証拠金その他の保証金等について保全を図るととも

に、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと、

②委託者等の間における公平に配慮しつつ、委託者

等の保護に万全を期すること、③委託者等からの苦

情・問い合わせ等に適切に対応することを含め、内

部管理態勢の充実・強化を早急に図るとともに、委

託者等への適切な対応に配慮すること、④業務停止

命令について、店頭及びホームページに表示する等、

委託者等への周知徹底を適切に行うとともに、委託

者等への適切な対応に配慮すること、⑦上記法令違

反行為を行った原因及び責任の所在を明確化するこ

と）

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした④の「不

招請勧誘」及び⑤の「両建取引の勧誘」に係る処分を含む。
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④　不招請勧誘〔金先法第７６条第４号違反〕

○　日本フォレックス株式会社は、大阪本店において、平成１７年

７月１日以降、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一

般顧客に対し、電話をかけて受託契約等の締結の勧誘を行った。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、②の「契約締結前の交付

書面に係る記載不備」を参照。

○　日本エフエックス株式会社は、本社第二営業部及び八重洲支

店において、平成１７年７月１日以降、受託契約等の締結の勧誘

の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて受託契約等

の締結の勧誘を行った。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、②の「契約締結前の交付

書面に係る記載不備」を参照。

○　株式会社サンユートレックスは、平成１７年７月１日以降、受

託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪

問し又は電話をかけて、受託契約等の締結の勧誘を行った。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、③の「取引一任勘定取引

の受託契約等の締結」を参照。

○　フォレックスインターナショナル株式会社は、平成１７年７月

１日以降、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧

客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結の勧誘を行った。

・　勧告年月日

平成１７年１２月１３日

・　行政処分の内容

イ　新規顧客の勧誘及び新規口座開設の停止１か月
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ロ　業務改善命令（①上記法令違反行為を行った原因

及び責任の所在を明確化するとともに法令違反の根

絶に向けた「再発防止策」を策定し、役職員に周知

徹底すること、②全職員に対し法令遵守意識の徹底

を図る観点から、実効ある方策を講じること、③内

部管理態勢の充実・強化を図るとともに、責任の所

在を明確化すること、④業務停止命令について、店

頭及びホームページに表示する等、委託者等への周

知徹底を適切に行うとともに、委託者等への適切な

対応に配慮すること）

⑤　両建取引の勧誘〔金先法第７６条第９号に基づく金融先物取引法

施行規則第２５条第６号違反〕

○　株式会社サンユートレックスは、平成１７年７月１日以降、顧

客に対し、当該顧客が行う通貨等の売付け又は買付けと対当す

る取引の勧誘を行い、取引を受託、執行した。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、③の「取引一任勘定取引

の受託契約等の締結」を参照。

⑥　業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあり、

かつ、委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金につ

いて自己の固有財産と区分して管理していない状況〔金先法第８７

条第１項第４号、第９１条第１項違反〕

○　株式会社フォレックス・スターは、平成１７年９月３０日現在債

務超過となっている上、債務超過解消の目途がたっておらず、

その業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあ

り、委託者等から預託された委託証拠金その他の保証金につい
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て自己の固有財産と区分して管理しておらず、平成１７年９月３０

日現在の現預金残高は顧客への返還必要額に不足していると認

められる。

・　勧告年月日

平成１７年１０月１８日

○　日本デリックス株式会社は、平成１７年９月３０日現在債務超過

となっている上、債務超過解消の目途がたっておらず、その業

務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあり、委

託者等から預託された委託証拠金その他の保証金について自己

の固有財産と区分して管理しておらず、平成１７年９月３０日現在

の現預金残高は顧客への返還必要額に不足していると認められ

る。

・　勧告年月日

平成１７年１１月１日

・　行政処分の内容

イ　全ての業務の停止６か月

ロ　業務改善命令（①委託者等の正確な把握及び委託

者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等

の正確な把握を行うこと、②会社財産（資産、負債

及び純資産の額）の正確な把握を行うこと、③委託

者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等

について保全を図るとともに、会社財産を不当に費

消する行為を行わないこと、④委託者等の間におけ

る公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期す

こと、⑤委託者等からの苦情・問い合わせ等に適切

に対応することを含め、内部管理態勢の充実・強化
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を早急に図るとともに責任の所在の明確化を図るこ

と、⑥上記の業務停止命令について、店頭及びホー

ムページに表示する等、委託者等への周知徹底を適

切に行うとともに、委託者等への適切な対応に配慮

すること）

�　投信・投資顧問業者等の処分に係る勧告

①　善管注意義務違反〔投信法第１４条第２項違反〕

○　メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社は、

平成１６年３月２５日、投資一任契約を締結している投資一任契約

運用資産の運用において、組入れ株式の売却注文を他の投資一

任契約運用資産との相互間取引によって執行し約定を成立させ

たと認識していたが、同月２９日、誤発注により当該投資一任契

約運用資産の運用口座ではなく、全く別の投資信託財産の口座

で売却していたことに気付き、翌３０日、当該投資一任契約運用

資産の売付けと、誤発注により売却していた投資信託財産での

買付けを対当させることにより、誤発注に係る訂正処理を実行

した。

　上記の誤発注取引は、売却を行うべき口座の確認を十分に行

わないまま発注していたことから発生していたが、当社におい

ては、当該取引による投資信託財産に与えた影響の分析等も十

分に行われないまま、対当売買によって訂正処理を完結させて

おり、本来自らが負担すべきと考えられる当該取引により発生

した損失を当該投資信託の受益者に負担させているばかりでな

く、当該誤発注取引の発生及び訂正処理の内容について受益者

に対し何ら説明していなかった。

・　勧告年月日
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平成１８年５月３１日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①運用資産相互間で利益相反となる

可能性のある取引を実施していた事実を踏まえ、運用

の実態及び運用管理に係る問題点を明らかにするとと

もに、実効性のある利益相反防止体制を構築すること、

②不適切な過誤訂正処理（運用資産間の対当売買）が

看過されていた事実を踏まえ、公正かつ適正な業務運

営を確保するための改善策の策定、並びに法令等遵守

体制の充実・強化を図ること、③経営管理体制の見直

しを図るとともに、責任の所在を明確化すること、④

上記①から③に関する業務改善計画を書面で提出し、

直ちに実行すること）

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした②の「投

資信託財産及び投資一任契約運用資産相互間において取引を指図等す

る行為」に係る処分を含む。

②　投資信託財産及び投資一任契約運用資産相互間において取引を

指図等する行為〔投信法第１５条第１項第２号並びに日本証券投資

顧問業協会理事会決議「業務運営にあたり留意すべき基準につい

て」５．イ及びロ違反。投信法第４０条第１項該当〕

○　メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社は、

イ　平成１５年４月１４日から平成１７年８月３１日までの間、６回に

わたり、投資信託財産の運用において、組入株式の組入比率

の調整等を行う際に、他の投資信託財産との相互間において、

取引を行うことを受託会社に指図した。

ロ　平成１５年４月１４日から平成１８年１月１９日までの間、３８回に
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わたり、投資信託財産又は投資一任契約運用資産の運用にお

いて、組入株式の組入比率の調整等を行う際に、顧客に対す

る開示及び文書による顧客の同意を得ることなく、投資一任

契約運用資産相互間又は投資信託財産と投資一任契約運用資

産相互間において相互間取引を実行した。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、①の「善管注意義務違

反」を参照。

③　投資法人資産運用業に係る善管注意義務違反〔投信法第３４条の

２第２項違反〕

○　オリックス・アセットマネジメント株式会社は、オリックス

不動産投資法人との間で締結した資産の運用に係る委託契約に

基づき行っている資産の運用において、平成１３年１２月から平成

１８年３月までの間において、当該投資法人の運用資産に組み入

れる不動産の取得時等に本来行うべき審査等の業務を適切に

行っていなかった。

・　勧告年月日

平成１８年６月１６日

・　行政処分の内容

イ　新たな資産運用委託契約の締結禁止３か月

ロ　業務改善命令（①投資信託委託業者として、公正

かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に

係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令

等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これ

らを着実に実現するための業務運営方法の見直しを

図ること、②特に、投資法人の運用資産の取得・運

用に際しては、関係法令等の遵守状況を確認するた
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めの十分な現物調査の実施や、適切な鑑定評価額に

基づいた物件取得を行うための鑑定評価会社への資

料提供が適切に行われているか等についてチェック

する体制を構築することを含め、具体的な再発防止

策を策定すること、③投資法人の機関運営事務受託

にあたり、法令等遵守の観点から適切な業務執行体

制を構築すること、④今般の検査結果を踏まえ、経

営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること、⑤上

記に関する業務改善計画を書面で提出し、直ちに実

行すること）

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした⑥の「一

般事務受託者としての善管注意義務違反」に係る処分を含む。

④　投資信託の取得申込みに係る不適切な対応〔投信法第４０条第１

項該当〕

○　日興アセットマネジメント株式会社は、証券会社等を通じて

募集を行っていた追加型株式投資信託について、平成１６年１２月

２８日、信託約款上は取得及び解約の申込みを受け付けることが

できない日であったにもかかわらず、当社があらかじめ証券会

社等に送付していた「受付停止日一覧表」にその旨の記載が漏

れていたため、多数の投資者から取得の申込みを受け付けた。

　当社は、上記追加型株式投資信託の取得の申込みに係る事後

処理において、各投資者間の公平性を欠くことがないよう慎重

に行うべきところ、取得の申込受付日が形式的に同じとなる処

理が行われれば問題がないと判断し、特定の証券会社を通じて

取得の申込みを行った投資者に対しては、受付日を平成１６年１２

月２９日に変更することに伴い発生する買付価格の差額を、当該
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証券会社を通じて当社が支払うことにより負担する一方で、当

該証券会社以外の証券会社等を通じて取得の申込みをしていた

投資者に対しては、こうした処理が可能であることについて連

絡を行わないまま、上記買付価格の差額を投資者の負担とした

上で取得の申込みを受け付け、投資者が享受する経済的効果に

相当な格差を生じさせ、投資者間の公平性を欠くこととなる処

理を行った。

・　勧告年月日

平成１８年６月８日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①投資信託の取得申込みに際して、

投資者間の公平性を欠く処理となった事実関係を明ら

かにするとともに、当該処理に係る経営陣の関与や投

資信託販売会社との関係を含めた業務運営上の問題点

を明確にした上で、実効性ある再発防止策を策定する

こと、②上記の事態が生じたことについて、経営陣を

含めた責任の所在の明確化を図ること、③上記①及び

②に関する業務改善計画を書面で提出し、直ちに実行

すること）

⑤　役員会不開催等〔平成１７年法律第８７号による改正前の投信法第

１０８条において準用する商法第２６０条ノ２第１項、投信法第８７条、

第９７条第２項第２号、第３号、第７号及び第８号、第１２０条並びに

第１３１条違反〕

○　オリックス不動産投資法人の役員会について、平成１３年９月

から平成１８年２月までの間に開催したとする１３０回のうち８８回

については、役員会構成員である執行役員及び監督役員３名の
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招集事実がなく、役員会構成員が、一般事務受託者であるオリッ

クス・アセットマネジメント株式会社から、事前に議事録案の

送付又は説明を受け、後日、あたかも役員会構成員が参集した

上で決議したかのように記載された議事録に捺印するという、

いわゆる持ち廻りにより行われていた。

　こうしたことから、当投資法人は、法令上役員会の承認が必

要とされる事項についても、適正に開催された役員会の承認を

受けることなく、持ち廻り方式により得られた承認をもって、

役員会に付議すべき行為を行っていた。

・　勧告年月日

平成１８年６月１６日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①法令遵守態勢の充実・強化を図る

こと、②実効性のある再発防止策を策定し実施すると

ともに、責任の所在の明確化を図ること、③上記につ

いて、その対応状況を書面で報告すること）

⑥　一般事務受託者としての善管注意義務違反〔平成１７年法律第８７

号による改正前の投信法第１１２条第２項違反〕

○　オリックス・アセットマネジメント株式会社は、一般事務受

託者としてオリックス不動産投資法人に対して行っていた機関

運営業務において、平成１３年９月から平成１８年２月までの間に

開催したとする当該投資法人の役員会１３０回のうち８８回につい

ては、役員会構成員である執行役員及び監督役員３名の招集事

実がなく、開催の都度、当社役職員が当該投資法人の各役員に

対して事前に議事録案の送付又は説明をし、後日、あたかも役

員会構成員が参集した上で決議したかのように記載した議事録
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に捺印を求めるという、いわゆる持ち廻りを行っていた。当社

が、こうした機関運営事務を行っていたことから、当該投資法

人の執行役員及び監督役員は、法令上役員会の承認が必要とさ

れる事項についても、このような持ち廻り方式により承認を

行っていた。

　上記のとおり、当社は、当該投資法人から一般事務受託者と

して機関運営事務の委託を受けていたにもかかわらず、善良な

る管理者として当該業務を行わず、当該投資法人の執行役員及

び監督役員が係る事務運営に漫然と従ったため、投資法人の役

員会という重要な意思決定機関が適切に運営されない状態が継

続した。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、③の「投資法人資産運

用業に係る善管注意義務違反」を参照。

⑦　役員会議事録の不実記載等〔投信法第２１４条第１項該当（投信法

第１０８条において準用する商法第２６０条ノ４第２項、証取法第２７条

において準用する同法第５条第５項に基づく特定有価証券の内容

等の開示に関する内閣府令第１２条第１項第４号、東京証券取引所

規則「不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例」第

７条違反）〕

○　日本リテールファンド投資法人は、

イ　計算書類の承認や投資口の追加発行等の意思決定に際し役

員会を開催した後、当該役員会の議事録を作成することとし

ているが、平成１４年２月から平成１７年８月までの間に開催し

た３５回（うち１６回は適時開示が必要な議案を付議したもの）

の役員会のうち合計９回（うち９回は適時開示が必要な議案

を付議したもの）の役員会において、実際に役員会が開催さ

－100－



れた日の翌日以降に開催が行われたものとして議事録を作

成、保存していた。

　これは、下記のとおり、当投資法人が上場している東京証

券取引所規則の要請による適時開示を行っているかのように

外形事実を糊塗するために行っていたものである。

ロ　上記のような状況により役員会の議事録を作成していたこ

とから、平成１７年２月１４日に役員会で決議した「公募による

新投資口発行の件」等について、翌１５日に開催、決議したと

する不実記載がある役員会議事録の写しを添付した上で、同

日に有価証券届出書を提出していた。

ハ　役員会で計算書類の承認や投資口の追加発行を決議した場

合、当投資法人が上場している東京証券取引所の適時開示規

則により直ちに当該事実を公表することが義務付けられてい

るにもかかわらず、実際には前日以前に開催していた役員会

を公表する日に開催したものとして議事録を作成し、当日に

決議したというプレスリリースを行い、あたかも適時開示を

行っているかのように装っていた。

・　勧告年月日

平成１８年４月１８日

・　行政処分の内容

　業務改善命令（①法令遵守態勢の充実・強化を図る

こと、②再発防止策を策定し実施するとともに、責任

の所在の明確化を図ること、③上記について、その対

応状況を書面で報告すること）

⑧　著しく事実に相違する表示等のある広告をする行為〔投資顧問

業法第１３条第２項違反〕
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○　イー・キャピタル株式会社は、平成１６年４月頃から平成１７年

１１月１１日までの間、当社ホームページの閲覧などにより資料請

求や無料銘柄診断を求める少なくとも２，１４６名以上の者（以下

「見込客」という。）に対して、投資顧問業法第１４条に基づく契

約締結前の書面を郵送により交付するに際し、「当社だから出来

る玉移動、私募ＣＢ、第三者割当銘柄等の業界裏情報」、「極秘

情報銘柄」と当社が実際には入手していない情報が存在するか

のような著しく事実に相違する表示で、かつ、助言内容につい

て著しく誤認させるような表示のある案内書を同封し、見込客

に投資顧問契約の締結を勧誘した。

・　勧告年月日

平成１８年４月７日

・　行政処分の内容

イ　投資顧問業に係る全業務の停止１か月

ロ　業務改善命令（①実効ある再発防止策を策定・実

施すること、②全役職員に対して法令遵守意識の徹

底を図ること、③上記法令違反行為についての責任

の所在を明確化すること）

⑨　コモドアインベストメント株式会社は、平成１６年１月頃から平

成１７年１２月２日までの間、当社ホームページの閲覧などにより資

料請求や無料銘柄診断を求める多数の者（以下「見込客」という。）

に対する勧誘において、当社の助言実績を知りたいとの申し出を

受けた場合には、投資顧問業法第１４条に定める契約締結前の書面

を郵送により交付するに際し、当社が助言を行ったことがない多

数の値上がり率の高い銘柄について、助言を行ったことがあるか

のように株価上昇状況を記載した助言実績に著しく相違する表示
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のある「推奨銘柄一覧表」を同封し、見込客に投資顧問契約の締

結を勧誘した。

・　勧告年月日

平成１８年４月７日

・　行政処分の内容

イ　投資顧問業に係る全業務の停止１か月

ロ　業務改善命令（①実効ある再発防止策を策定・実

施すること、②全役職員に対して法令遵守意識の徹

底を図ること、③上記法令違反行為についての責任

の所在を明確化すること）

⑩　投資顧問契約の締結に関し偽計を用いた行為〔投資顧問業法第

２２条第１項第１号違反〕

○　東洋総研株式会社は、平成１５年２月６日に顧客と締結した投

資顧問契約の勧誘に際し、当社の顧客獲得による投資顧問料収

入の増加とそれに伴う自己の歩合給の増加を目的として、同年

２月５日、「当社の成績は的中率９９％です。」と全く根拠のない、

著しく同顧客を誤認させるような事実を偽った表現を用いた。

・　勧告年月日

平成１８年３月２２日

・　行政処分の内容

イ　投資顧問業に係る全業務の停止１か月

ロ　業務改善命令（①責任の所在を明確化すること、

②再発防止策を策定・実施すること、③内部管理体

制を充実・強化すること、④役職員の法令・諸規則

の遵法精神を向上させること）

（注）上記処分の内容は、この法令違反とともに勧告の対象とした⑪の「顧
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客に対して特別の利益を提供することを約した行為」に係る処分を含

む。

⑪　顧客に対して特別の利益を提供することを約した行為〔投資顧

問業法第２２条第１項第３号違反〕

○　東洋総研株式会社は、平成１５年７月３１日、顧客に対し、当社

の報酬収入の増加とそれに伴う自己の歩合給の増加を目的とし

て行った契約期間途中でのより上位の会員区分への移行契約の

締結の勧誘に際し、会員区分の移行により契約期間が短縮され

るものであったことから、顧客に移行後の契約期間終了の翌日

から移行前の契約期間末日までは無報酬で助言を行うことを約

束した。

（注）勧告年月日及び行政処分の内容については、⑩の「投資顧問契約の締

結に関し偽計を用いた行為」を参照。

第６　平成１８事務年度証券検査基本方針及び証券検査
基本計画

　平成１８事務年度（平成１８年７月１日から平成１９年６月３０日まで）につ

いては、平成１８年７月１１日、証券検査基本方針及び証券検査基本計画を

以下のとおり定めた。
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平成１８事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画

第１　証券検査基本方針

１．基本的考え方

　証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」という。）の基本

的使命は、取引の公正の確保を図り、市場に対する投資者の信

頼を保持することであり、市場の仲介者としての役割を担う証

券会社等に対して証券検査（以下「検査」という。）を厳正かつ

適切に実施することが、検査に求められる最も重要な役割であ

る。

　最近の我が国の証券市場においては、情報通信技術の発展や

景気回復に伴い、証券取引が活性化している一方で、取引所や

証券会社によるシステム障害や売買発注業務に関する問題、金

融商品や取引手法の多様化等による市場への影響など、様々な

課題が明らかになってきている。こうした中、取引所や証券会

社等の市場仲介者に対する投資者の信頼の向上が求められてい

る。

　証券監視委による検査の対象は、昨年７月、証券会社の財務

の健全性等に関する検査や投資信託委託業者、投資顧問業者等

にまで拡大したところであり、今後金融商品取引法が施行され

ることになれば、その対象は更に拡大することとなる。

　以上を踏まえ、平成１８事務年度（平成１８年７月～１９年６月）

の検査においては、証券監視委の基本的な使命に則り、公正か
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つ透明性の高い健全な証券市場を確立し、市場に対する投資者

の信頼を高めることを目指すこととし、特に個人投資家の保護

に全力を尽くすことを最大の目標とする。検査の実施に際して

は、証券監視委は果たすべき責務が増してきていることを認識

し、常に市場動向に幅広い関心を持って機動的な対応を行うと

ともに、検査対象先の問題の本質を見極める観点から効果的・

効率的な検査を行う。さらに、その結果に基づき、金融庁等に

対し、行政処分について勧告等を行うとともに、新たな市場ルー

ルの整備についても関心をもって、建議に向けた適正な対応を

図っていくこととする。

２．平成１７事務年度検査結果

　平成１７事務年度（平成１７年７月～１８年６月）の検査結果をみ

ると、重点項目としていた、「顧客の有価証券の売買等に関する

管理が不公正取引の防止上不十分な状況」や「実勢を反映しな

い作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受

託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状

況」などについて、重大な法令違反が一部の証券会社において

認められた。また、１７事務年度から新たな検査対象先・項目と

なったもののうち、外国為替証拠金取引を営む金融先物取引業

者に対しては、監督部局と必要な連携をし、計画件数を大幅に

上回る検査を実施しており、一部の業者において重点項目とし

ていた「不招請勧誘」などについて重大な法令違反が認められ

た。このほか、一部の投資法人において、役員会議事録の不実

記載などの内部統制上の問題が認められたことに加え、一部の
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投資信託委託業者においては、「善管注意義務違反」や「投資信

託財産及び投資一任契約運用資産相互間において取引を指図等

する行為」などの重大な法令違反が認められた。

３．平成１８事務年度の検査実施方針

�　効率的な検査のための事務運営上の重点事項

①　リスクに基づいた検査計画の策定

　機動的かつ効率的な検査を実施する観点から、リスクに基

づいた検査計画を策定する。具体的には、引き続き常に市場

動向等に関心をもって情報収集・分析を行うと同時に、各種

情報・資料を総合的に勘案することにより、検査対象先を弾

力的に選定し、検査の優先度を判断する。

　また、必要がある場合には各種情報等に基づく機動的な特

別検査を実施するほか、市場をめぐる問題や関心事項につい

て業態を超えた横断的なテーマを選定し、共通の課題がある

検査対象先に対して特別検査を行う。

②　関係部局等との連携強化

　検査の効率性・実効性を高める観点から、以下のように関

係部局等との連携を図る。

・　財務局監視官部門との間では、検査手法や問題意識を共

有し、同一グループ内の検査対象先に対する検査を円滑に

実施する観点等から、合同検査の積極化を含めた相互の連

携を図る。

・　同様の観点から、金融庁検査局との間では、金融コング
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ロマリットを構成するグループ内の検査対象先について、

同時検査の実施など必要な連携を図る。

・　自主規制機関との間では、業界や自主規制機能の発揮の

状況について実態把握に努める観点から、定期的もしくは

随時に情報交換を行うなど、必要な連携を図る。

・　監督部局との間では、証券監視委事務局と監督部局が適

切な役割分担に応じ、監督を通じて把握された検査に有効

な情報や、検査を通じて把握された監督に有効な情報を交

換することによって、相互の問題意識や情報を共有するな

ど、適切な連携を図る。

・　外国証券規制当局との間では、クロスボーダー取引や、

これらを多く受託する外資系の検査対象先や海外にも拠点

を置く本邦の検査対象先に関して必要な情報交換を行うな

ど、連携を強化する。

③　検査基本指針及び検査マニュアルの見直しの検討

　金融商品取引法の施行を見据え、効率的かつ効果的な検査

の実施や検査対象先の負担軽減等の観点から、検査の基本事

項や検査実施の手続き等を定めた「証券検査に関する基本指

針」や、検査の着眼点等を定めた「証券検査マニュアル」等

について見直しの検討を行う。

�　深度ある効果的な検査のための検査実施上の重点事項

①　問題の本質を把握するための着眼点

　検査の実施に際しては、単に表面上の事象を形式的に扱う

－108－



のではなく、その背景にある行為者の目的・意図や組織風土

に着目して深く掘り下げるとともに、複数の情報・資料の関

連性を考慮して総合的に分析することにより、深度ある検査

を実施する。

②　内部統制面の検証

　検査において認められた業務運営上の問題については、そ

の事実関係や経緯等を分析することにより、法令に抵触する

か否かにとどまらず、検査対象先の内部統制面からも検証す

る。その際、形式的な内部統制のみならず、その有効性につ

いても深度ある検証を行う。さらに、経営の基本方針等との

相互関連性を検証することによって、経営者に対する内部統

制が有効に機能しているか等を含めた経営管理上の問題の把

握にも努める。

　なお、問題の把握に当たっては、検査対象先の組織として

の責任について重点的に検証を行う。同時に、検査対象先に

おける職務権限と責任の明確化を徹底し、再発防止等のため

に可能な限り行為者を特定するとともに、取締役等の管理者

についてもその問題に関して責任がないか、十分に検証する。

③　グループ一体型検査の着眼点

　証券会社、投資信託委託業者等のグループ一体型検査にお

けるグループ内取引の検証に際しては、顧客情報の取扱いや

利益相反取引の防止など、内部管理態勢の状況について検証

する。
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④　投資者保護の観点からの投資勧誘状況の検証

　投資者保護及び誠実かつ公正な営業姿勢を確保する観点か

ら、適切な投資勧誘が行われているかについて的確に検証す

る。

　いわゆる適合性の原則は、投資者保護のための販売・勧誘

に関するルールの柱となるべき原則であり、金融商品取引法

においても引き続き同様の規範として位置付けられている。

投資勧誘状況の検証に当たっては、複雑でリスクの正確な把

握が困難な金融商品が増加していることを踏まえ、説明責任

が十分に果たされているかなど、特に適合性原則の観点から

検証する。

⑤　公正な価格形成を阻害するおそれのある行為の検証

　公正な価格形成は、公正かつ透明性の高い健全な証券市場

の構築のための根幹となるものであるが、これを阻害するお

それのある行為だけでなく、その売買管理態勢等に対する踏

み込んだ検証を行う。

　また、インターネット取引を取り扱う証券会社に対しては、

顧客の注文がそのまま市場に取り次がれるといった特質を考

慮した売買管理態勢等についても検証する。

⑥　証券会社の市場仲介機能に係る検証

　証券会社については、システム障害や誤発注の問題等を踏

まえ、システムリスクなど証券会社の抱えるリスクが適切に
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管理されているか検証するとともに、不公正な取引を未然防

止する観点から、投資者と証券市場を仲介する者として実効

性ある内部管理態勢を構築しているか検証する。

　また、公正な市場の確保の観点から、有価証券の引受業務

を行う際に、引受審査、情報管理、売買管理が適切に行われ

ているか等について検証する。特に、流通市場への影響の大

きいＭＳＣＢ等の有価証券については、引受審査等の状況を

総合的に検証する。

⑦　資産運用・助言業者に対する着眼点

　投資者保護等を図る観点から、資産運用や投資助言業務を

適切に遂行する役割を担う投資信託委託業者、投資法人や投

資顧問業者に対し、顧客等のための忠実義務や善管注意義務

等の法令遵守状況について重点的に検証する。特に、不動産

投資法人の資産を運用する投資信託委託業者については、不

動産物件にかかる運用・管理について内部統制が有効に機能

しているかについて検証する。また、投資法人については、

その内部統制が適正に行われているかについて、十分な検証

を行う。

⑧　金融先物取引業者に対する着眼点

　外国為替証拠金取引を行う金融先物取引業者に対し、勧誘

の要請をしていない一般顧客に対して訪問又は電話による勧

誘を禁止した、いわゆる不招請勧誘の禁止等の行為規制につ

いて、引き続き投資者保護の観点から重点的に検証する。
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⑨　自主規制機関の適切な機能発揮等のための検証

　自主規制機関については、自主規制業務が実効性の高いも

のとなっているか、その機能が適切に発揮されているかにつ

いて検証する。具体的には、市場間競争の進展等の環境変化

の中で、会員等に対する規則の制定、考査等及び処分等を行

う業務、上場審査・管理を行う業務等について的確に検証す

る。

　さらに、昨年末以降の取引所におけるシステム障害の発生

により、市場インフラとしての取引所の重要性が再認識され

たことを踏まえ、取引所が開設する有価証券市場の運営が円

滑かつ適切に行われるような態勢を構築しているか的確に検

証する。

⑩　過去の検査における問題点の改善状況

　過去に指摘されている法令違反行為事項等が依然として改

善されていない事例が認められていることにかんがみ、引き

続き、前回検査で指摘した問題点の指摘事項の改善状況等に

ついて重点的に検証し、繰り返し同一の問題点が認められる

場合には、厳しく対処する。

第２　証券検査基本計画

証券会社等 ������� １１４社（うち財務局等が行うもの９４社）

投信・投資顧問業者等 �� ４８社（うち財務局等が行うもの２６社）

金融先物取引業者 ����� ９社（うち財務局等が行うもの９社）
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自主規制機関　　　　　　必要に応じて実施

（注）上記検査のほか、特別検査等を実施することがある。
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第６章　建　　議

第１　概　説

　公正性・透明性の高い健全な証券市場を確立するとともに、市場に対

する投資者の信頼を保持するためには、市場のルールが証券市場を取り

巻く環境の変化に対応したものでなければならない。このため、証券市

場の実態を踏まえた市場のルール整備が行われるよう、証券監視委は、

証券検査、開示検査、課徴金調査又は犯則事件の調査の結果に基づき、

必要があると認めるときは、証券取引等の公正を確保するため、又は投

資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる施策につい

て、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務大臣に建議することができる

（金融庁設置法第２１条）。

　建議は、証券監視委が、検査、調査の結果把握した事項等を総合分析

して、法規制や自主規制ルールのあり方等について証券監視委としての

見解を明らかにし、これを行政や自主規制機関が行う諸施策に反映させ

ようとするものである。証券監視委の行う建議は、監督部局の政策対応

の上で、重要な判断材料として扱われる。

　証券監視委は、建議の具体的な内容として、取引実態等からみて現行

の法規制、自主規制ルールでは不十分であるような場合に、その事実を

指摘した上で、取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の

公益を確保するための観点から、法規制、自主規制ルールのあり方等に

ついて検討すべき課題及びその見直しの提起を行っている。
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第２　建議の実施状況及び建議に基づいて執られた措置

１　建議の実施状況

　平成４年の設立以来、証券監視委では前事務年度までに７件の建

議を行ってきたところであるが、本公表の対象期間においては、最

近のインターネット取引やクロスボーダー取引の増加、制度改革、

相次ぐ会計不正事件といった、証券市場を取り巻く環境の変化に対

応し、金融庁長官に対し、過去最高の年間５件の建議を行った。

　その具体的な内容は２で述べるが、まず、インターネット取引が

増加する中、個人投資家によるインターネット取引を利用したいわ

ゆる「見せ玉」による相場操縦事件が見られたこと等から、平成１７

年１１月２９日、いわゆる「見せ玉」について課徴金の対象とすること

等を求める２件の建議を行った。

　また、金融審議会金融分科会第一部会における投資サービス法（仮

称）の議論の中で証券業等の業務範囲の見直しの検討が行われてい

たことから、同日、それに伴い、取引一任勘定取引契約の禁止の見

直しが行われる場合にも顧客の利益を損なわないよう、必要かつ適

切な措置を求める建議を行った。

　更に、新株発行の事前需要調査の際に発行情報を入手した海外投

資家が、当該情報の公表前に、対象企業の株式を売り付けている事

例が見られたことから、平成１８年４月１４日、証券会社が公表前の発

行情報等の外部への伝達が国内外の機関投資家による内部者取引を

誘発することを防止する措置を求める建議を行った。

　最後に、投資家に自己責任を問うためには、適正なディスクロー

ジャーが確保されていることが前提であるが、前述のとおり、カネ

ボウ、ライブドアの虚偽有価証券報告書提出事件において、監査法

人の公認会計士の犯則事件への深い関与が認められたこと等から、
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同月２１日、刑事責任を含めた監査法人の責任のあり方について建議

を行った。

２　建議の内容

　建議において指摘した内容は、以下のとおりである。

�　顧客による「見せ玉」等売買の申込み行為による相場操縦を課

徴金の対象とすることについて（平成１７年１１月２９日実施）

　相場操縦の一手法として、市場の株価を誘導するために、約定

させる意思がないにもかかわらず、市場に注文を出して売買を申

込み、約定する前に取り消す、いわゆる「見せ玉」等が認められ

た。

　相場操縦の禁止について規定する証取法第１５９条第２項第１号

は、顧客による「見せ玉」等売買の申込み行為を規制の対象とし

ているが、相場操縦に対する課徴金について規定する同法第１７４条

は、売買等が成立している取引のみを規制の対象としており、「見

せ玉」等売買の申込み行為は売買等が成立していないことから、

課徴金制度が適用されない。したがって、相場操縦等の不公正取

引規制の実効性を確保するための課徴金制度においても「見せ玉」

等売買の申込み行為を適用対象とする必要がある。

�　証券会社の自己の計算における「見せ玉」等売買の申込み行為

を刑事罰及び課徴金の対象とすることについて（平成１７年１１月２９

日実施）

　証券会社の顧客が「見せ玉」等売買の申込み行為を行った場合、

証取法第１５９条第２項第１号にいう売買等の委託に該当し、処罰の

対象となるにもかかわらず、証券取引所の取引参加者である証券

－116－



会社が自己の計算で「見せ玉」等売買の申込み行為を行った場合

には、売買等にも売買等の委託にも該当しないことから、同号に

よる禁止の対象とされていない。

　「見せ玉」等売買の申込み行為による相場操縦につき、証券会社

とその顧客において、当罰性には何ら差異がないことから、証券

会社の自己の計算における「見せ玉」等売買の申込み行為をも、

同号における禁止規定の対象とするとともに、同法第１９７条第１項

第７号において規定する刑事罰の対象とする必要がある。

　当該行為については、併せて同法第１７４条に規定する課徴金の対

象にもする必要がある。

�　業務範囲の見直しに係る顧客保護について（平成１７年１１月２９日

実施）

　金融審議会金融分科会第一部会「中間整理」によると、業務範

囲に関して、「投資サービス法においては、本来業務として、投資

商品として位置付けられる幅広い金融商品に係る販売・勧誘やこ

れに関する資産運用・助言、資産管理を、一体として規制すべき

である。この際、現行法の下においては、例えば、現在、証券業

と証券投資一任業を兼業するためには、証券業の登録、投資顧問

業との兼業の届出、投資助言業の登録、一任の認可、証券業との

兼業の認可といった手続が必要となるほか、兼業に伴う弊害防止

措置についても証取法と投資顧問業法にそれぞれ規定が置かれて

いるなど、縦割りの法律が健全な兼業を妨げているといった指摘

があることに留意が必要である。」と指摘されている。

　証券監視委による証券会社に対する検査の結果を踏まえると、

現在も、取引一任勘定取引により顧客が不当な手数料の支払いを

強いられるような状況が散見されるところである。このため、投
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資サービス法における業務範囲の見直しに当たって、幅広い金融

商品に係る販売・勧誘やこれに関する資産運用・助言、資産管理

を一体として規制することとなり、それに伴い取引一任勘定取引

契約の禁止の扱いも見直される場合には、投資者保護に支障を来

たさないよう証券会社が顧客の利益を損なうことを防止するた

め、現行の投資顧問業法における投資一任契約に係る規制も踏ま

え、必要かつ適切な措置を講ずる必要がある。

�　プレ・ヒアリング（事前需要調査）に係る情報管理体制の整備

について（平成１８年４月１４日実施）

　上場会社が株式や新株予約権付社債（以下「株式等」という。）

を発行しようとする際、主幹事証券会社又はその関連会社が、発

行体による当該株式等の発行に係る情報（以下「発行情報」とい

う。）の公表前に、国内外の機関投資家に対して当該株式等に係る

需要動向の調査　（以下「プレ・ヒアリング」という。）　を行うこ

とがある。このようなプレ・ヒアリングの過程で発行情報を入手

した海外の投資家が、発行情報の公表前に、当該株式等の発行体

に係る上場普通株式を売り付けている事例が認められた。

　証券監視委では、このような事例が認められた場合、内部者取

引を行ったものと認められる海外投資家に関して、海外当局に対

する調査依頼を行っており、これを受けて、海外当局において当

該投資家に対する処分が行われるに至っている。

　他方で、証券会社の検査の結果、

①　プレ・ヒアリングの過程で発行情報を外部に伝達することに

関して手続規程を整備していない

②　発行情報を外部に伝達する際に、その対象者に対し、伝達さ

れる発行情報が公表前の重要事実に該当することを伝達するな
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どの適切な注意喚起を行っていないことが疑われる

③　プレ・ヒアリングをいつ、誰に対して、どのような方法で実

施し、その過程でどのような発行情報を外部の者に伝達したか

について記録を残していない

会社が存することが認められた。

　このような情報管理体制を放置することは内部者取引を誘発し

かねない。

　ついては、証券会社がプレ・ヒアリング等において公表前の発

行情報等を外部に伝達する行為により内部者取引が誘発されるこ

とを防止し、もって証券取引の公正を確保するため適切な措置を

講じる必要がある。

�　監査法人の責任のあり方について（平成１８年４月２１日実施）

　上場会社が重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書

を提出していた犯則事件に関し、当該上場会社の会計監査を担当

した監査法人の公認会計士が、当該犯則行為に深く関与していた

事例が複数認められた。

　証券監視委は、これらの事例について、当該上場会社及び同社

の役員に加え当該公認会計士についても共同正犯（刑法第６０条）

として証取法第２２６条の規定に基づき告発した。

　一方で、現行の証取法には、虚偽有価証券報告書を提出した上

場会社の役員らと共謀した公認会計士が所属する監査法人の刑事

責任を追及できる規定はないなど、上記公認会計士が所属してい

た監査法人に対しては、刑事責任を追及することは困難である。

　しかし、当該上場会社との監査契約の当事者は監査法人であり、

また、監査法人は、所属する公認会計士による業務の公正かつ的

確な遂行のため、業務管理体制を整備しなければならない立場に
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ある。

　公認会計士法上、監査法人の社員が虚偽又は不当な証明をした

場合に、監査法人に対して行政処分を行うことが可能であり、ま

た監査法人の社員は民事上の責任も負うこととされているが、監

査法人による厳正な監査を確保していく観点から、民事・行政責

任のほか刑事責任を含めた監査法人の責任のあり方について総合

的に検討を行い、必要かつ適切な措置を講ずる必要がある。

３　建議に基づいて執られた措置

�　顧客による「見せ玉」等売買の申込み行為による相場操縦を課

徴金の対象とすることについての建議に基づいて執られた措置

　取引誘引目的で行われる証券会社への売買等の委託（媒介、取

次ぎ又は代理の申込み）の内、売買等が成立していないもの（い

わゆる「見せ玉」等）についても、新たに課徴金の対象とするこ

とを内容とする改正が盛り込まれた「証券取引法等の一部を改正

する法律」が平成１８年６月７日成立した（同法の当該部分は平成

１８年７月４日から施行された。）。

�　証券会社の自己の計算における「見せ玉」等売買の申込み行為

を刑事罰及び課徴金の対象とすることについての建議に基づいて

執られた措置

　取引誘引目的で行われる証券会社の自己の計算による「見せ玉」

等売買の申込みについて、新たに相場操縦行為として禁止すると

ともに、刑事罰及び課徴金の対象とすることを内容とする改正が

盛り込まれた「証券取引法等の一部を改正する法律」が平成１８年

６月７日成立した（同法の当該部分は平成１８年７月４日から施行

された。）。

－120－



�　業務範囲の見直しに係る顧客保護についての建議に基づいて執

られた措置

　投資一任契約に係る業務に関する各種行為規制、証券業と投資

一任契約に係る業務を同時に行うことに関する弊害防止措置な

ど、所要の規制を課すことを内容とする改正が盛り込まれた「証

券取引法等の一部を改正する法律」が平成１８年６月７日成立した

（同法の当該部分は公布の日（平成１８年６月１４日）から１年６月

を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。）。

�　プレ・ヒアリング（事前需要調査）に係る情報管理体制の整備

についての建議に基づいて執られた措置

　金融庁において、必要な内閣府令の改正について検討を行って

いる。

�　監査法人の責任のあり方についての建議に基づいて執られた措

置

　金融庁においては、平成１８年４月２６日に金融審議会の公認会計

士制度部会を再開し、同審議会において、本建議による問題提起

をも踏まえ、監査法人制度のあり方等について、総合的な検討を

行っている。
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第７章　市場分析審査

第１　概　説

　証券監視委は、犯則事件の調査、課徴金調査、開示検査、証券検査の

ほか、市場分析審査として、日常的に幅広く市場動向を注視し、証券市

場や取引に関する様々な資料・情報の収集、分析を行い、不公正な取引

の疑いのある事例に係る審査を行っている。これは、証券市場における

取引状況について幅広く監視を行うことを通じて、市場における取引の

公正性の確保を図ろうとするものである。

第２　一般からの情報の受付

１　情報の受付の概要

　証券監視委では、資料・情報収集の一環として、一般から広く情

報の提供を受け付けている。

　証券監視委に提供される情報は、年々増加傾向にあり、平成１７事

務年度においては、年間７，０００件を超える情報が寄せられている。

　一般からの情報提供は、市場における投資者等の生の声であり、

証券監視委の犯則事件の調査、課徴金調査、開示検査、証券検査及

び取引審査を行うに際しての端緒となる場合があり、有用性が高い。

　このため、証券監視委では、できるだけ多くの方から情報が寄せ

られるように電話、文書、来訪、インターネットなど、様々な方法

で情報の受付を行っている。

　また、政府広報や講演会において情報提供を呼びかけるなど、情

報提供件数が増加するよう、積極的に取り組んでいる。

　なお、証券会社と投資者との間のトラブルに関して寄せられた情
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報については、証券監視委の検査等において有効に活用することは

もちろんであるが、情報提供者が個別的な紛争解決を求めている場

合には、日本証券業協会において苦情処理体制が敷かれていること

から、同協会の「証券あっせん・相談センター」を紹介するなどの

対応を行っている。

　その他、証券監視委の所管ではない商品先物取引などに関する苦

情等については、適宜、関係する相談窓口を紹介している。

２　情報の受付状況

　証券監視委が平成１７事務年度において投資者など一般から受け付

けた情報は７，５２６件である。前事務年度と比較すると約６割の増加で

あり、平成４年の発足以来最高の受付件数となっている。これは、

企業買収や企業防衛など市場において社会的に大きな関心を集めた

事象があった影響もあるが、証券監視委の活動内容がより一層認知

されてきたものと推測される。

　情報提供手段の内訳をみると、インターネット５，８１５件、電話１，０２２

件、文書３７７件、来訪７３件、財務局等から回付を受けたものが２３９件

となっている。このうち、インターネットと電話による受付件数は、

全受付件数の９割超を占めており、特に、インターネットによる情

報提供件数は、初めて５，０００件を超え、引き続き、多くの情報が寄せ

られている。

　情報の内訳をみると、個別銘柄に関するものが５，３９０件、証券会社

の営業姿勢等に関するものが１，２９６件、その他の意見等が８４０件と

なっている。

　このうち、個別銘柄に関するものについては、相場操縦の疑いに

関するものが最も多く全受付件数の約３割（２，７０５件）を占めており、

投資者の間では市場における価格形成に対しての疑念が多いことを
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示していると考えられる。次に、風説の流布の疑いに関するものが

多く、全受付件数の約２割（１，６１４件）を占めている。内容はイン

ターネットの掲示板への書き込みについての情報が中心であり、イ

ンターネット上で根拠のない噂や投資判断などが流される一方、こ

れを見た投資者からの情報提供が増加していることによるものと考

えられる。このほか、有価証券報告書等の虚偽記載の疑いに関する

情報も大幅に増加している。

　また、証券会社の営業姿勢等に関するものについては、今事務年

度において新たに検査権限が拡大された投信・投資顧問業者や外国

為替証拠金取引業者等に関する情報を含めて、無断売買や取引一任

勘定取引、断定的判断を提供した勧誘に関するものなど多様な情報

が寄せられており、証券会社等と投資者との間において依然として

十分な意思疎通が図られていない面があると推測される。（詳細は別

図参照）

《情報の連絡先》

郵　　送：○〒 １００－８９６７　東京都千代田区霞が関３－１－１

　　　　　証券取引等監視委員会事務局

　　　　　市場分析審査課　情報処理係

代表電話：０３－３５０６－６０００（内線３０９１、３０９３）

直通電話：０３－３５８１－９９０９

Ｆ Ａ Ｘ：０３－５２５１－２１３６

インターネット：https://www.fsa.go.jp/sesc/watch
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１７／７　

～１８／６

１６／７　

～１７／６

１５／７　

～１６／６

１４／７　

～１５／６

１３／７　

～１４／６

５，８１５３，２５１２，０６１１，８０４１，２８２インターネット

１，０２２７８７６１６７４９４０８電 話

３７７４０８２８７２９０２９１文 書

７３８０７５５０５８来 訪

２３９１４３１７８１６３１４２財務局等から回付

７，５２６４，６６９３，２１７３，０５６２，１８１合 計

 情報の受付状況  （別　図）

（件）



１７／７　

～１８／６

１６／７　

～１７／６

１５／７　

～１６／６

１４／７　

～１５／６

１３／７　

～１４／６

５，３９０３，３３９２，０１５１，８４８１，２０８個別銘柄に関する情報

２，７０５１，４３５６８０７５９６０１相場操縦の疑い

１，６１４１，０２９７８７５７６２９４風説の流布の疑い

５２７５１０２８２２７１１９５内部者取引の疑い

２９０１４２６７７３４８
有価証券報告書等

の虚偽記載の疑い

１０９１８１３９
損失保証・損失補

てんの疑い

６９２４３４２９４２無届け募集

１７５１９０１４７１２７１９その他

１，２９６６２０６５５５７３４９８
証券会社の営業姿勢に

関する情報

９７６３６６８８６５無断売買

２８１９２７３０４９
断定的判断を提供

した勧誘

１８２８３１２９１３
顧客の知識に照ら

して不当な勧誘

２７４０２２１５２７
取引一任勘定取引

契約の締結

２２３６１大量推奨販売

１，１２４４６８５０６４０５３４３その他

８４０７１０５４７６３５４７５その他意見等

７，５２６４，６６９３，２１７３，０５６２，１８１合　　　　　　計

情報の内訳 （件）
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第３　取引審査

１　取引審査の概要

　取引審査においては、まず、日常の市場動向の監視や各種情報に

基づいて以下のような銘柄を抽出し、証券会社等から有価証券の売

買取引等に関する詳細な報告を求め又は資料を徴取している。

�　株価が急騰・急落するなど不自然な動きがみられた銘柄

�　投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要な事実が発生した

銘柄

�　新聞、雑誌及びインターネットの掲示板等で話題になっている

銘柄

�　一般から寄せられた情報において取り上げられている銘柄

　次に、これらの報告・資料に基づいて、株価操作、内部者取引等、

市場の公正性を害する疑いのある取引について詳細な分析を行い、

事実関係について審査を行っている。併せて、こうした取引に関与

していた証券会社等に行為規制違反等の問題のある行為がなかった

かについても審査を行っている。

　審査の結果、問題が把握された事例については、担当部門に情報

提供した上で、一層の究明がなされることになる。

２　法令上の根拠

　取引審査においては、証券取引等の公正を確保し、投資者の保護

を図るため必要かつ適当であると認める場合は、証券会社等から有

価証券の売買取引等に関する報告を求め、資料の徴取を行っている。

これらの報告・資料徴取の権限は、証取法、外証法、金先法等にお
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いて規定されている。（附属資料１６３頁以下参照）

３　自主規制機関との緊密な連携

　こうした日常的な市場監視活動は、自主規制機関である証券取引

所や日本証券業協会等でも行われており、その取引参加者等が適正

に業務を遂行しているかをチェックする重要な機能を有している。

このため、証券監視委では、これら自主規制機関の市場監視部門と

の間で、定期的又は随時に必要な連絡を取るとともに、事実関係に

関する照会を行うなど、緊密な連携を行っている。

４　取引審査実績

�　取引審査実績

　平成１７事務年度においては、取引審査事務を大きく以下の内容

に分け、早期着手・早期処理の方針の下、効率的かつ機動的な審

査を行った。

　　　①　価格形成に係る審査

　　　②　内部者取引に係る審査

　　　③　その他の観点に係る審査
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　証券監視委及び財務局等の取引審査の実施件数は、以下のとお

りである。

�　審査結果の事例

　平成１７事務年度に行った審査事例のうち、主なものは以下のと

おりである。

①価格形成に関して審査を行った事例

イ　Ａ社の株価が、特段の材料がないにもかかわらず出来高を

伴いながら急騰したことから、審査を行った。

ロ　Ｂ社の株価が、特段の材料がないにもかかわらず出来高を

伴いながら急騰し、業界紙等において特定の者の介入が噂さ

れていたことから、審査を行った。

ハ　Ｃ社の株価が、特段の材料がないにもかかわらず出来高を

伴いながら急騰し、一般投資家から「株価操作が行われてい

るのではないか。」との情報提供があったことから、審査を

行った。

ニ　一般投資家から、「不自然な買注文の発注と取消しを行って

いる投資者がいる。」との情報提供があったことや、特定の者

が以前から同様の手法を用いて関与している状況があったこ

とから、特定の者が売買を行ったＤ社株式ほか複数銘柄の株
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（参考）　　　　　
平成１６事務年度

平成１７事務年度審査実施件数

６７４８７５合　　　　 計

３６７５５５証券監視委

３０７３２０財務局等

（以下審査項目別内訳）

１５３１６９価 格 形 成

５０６６９３内 部 者 取 引

　１５　１３そ の 他



式について、審査を行った。

②内部者取引に関して審査を行った事例

イ　Ｅ社が、民事再生手続開始の申立てを行った旨を公表した

ことから、公表前の取引について審査を行った。

ロ　Ｆ社が、株式の分割を公表したところ、その株価が大きく

上昇したことから、公表前の取引について審査を行った。

ハ　Ｇ社が、業績予想の下方修正を公表したところ、その株価

が大きく下落したことから、公表前の取引について審査を

行った。

ニ　Ｈ社が、第三者割当による株式の発行を公表したところ、

その株価が大きく上昇したことから、公表前の取引について

審査を行った。

ホ　Ｉ社が、資本提携を伴う業務提携を公表したところ、その

株価が大きく上昇したことから、公表前の取引について審査

を行った。

ヘ　Ｊ社が、主たる債務者に対する求償権について債務の不履

行のおそれが生じた旨を公表したことから、公表前の取引に

ついて審査を行った。

ト　Ｋ社が、Ｌ社を公開買付けする旨を公表したところ、Ｌ社

の株価が大きく上昇したことから、Ｌ社株式の公表前の取引

について審査を行った。

チ　Ｍ社が、自社株式の投資顧問会社への譲渡の公表後、株式

分割の実施についても公表したところ、その株価が上昇した

ことから、公表前の取引について審査を行った。

③その他の観点から審査を行った事例

イ　一般投資家から、「Ｎ社が公表した記事は事実と異なるので

はないか。」との情報提供があったことから、風説の流布の観
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点から審査を行った。

ロ　一般投資家から、「インターネットの掲示板に、Ｏ社株式の

株価形成に特定グループが関与しているとの書き込みがされ

ているが、これは風説ではないか。」との情報提供があったこ

とから、風説の流布又は偽計の観点から審査を行った。

ハ　Ｐ社が、大幅な株式分割の実施を公表したが、大量の自社

株買いを公表直後から行っていたことが新聞等で話題となっ

ていたことから、その取引状況等について審査を行った。

　平成１７事務年度は、特に、新商品や新たな取引形態の出現、金融

取引のグローバル化の更なる進展、個人投資家によるインターネッ

ト取引の増加など、市場における新たな動向の中で、不公正な取引

が発生していないか、市場仲介者に不正な勧誘等がないか、といっ

た観点から、幅広く審査を行った。

　具体的には、いわゆる「仕組債」（デリバティブを複合的に組み合

わせた債券）のうち、初めて個人投資家向けに販売が行われた商品

が現れたことから、その商品性や顧客への販売状況等について審査

を行った。

　また、保有株式を売却する際に、併せてエクイティ・スワップ契

約を締結している事例が見られたことから、その取引手法について

審査を行った。

（注）エクイティ・スワップ契約：スワップ契約の一方が、対象エクイティ

の価格変動損益を含む全てのリスク及び経済価値を定期的に又は一括

してスワップ契約の一方に移転する契約のこと。

　このほか、証券取引所への新規公開銘柄に係る売買が繁盛である

こと等を踏まえ、これらの銘柄の株価動向や売買状況等について審

査を行った。
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第８章　監視活動・機能強化への取組み等

第１　市場監視体制の充実・強化

１　組織の充実

�　組織の充実

　平成１８年度の機構・定員については、国家公務員全体の厳しい

定員事情の中、有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金調査体

制の整備を大きな柱として増員要求を行った結果、１１人の純増が

認められ、証券監視委の平成１８年度末の定員は３１８人となってい

る。また、機構面でも、従来の総務検査課及び特別調査課の２課

体制を、総務課、市場分析審査課、証券検査課、課徴金・開示検

査課及び特別調査課の５課体制に再編して、体制強化を図ってい

る。

　また、財務局等の証券取引等監視官（部門）においては、有価

証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金調査体制の整備のため６人

の増員が認められ、平成１８年度末の定員は２４６人となり、証券監視

委の定員と合計すると全体で５６４人となっている。

�　民間専門家等の採用

　証券監視委は、平成１７事務年度において、的確な市場監視及び

職員の専門性向上を図る視点から、証券業務等に関して専門的知

識・経験のある者、弁護士及び公認会計士など、合計８人の民間

専門家を採用し、調査・検査体制を強化している。このような民

間専門家の採用は、平成１２年から実施しており、平成１８年６月末

現在８３人が在籍している。
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２　情報収集・分析能力の向上

�　証券総合システム（ＳＣＡＮ－Ｓｙｓｔｅｍ）の活用等

　証券監視委においては、証券取引に係る複雑で膨大なデータを

分析し、事実関係を解明する必要があることから、業務支援シス

テムとして、平成５年以降、証券総合システムの開発を行い、業

務の効率的運営に努めている。このシステムは、犯則事件の調査、

課徴金の調査、開示検査、証券会社の検査や日常的な市場監視、

取引審査など証券監視委の業務に幅広く活用される総合的な電算

システムであり、平成１３年度までに基本的な開発を終了したが、

なお業務の効率化の観点から引き続き各システムの機能充実を進

めているところである。

（参考）証券総合システムの主な機能は、「証券会社検査系システム」と「取

引審査系システム」に大別される。また、証券総合システムの支援

システムとして、「インターネット巡回監視システム（ＳＣＡＮ－Ｉ

ＰＳ）」、「電子開示財務内容分析システム（ＳＣＡＮ－ＳＴＡＦ）」

及び一般から受け付けた情報を効率的に処理するための「情報管理

システム」がある。

�　職員研修の充実

　証券監視委は、これまで実際の検査やその結果の分析などを通

じて様々な監視手法に係るノウハウの蓄積を行ってきており、そ

れらをオン・ザ・ジョブ・トレーニングや研修などを通じて職員

に身に付けさせ、その資質向上に努めてきている。

　また、近年、取引内容の仕組みが複雑化、多様化し新たな金融

商品が続々と開発されるとともに、クロスボーダー取引の増加や

インターネット取引が急速に増大するなど証券市場を取り巻く環

境が日々刻々と急激に変化してきている。そうした中で金融シス
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テムの改革をはじめとする様々な制度改革が実施されており、市

場機能を中核とする金融システムを改善・強化する観点から、平

成１７年４月には課徴金制度が創設され、これに伴う課徴金調査の

権限が証券監視委に付与されたほか、同年７月の証券検査の一元

化に伴う検査範囲の拡大や開示書類に係る検査の権限が新たに証

券監視委に移管されるなど、証券監視委の職責が益々重くなって

きている。こうした状況に的確に対応するため、個々の職員が高

度な専門知識や技能を習得できるよう、業務に関する基礎的な研

修はもとより、デリバティブ等に関する専門的な研修を実施して

いる。

　さらに、海外規制当局における監視や検査の手法を習得し、証

券監視委の市場監視業務に活かすため、証券監督者国際機構（Ｉ

ＯＳＣＯ）や米国証券取引委員会（ＳＥＣ）等が主催する研修に

証券監視委事務局職員を参加させたほか、米国商品先物取引委員

会（ＣＦＴＣ）や英国金融サービス機構（ＦＳＡ）に職員を派遣

している。

第２　新たな監視機能について

１　概　説

　金融審議会金融分科会第一部会において、平成１７年１２月２２日に「投

資サービス法（仮称）に向けて」と題する報告書がとりまとめられ、

金融庁は、同報告書に基づき、「証券取引法等の一部を改正する法律

案」等をとりまとめ、第１６４回通常国会に提出した。同法案は平成１８

年６月７日に成立した。

　この法律は、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投

資者保護のための横断的な法制として、証取法を改組して金融商品
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取引法（いわゆる投資サービス法）とする等の整備を行うことによ

り、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、貯蓄から投資に

向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図

ることを目的としており、証券監視委による建議の内容も盛り込ま

れたものとなっている。

　これにより、幅広い金融商品についての包括的・横断的な制度の

整備が図られるとともに、公開買付制度及び大量保有報告制度その

他の開示書類に関する制度に関する整備を行う等、所要の措置が講

じられ、証券監視委においても、以下のように権限の対象・範囲の

拡大等が行われることとなる。

２　金融商品取引法（いわゆる投資サービス法）の成立によ

る権限の拡大等

�　包括的・横断的な制度整備に伴う検査の対象・範囲の拡大

　組合契約等に基づく権利が包括的に有価証券の定義に含まれる

よう整備が行われるなど規制対象が拡大され、さらに、有価証券

及びデリバティブ取引に係る販売・勧誘のほか、投資助言、投資

運用及び顧客資産の管理に係る業務が金融商品取引業と位置づけ

られ、原則登録制とされるとともに、所要の行為規制等が整備さ

れる。これにより、例えばいわゆるファンド販売業者など、業の

担い手に対する検査対象や範囲が拡大されることとなる。

�　ディスクロージャー制度の整備に伴う検査の対象・範囲の拡大

　公開買付制度について、規制対象範囲の拡充等や投資者への情

報提供の充実等のための規定の整備が行われるとともに、大量保

有報告制度について、機関投資家に認められている特例報告の提

出頻度及び期限の短縮等を図るための規定の整備が行われる。さ

らに、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や

－135－



財務報告に係る内部統制の評価制度が整備され、これにより開示

検査の対象・範囲が拡大されることとなる。

�　相場操縦行為に関する規定の整備に伴う犯則事件の調査及び課

徴金調査の対象の拡大

　相場操縦行為として禁止されている取引誘引目的で行われる証

券会社への売買等の委託（媒介、取次ぎ、又は代理の申込み）の

うち、売買等が成立していないもの（いわゆる「見せ玉」等）に

ついて、新たに課徴金の対象とすることとされた。また、取引誘

引目的で行われる証券会社の自己の計算による「見せ玉」等売買

の申込みについて、新たに相場操縦行為として禁止するとともに、

刑事罰及び課徴金の対象とすることとされた。これにより、これ

らの行為については、犯則事件の調査及び課徴金調査の対象とさ

れることとなる。

　（なお、これらの改正については、�は平成１８年７月４日から、

その他については公布の日（平成１８年６月１４日）から一定の期間

を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。）

第３　投資者への情報提供等の取組み

１　概　説

　証券監視委は、「講演会」の開催やインターネットを通じて証券監

視委の活動状況等の情報を提供することにより、個人投資家等の証

券監視委に対する理解と証券市場等に対する信頼を深めてもらう工

夫に取り組んでいる。また、証券監視委の活動に有用な端緒となる

情報がより多く寄せられるよう、「講演会」や新聞広告等を通じてそ

の提供を呼びかけている。
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２　投資者への講演会・講義の開催状況

　証券監視委は、国内各地に委員長や委員、事務局幹部が出向いて、

証券監視委の活動

状況を理解しても

らうための「講演

会」を開催してい

る。このような講

演会を通じて、証

券監視委の活動を

より多くの方々に

知ってもらうこと

により、証券監視

委のプレゼンスの向上を図るとともに、個人投資家の証券監視委に

対する信頼、ひいては証券市場に対する信頼の一層の向上に努めて

いる。

　平成１７事務年度においては、平成１７年１１月に仙台市（東北大学大

学院）、熊本市（熊本大学）、平成１８年３月に那覇市（那覇商工会議

所）、同年４月に札幌市（札幌大学）、同年５月に岐阜市（岐阜大学）、

金沢市（金沢星稜大学）の６か所で開催した。

　それぞれの講演会の概要は、証券監視委のホームページに掲載し

ている。

３　政府広報等による情報提供の呼びかけ

　一般から寄せられる情報は、証券監視委の活動における犯則事件

の調査、課徴金調査、開示検査、証券検査又は市場分析審査を行う

に際しての端緒として非常に有用である。平成１７事務年度において

は、情報提供数の増加のための取組みとして、政府広報の一環であ
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る新聞突き出し広告の掲載による情報提供の呼びかけを行った。

　平成１７年１２月中旬に「証券市場のルール違反に関する情報提供に

ご協力を！」と題し、新聞全国紙２紙（朝日新聞、産経新聞）及び

ブロック紙２紙（西日本新聞、東京中日新聞）に掲載し、さらに、

平成１８年４月下旬には「証券監視委への情報提供にご協力を！」と

題し、新聞全国紙５紙（読売新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、

日本経済新聞）、ブロック紙３紙（西日本新聞、東京中日新聞、北海

道新聞）、及び地方紙６６紙に掲載した。

　なお、投資者への講演会・講義においても、不公正取引や証券会

社の営業姿勢等に関する情報の提供を呼びかけた。

　以上のような活動の結果、実際に政府広報を見たという方などか

ら多くの情報が寄せられた。

　一般からの情報提供は年々増加してきているが、証券監視委とし

ては、情報提供の重要性にかんがみ、より一層の情報提供を呼びか

けるなど今後も引き続き情報提供増加のための取組みを行っていく

こととしている。

４　ホームページの充実

　インターネットが普及している昨今、証券監視委は、ホームペー

ジを通じて様々な情報を提供してきた。これまでも、記者会見の概

要や勧告などの公表資料等をタイムリーに掲載してきている。

　特に平成１７事務年度においては、新たな権限として付与された課

徴金調査や開示検査に基づく勧告等についての概要を随時掲載し

た。

　今後とも、ホームページの内容について充実を図っていくことと

している。
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第４　　関係当局との連携

１　概　説

　証券監視委は、我が国証券市場の規制当局である金融庁との間で

緊密な情報交換を行うなど連携の強化に努めるとともに、各証券取

引所や日本証券業協会などの自主規制機関との間でも緊密な情報交

換に努めている。

　また、近年、証券市場における国際的な取引の増加などに伴い、

国内市場の公正性の確保の上で、法務執行における国際的な協力と

連携の強化がますます重要な課題となっている。証券監視委として

も、海外の証券規制当局と意見・情報交換を行ったほか、証券規制

分野での主要な国際会議に参加するなど、金融庁とともに海外の証

券規制当局との連携の強化に努めており、今後とも国際間の相互協

力促進に向けた活動の強化を図ることとしている。

２　金融庁関係部局との連携

　証券監視委は、その業務を遂行する上で、我が国証券市場の規制

当局である金融庁との間で、日常的に情報交換を行うなどの緊密な

連携に努めている。例えば、平成１４年８月に金融庁における証券市

場行政を担当する部署間の相互の連絡を強化する目的で設置された

「金融庁証券市場行政連絡会議」に、オブザーバーとして出席し、

市場ルールの監視役としての立場から証券市場行政についての情報

交換等を行なっている。また、証券監視委は証取法に基づく開示検

査において、金融庁が設置している「ディスクロージャーホットラ

イン」の情報を活用するなど緊密な連携に努めているところである。
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３　自主規制機関との緊密な情報交換

　自主規制機関（日本証券業協会、証券取引所、金融先物取引業協

会、東京金融先物取引所）は、仲介者の会員等を通じて、市場と仲

介者に対する利用者の信頼を高める立場にある。そうした努力が、

長期的には仲介者自身の利益を増進することになるものである。今

後、金融システムが進展する中で、法律に裏付けられた自主規制機

関がその役割を適切に発揮していくことがますます重要となってき

ており、その活動の一層の充実が期待されている。

　これら自主規制機関の具体的な活動として証券市場の公正性・透

明性を確保するため、自主規制ルールを制定するとともに、それぞ

れの機関に所属する会員等が法令や自主規制ルールに基づいて適正

に業務を遂行しているかどうかをチェックする重要な機能を有して

いる。（附属資料１７４頁参照）

　証券監視委は、市場の公正性を確保し、投資者の信頼を保持する

という目的を達成するため、証券市場の監視活動を効果的に行うべ

く、自主規制機関と日常的に緊密な情報交換を行っているところで

ある。

　また、日本証券業協会は、会員等のコンプライアンスの充実強化

に資するために内部管理統括責任者研修や内部管理統括補助責任者

研修等、自主規制ルールに規定された研修を実施しており、証券監

視委はこれらの研修の講師として、その職員を派遣している。

４　海外証券規制当局との連携

�　ＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）への参加

　ＩＯＳＣＯは、証券規制の国際的な調和や規制当局間の相互協

力を目指して活動している国際的組織であり、各国・地域から１８１

機関が加盟している。証券監視委は平成５年１０月に加盟（注：準
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会員資格。なお、我が国からは金融庁が普通会員として加盟。）し

ている。各国当局のトップレベルが参加する年次総会においては

証券監視委から委員長等が出席。直近では、第３０回総会がスリラ

ンカのコロンボ（平成１７年４月）で、第３１回総会が香港（平成１８

年６月）で、それぞれ開催された。このほか、ＩＯＳＣＯ内の地

域ごとの枠組みであるアジア太平洋地域委員会（ＡＰＲＣ）やア

ジア太平洋地域の法務執行担当者会合に参加しており、海外関係

当局との連携強化に務めているところである。

　また、ＩＯＳＣＯには、国際市場が直面する主要な規制上の問

題を検討し実務的な解決策を提案することを目的として、先進国・

地域の関係当局から構成される専門委員会と、その下に５つの常

設委員会（ＳＣ：Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｓ）が設置されており、

証券監視委は、そのうち法務執行及び情報交換に関する第４常設

委員会（ＳＣ４）に参加している。ＳＣ４では、国際間にわたる

証券犯罪に対応するための各国当局間の情報交換や法執行面での

協力のあり方について議論を行っている。本年度は、情報交換に

関する非協力な地域との対話や資産保全制度等について議論を

行った。さらに、平成１４年５月のＩＯＳＣＯ年次総会で採択され

た多国間ＭＯＵ（証券当局間の多国間情報交換協定）について、

加盟申請の審査等を行う審査グループ（ＳＧ：Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ）

会合において、署名申請国の審査にも参加している。

　なお、平成１７年４月のコロンボ総会において、多国間ＭＯＵを

法執行に関する協力・情報交換についての「国際的ベンチマーク」

とした上で、ＩＯＳＣＯメンバーは遅くとも２０１０年（平成２２年）

１月１日までに、多国間ＭＯＵへの署名又は署名を可能とする必

要な法的権限を追求する公式のコミットメントを行うことが決議

された。これを受けて我が国も、平成１８年５月に同枠組みへの署
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名申請を行った。

�　海外当局との二国間協力

①　情報交換・交流

　証券監視委は、海外証券規制当局との連携強化の見地から、情

報交換に関する二国間協定等の枠組みを活用し、積極的な情報交

換・交流に努めてきている。

　具体的には、これまで米国証券取引委員会（ＳＥＣ）、米国商品

先物取引委員会（ＣＦＴＣ）、英国金融サービス機構（ＦＳＡ）、

シンガポール通貨監督庁（ＭＡＳ）、及び香港証券先物委員会（Ｓ

ＦＣ）等の海外証券規制当局との間で、不公正な取引の疑いのあ

る事例や国際的に活動を行っている証券会社の行為規制遵守状況

等について情報交換を行っている。

　また、海外証券規制当局幹部との意見交換も随時行ってきた。

平成１７事務年度においては、平成１７年１２月に韓国証券先物委員会

のヤン委員長が訪日した際、高橋委員長との間で意見交換を行っ

た。さらに、米国ＣＦＴＣジェフェリー委員長の訪日の際（平成

１８年１月）や英国ＦＳＡサンツ理事の訪日の際（平成１８年５月）

にも意見交換が行われた。

②　情報交換協定の締結

　証券市場における国際的な取引の増加などに伴い、国境を越え

て各国市場の公正性を害する行為が発生することが予想されるた

め、証券規制当局間の情報交換は必要不可欠である。海外証券規

制当局との情報交換を円滑に行うため、金融庁を情報交換の主体

として、これまで中国証券監督管理委員会（ＣＳＲＣ）、シンガポー

ルＭＡＳ、米国ＳＥＣ及びＣＦＴＣ、豪州ＡＳＩＣ、香港ＳＦＣ、
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ニュージーランド証券委員会（ＳＣ）との間で情報交換協定が締

結されている。

�　海外当局者を対象とした研修の実施

　証券監視委は、平成１８年２月に、アジア諸国をはじめとする新

興市場国の証券当局法務執行担当者等３０名の研修生を対象とし

て、「第５回証券法務執行セミナー」を開催した。このセミナーで

は、証券監視委の職員や我が国の自主規制機関の実務担当者等を

講師として、証券監視委の担う調査、検査及び取引審査実務をケー

ス・スタディーやグループ・ディスカッションなどを通じて研修

生に紹介し、アジア新興市場国の人材育成ひいては証券行政・市

場の発展に貢献することを目的としている。

　なお、研修終了の１か月後に実施したアンケート調査において

は、すでに、研修生が所属している当局の約７割が「研修生の得

た知識を組織内で共有している」と回答（残りの当局についても

「共有する方向で検討中」と回答）しており、研修成果としては、

研修生が所属している当局の大半が「事前に設定した目標・課題・

問題点の改善・解決に実際に役立てられた、若しくは活用する方

向で検討中」と回答しており、研修の成果を活用している様子が

うかがえる。
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おわりに（個人投資家の皆様へ）

　日本の証券市場においては、これまで、「貯蓄から投資へ」、「間接

金融から直接金融へ」の流れを加速させるため、累次にわたり構造改革

が着実に実施されてきております。こうした構造改革努力のほか、ＩＴ

技術の進展や市場における競争効果も相まって、個人投資家を対象とし

たネット取引の発達など販売チャネルの拡充や投資サービスの多様化、

新商品や新たな取引形態の出現など、幅広い投資家の参加を促す市場環

境の整備が進展しつつあるところです。

　こうした市場の進展は、個人投資家の皆様にとって、様々な投資ニー

ズに応じた多様な選択肢を提供し、飛躍的に利便性を向上させるもので

はありますが、その半面、こうした商品やサービスの多様化により、そ

れらの中から何を選びどう運用をしていくかといった投資判断をより難

しくしている面もあるのではないかと考えられます。

　近年においては、新たなタイプの金融商品が個人投資家を対象に数多

く販売されるようになってきています。高度なデリバティブを組み込ん

だ複雑な商品もあり、一般の個人投資家にとって容易に理解し難い商品

もあるのではないかと思われます。

　もちろん、金融商品を販売する証券会社等の側も、金融商品を勧誘す

る際には、その金融商品の持つリスクなど重要な商品性について顧客が

理解できるよう、十分な説明を行う「説明責任」と、投資者の投資経

験、知識及び財産状況等に照らして適切な勧誘を行う「適合性の原則」

が求められています。また、証券監視委は、こうした「説明責任」や

「適合性の原則」に欠けるような勧誘が行われていないかなどの観点か

ら監視活動を行い、個人投資家の保護に全力で取り組んでいます。
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　さらに、個人投資家の皆様においても、自らの意思で投資活動を行う

以上、こうしたリスクや商品性を理解するための努力と責任が求められ

ていると思います。

　株式や債券などの金融商品に投資されるに当たって、最も重要な考え

方の一つとして、投資者自身がその責任を負う「自己責任原則」があり

ます。投資効果を享受するのも損失・リスクを負うのも投資者自身であ

ることを忘れてはなりません。

　個人投資家の皆様におかれましては、この点に十分に留意し、御苦労

でも投資判断を行うに際しては、商品性を説明したパンフレットや営業

員のアドバイス等により、その金融商品の持つリスクやコストなどにつ

いて、必ずご自分で理解し、今後、様々なリスクが発生した場合の対応

も念頭において、納得できる金融商品を選択していただきたいと思いま

す。

　また、個人投資家の皆様が投資活動を行うに当たっては、たとえば、

虚偽表示や誤解をさせるような行為による勧誘や、証券会社等自身の利

益を優先し、個人投資家の利益を軽視するような勧誘を受ける場合があ

るかもしれません。また、場合によっては、内部者取引や相場操縦など

の犯則行為が行われていると疑われるような場面に遭遇することも考え

られます。

　こうした情報は、犯則事件の調査、課徴金調査、開示検査、証券検査

や市場分析審査を行う場合の端緒として有効性が高いことから、証券監

視委では、個人投資家をはじめとする一般の方々からの情報を、電話、

文書（ファクシミリを含む。）、来訪又はインターネット等により広く

受け付け、積極的な活用に努めております。

　皆様からの情報は、証券監視委の監視活動に活用されることにより、

市場における取引の公正の確保と投資者の信頼の保持に貢献し、ひいて
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は個人投資家の皆様の利益にも資することとなります。不審な情報を入

手した場合には、証券監視委に積極的な情報提供をしていただきますよ

うよろしくお願いいたします。

　　

　これまで紹介してきた活動は、証券監視委の個々の職員の不断の努力

の積み重ねのほか、個人投資家の皆様のご理解や関係各機関との緊密な

連携による成果であると考えています。

　証券市場を取り巻く環境が不断に変化する中で、今後とも証券監視委

は、個人投資家の保護のため、証券市場の公正性に重大な影響を及ぼす

ような問題に対して、これまで以上に厳正かつ的確に対応し、その与え

られた役割を果たしていきたいと考えております。

　特に、先に成立した金融商品取引法により証券監視委の権限の対象・

範囲が拡大されることも踏まえ、今後とも人材の厚みや専門性の充実な

どの必要な体制整備に努めていきます。

　こうした活動により市場に対する信頼を確保することが、皆様の金融

資産運用の選択肢の幅を広げ、これによる新たな資金の流れが経済活性

化の原動力になると確信しています。
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１　証券監視委の組織・事務概要

１－１　組織及び事務概要

�　証券監視委設置の経緯

　平成３年夏の一連のいわゆる証券不祥事を契機に、証券行政の

あり方、特に証券会社及び証券市場に対する検査・監視体制のあ

り方について、種々の議論が行われた。

　こうした状況を踏まえ、同年７月、内閣総理大臣から臨時行政

改革推進審議会（以下「行革審」という。）に対して、証券市場の

監視・適正化のための是正策について諮問がされ、審議の結果、

同年９月に「証券・金融の不公正取引の基本的是正策に関する答

申」が取りまとめられた。この答申においては、「自由、公正で透

明、健全な証券市場の実現」を基本的目標として、証券行政に係

る提言等と併せ、新たな検査・監視機関として、大蔵省に行政部

門から独立した国家行政組織法第８条に基づく委員会を設置すべ

きであるとの提言が盛り込まれた。

　大蔵省においては、行革審答申を踏まえつつ、更に各方面の意

見も聴取するなど、広範な視点から証券取引等における検査・監

視体制のあり方について検討を重ねた末、平成４年２月、証券監

視委の設置を柱とする「証券取引等の公正を確保するための証券

取引法等の一部を改正する法律」案を取りまとめた。

　同法案は、第１２３回通常国会に提出され、衆・参両議院での審議

を経て同年５月２９日に成立し、同年６月５日に法律第７３号として

公布、同年７月２０日に施行され、同日、証券監視委が発足した。
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�　金融庁（金融監督庁・金融再生委員会）への移管

　民間金融機関等に対する検査・監督機能と金融制度等の企画・

立案機能とを分離し、透明かつ公正な金融行政への転換を図るた

め、平成１０年６月２２日、総理府の外局として金融監督庁が設置さ

れたが、同時に、証券監視委の果たす中立的・客観的な役割が引

き続き重要であるとの観点から、証券監視委は、従前の体制のま

ま金融監督庁に移管された。

　さらに、同年１２月１５日には、我が国の金融機能の安定及びその

再生を図り、金融システムに対する内外の信頼を回復し、金融機

能の早期健全化を図ることを主たる任務として、金融再生委員会

が発足したが、これに伴い、金融監督庁及び証券監視委は金融再

生委員会に移管された。

　その後、平成１２年７月１日には、大蔵省金融企画局が担ってき

た金融制度の企画・立案に関する事務が金融監督庁に移管されて、

新たに金融庁が発足し、証券監視委は、従前の体制のまま金融庁

に移管された。

　なお、平成１３年１月６日には、中央省庁改革に際して、金融再

生委員会が廃止され、証券監視委は、内閣府の外局として設置さ

れた金融庁に移管され、現在に至っている。

�　事務概要

①　監視のための５つの事務

　証券監視委が行う監視事務は、市場分析審査、証券検査、開

示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査の５つに分かれる。

イ　市場分析審査

　証取法等によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任さ

れた権限に基づいて、証券会社、登録金融機関、証券業協会、
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証券取引所及び金融先物取引業者等に対して有価証券の売買

取引等に関する報告を求め、又は資料を徴取し、取引の内容

を審査することにより、日常的な市場監視を行う。

ロ　証券検査

　証取法等によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任さ

れた権限に基づいて、証券会社等に対して検査を行う。

　また、本人確認法によって内閣総理大臣及び金融庁長官か

ら委任された権限に基づいて、証券会社等による顧客等に係

る本人確認及び取引記録の保存義務等の遵守状況の検査を行

う。

ニ　開示検査

　証取法によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任され

た権限に基づいて、開示の適正性を確保するため、有価証券

届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提

出者、公開買付者、大量保有報告書の提出者等に対して検査

を行う。

ハ　課徴金調査

　証取法によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任され

た権限に基づいて、風説の流布・偽計、相場操縦、内部者取

引などの不公正取引及び重要な事項につき虚偽記載のある有

価証券報告書等の提出に係る課徴金調査を行う。

ホ　犯則事件の調査

　証取法、外証法、金先法又は本人確認法に基づき、犯則事

件を調査するため必要があるときは、質問、検査、領置等の

任意調査を行うほか、裁判官の発する許可状による臨検、捜

索及び差押えといった強制調査を行うことができる。

　証取法等においては、犯則事件の範囲は、具体的には、取
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引の公正を害するものとして関係する政令において定められ

ており、主なものとしては、重要な事項につき虚偽記載のあ

る有価証券届出書・有価証券報告書等の提出、損失保証・損

失補てん、相場操縦、内部者取引などがある。

　また、本人確認法では、証券会社等が本人確認を行う場合

における顧客等による氏名・住所等の隠ぺい行為が犯則事件

とされている。

②　勧告及び建議の権限

　証券監視委には、金融庁設置法に基づき、金融庁長官等に対し、

証券取引等の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公

益を確保するために、行政処分その他の措置について勧告する権

限及び必要な施策について建議する権限等が与えられている。

イ　勧告

　証券監視委は、開示検査、証券検査、課徴金調査又は犯則事

件の調査を行った場合において、必要があると認めるときは、

その結果に基づき、証券取引等の公正を確保するため、又は投

資者の保護その他の公益を確保するため、開示書類の訂正報告

書等の提出命令や課徴金納付命令の発出、その他必要な行政処

分等を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告すること

ができる。

　また、証券監視委は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、

勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができ

る。

ロ　建議

　証券監視委は、開示検査、証券検査、課徴金調査又は犯則事

件の調査の結果に基づき、必要があると認めるときは、証券取
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引等の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を

確保するために必要と認められる施策について、内閣総理大臣、

金融庁長官又は財務大臣に建議することができる。

③　告発

　証券監視委は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、

検察官に告発を行う。

④　事務の処理状況の公表

　証券監視委は、毎年、その事務の処理状況の公表を行う。
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１－２　証券取引等の監視体制の概念図
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（注１）勧告については内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、建議については内閣

総理大臣、金融庁長官又は財務大臣に対して行うことができる（金融庁設置法

第２０条、第２１条）。

（注２）平成１８年７月に総務検査課、特別調査課の２課体制から５課体制に再編。
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１－４　証券監視委と内閣総理大臣、金融庁長官及び
財務局長等の関係の概念図
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（注１）犯則事件の調査については、証券監視委職員固有の権限である。

・任意調査権限（証取法第２１０条、外証法第５３条、金先法第１０６条、本人確認

法第１８条）

・強制調査権限（証取法第２１１条、外証法第５３条、金先法第１０７条、本人確認

法第１８条）

（注２）金融庁長官は委任した権限の一部について、証券監視委は委任した権限の全

部について行使することができることとされている。



１－５　証券監視委及び財務局等監視官部門の定員の推移
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予　算　定　員
年　　度

合　計財務局等証券監視委

２０２人１１８人８４人４　年　度

２０２人１１８人８４人５　年　度

２０４人１１８人８６人６　年　度

２０６人１１８人８８人７　年　度

２０７人１１８人８９人８　年　度

２０９人１１８人９１人９　年　度

２２４人１２６人９８人１０　年　度

２３８人１３２人１０６人１１　年　度

２５０人１３８人１１２人１２　年　度

２６５人１４３人１２２人１３　年　度

３６４人１８２人１８２人１４　年　度

４１６人１９９人２１７人１５　年　度

４４１人２０４人２３７人１６　年　度

５５２人２４５人３０７人１７　年　度

５６４人　２４６人３１８人１８　年　度



１－６　機構図

１　証券監視委の機構図
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（注）平成１８年７月に５課体制に再編



２　財務局の機構図（関東財務局）
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１－７　組織・事務に係る法令の概要

１　証券監視委の組織、権限等

　証券監視委の組織、権限等は、金融庁設置法の以下の条項によ

り規定されている。

　　〔金融庁設置法〕

 

－162－

規　　定　　の　　概　　要条　項

金融庁の所掌事務

証券監視委の設置

証券監視委の所掌事務

委員長及び委員の職権の行使

証券監視委の組織

委員長

委員長及び委員の任命

委員長及び委員の任期

委員長及び委員の身分保障

委員長及び委員の罷免

委員長及び委員の服務等

委員長及び委員の給与

会議

事務局

勧告

建議

事務の処理状況の公表

第４条

第６条

第８条

第９条

第１０条

第１１条

第１２条

第１３条

第１４条

第１５条

第１６条

第１７条

第１８条

第１９条

第２０条

第２１条

第２２条



２　権限及び範囲に係る規定

�　証券検査の検査又は報告・資料の徴取の権限

　証券監視委は、証券会社等に対する検査又は報告・資料の徴

取権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。

　具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔証取法〕
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検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

証券会社、証券会社と取引をする者、

子特定法人（証券会社がその総株主

の議決権の過半数を保有する銀行

等）、証券会社を子会社とする持株会

社、証券会社の主要株主、証券会社

を子会社とする持株会社の主要株

主、証券会社の親銀行等、証券会社

の子銀行等

登録金融機関、登録金融機関と取引

をする者、登録金融機関を子会社と

する持株会社

証券仲介業者、証券仲介業者と取引

する者

証券業協会、店頭売買有価証券の発

行者、取扱有価証券の発行者

投資者保護基金

対象議決権保有届出書の提出者（株

式会社証券取引所の総株主の議決権

の百分の五を超える対象議決権の保

有者）

株式会社証券取引所の主要株主

対象議決権保有届出書の提出者（証

券取引所持株会社の総株主の議決権

第１９４条の６第２項第

１号、第３項

第１９４条の６第２項第

２号、第３項

第１９４条の６第２項第

３号、第３項

第１９４条の６第２項第

４号、第３項

第１９４条の６第３項

第１９４条の６第３項

第１９４条の６第３項

第１９４条の６第３項

第５９条第１項、第２

項、第３項

第６５条の２第１０項

第６６条の２０

第７９条の１４

第７９条の７７

第１０３条の３

第１０６条の６

第１０６条の１６



〔外証法〕

〔金先法〕
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検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

の百分の五を超える対象議決権の保

有者）

証券取引所持株会社の主要株主

証券取引所持株会社、証券取引所持

株会社の子会社

証券取引所、証券取引所の子会社、

上場有価証券の発行者

外国証券取引所、外国証券取引所参

加者

証券取引清算機関

証券金融会社

第１９４条の６第３項

第１９４条の６第３項

第１９４条の６第２項第

５号、第３項

第１９４条の６第２項第

６号、第３項

第１９４条の６第３項

第１９４条の６第３項

第１０６条の２０

第１０６条の２７

第１５１条

第１５５条の９

第１５６条の１５

第１５６条の３４

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

外国証券会社、外国証券会社の支店

と取引を行う者、特定法人等（外国

証券会社と密接な関係を有する法人

等）、特定金融機関、許可外国証券

業者、許可外国証券業者と取引を行

う者

第４２条第２項、第３項第３１条第１項、第２

項、第３項

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

対象議決権保有届出書の提出者（株

式会社金融先物取引所の総株主の議

決権の百分の五を超える対象議決権

の保有者）

第１４５条第３項第３４条の２０の３第

１項



〔投信法〕
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検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

株式会社金融先物取引所の主要株主

対象議決権保有届出書の提出者（金

融先物取引所持株会社の総株主の議

決権の百分の五を超える対象議決権

の保有者）

金融先物取引所持株会社の主要株主

金融先物取引所持株会社、金融先物

取引所持株会社の子会社

金融先物取引所、金融先物取引所の

子会社、金融先物取引所の会員等

外国金融先物取引所、外国金融先物

取引所参加者

金融先物取引業者、金融先物取引業

者の主要株主、金融先物取引業者を

子法人とする持株会社の主要株主、

金融先物取引業者と取引する者

金融先物取引業協会

金融先物清算機関

第１４５条第３項

第１４５条第３項

第１４５条第３項

第１４５条第３項

第１４５条第２項第１

号、第３項

第１４５条第２項第２

号、第３項

第１４５条第２項第３

号、第３項

第１４５条第２項第４

号、第３項

第１４５条第３項

第３４条の３０第１項

第３４条の３９第１項

第３４条の４２第１項

第３４条の４８第１項

第５２条第１項

第５５条の１０第１項

第８５条第１項、第２

項、第３項

第１１３条第１項

第１３１条第１項

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

投資信託委託業者等、受託会社等、

受託会社等と当該受託会社等に係る

投資信託に係る業務に関して取引す

る者、投資信託委託業者の主要株主、

投資信託委託業者を子会社とする持

株会社の主要株主

投資信託協会

第２２５条第２項第１

号、第３項

第２２５条第２項第２

号、第３項

第３９条第１項、第２

項

第５５条第１項



〔投資顧問業法〕

〔ＳＰＣ法〕
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検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

設立中の投資法人の設立企画人等、

投資法人、投資法人の資産保管会社

等、投資法人の執行役員等、投資法

人又は当該投資法人の資産保管会社

等と当該投資法人に係る業務に関し

て取引をする者

第２２５条第２項第３

号、第３項

第２１３条第１項、第

２項、第３項、第

４項、第５項

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

投資顧問業者、投資顧問業者と取引

をする者、認可投資顧問業者の主要

株主、認可投資顧問業者を子会社と

する持株会社の主要株主

証券投資顧問業協会

全国証券投資顧問業協会連合会

第５１条の２第２項、第

３項

第５１条の２第３項

第５１条の２第３項

第３６条第１項、第２

項

第４６条第１項

第４８条第４項

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

資産対応証券の募集等の取扱いを行

う特定譲渡人

特定目的会社

特定目的信託の原委託者

第２９０条第２項第１

号、第３項

第２９０条第３項

第２９０条第２項第２号

第２０９条

第２１７条第１項

第２８６条第１項



〔保振法〕

〔社振法〕

〔社登法〕

〔本人確認法〕
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検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

保管振替機関第４１条の２第２項第８条第１項

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

振替機関第１３６条第２項第２０条第１項

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

登録機関第９条第３項第１０条

検査又は報告・資料の徴取の対象
証 券 監 視 委 へ の

権 限 委 任 規 定

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定

証券会社、外国証券会社、投資信託

委託業者、金融先物取引業者、登録

金融機関、証券金融会社、保管振替

機関、保管振替機関の参加者、振替

機関、口座管理機関

第１３条第４項第１号、

同項第２号、第５項

第７条、第８条第１

項



�　犯則事件の調査の権限、範囲

①　犯則事件の調査の権限

　犯則事件の調査は、内閣総理大臣及び金融庁長官から委任

を受けた権限に基づいて行う証券会社等に対する検査及び報

告・資料の徴取とは異なり、監視委員会職員の固有の権限と

して規定されており、また、権限行使の対象も証券会社等に

限定されず、広く投資者を含め証券取引等に関与するすべて

の者に対し行使することができる。

　具体的な権限は、以下のとおりである。

②　犯則事件の範囲（主なもの）

　犯則事件の範囲は、取引の公正を害するものとして政令（証

取法施行令第４５条、外証法施行令第２３条、金先法施行令第３３

条）及び本人確認法第１８条において定められており、個別的

に掲げると以下のとおりである。

〔証取法〕
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犯則事件の調査の権限根拠規定

犯則嫌疑者等に対する質問、犯則嫌疑者等が所持し又

は置き去った物件の検査、犯則嫌疑者等が任意に提出

し又は置き去った物件の領置等の任意調査権限

証取法第２１０条

外証法第５３条

金先法第１７０条

本人確認法第１８条

裁判官の発する許可状により行う臨検、捜索及び差押

えの強制調査権限

証取法第２１１条

外証法第５３条

金先法第１７１条

本人確認法第１８条

規　定　の　概　要行為者条　項

有価証券届出書、有価証券報告書等の提出義

務等

発 行 者第５条、第２４条

等
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規　定　の　概　要行為者条　項

発行登録書等の提出義務等

公開買付届出書等の提出義務等

大量保有報告書等の提出義務等

証券会社に対する認可の条件

先物取引等の概要等を記載した書面の顧客へ

の事前交付義務

取引報告書の作成、顧客への交付義務

損失保証・損失補てん等の禁止

不正の手段・計画等の禁止、虚偽表示による

財産取得の禁止等

相場変動の目的等の風説の流布、偽計、暴行

等の禁止

相場操縦的行為の禁止

証券会社等の自己計算取引及び過当な数量の

売買取引等の制限

役員・主要株主の特定有価証券等の売買報告

書の提出義務等

役員・主要株主による特定有価証券の一定額

を超える売付けの禁止等

会社関係者等による内部者取引の禁止

公開買付者等関係者等による内部者取引の禁

止

虚偽の相場の公示、虚偽文書の頒布等の禁止

対価を受けた証券記事等の制限

募集又は売出しに際しての有利買付け等の表

示の禁止

不特定多数者向け勧誘等に際しての一定の額

の配当等の表示の禁止

発行登録者

公開買付者

大量保有者等

証 券 会 社

証券会社等

証券会社等

証券会社等

何 人 も

何 人 も

何 人 も

証券会社等

会社役員等

会社役員等

会社関係者等

公開買付者等

関 係 者 等

何 人 も

何 人 も

何 人 も

有価証券の不

特定多数者向

け勧誘等をす

る者等

第２３条の３等

第２７条の３等

第２７条の２３等

第２９条の２

第４０条

第４１条

第４２条の２

第１５７条

第１５８条

第１５９条

第１６１条第１項

第１６３条、第１６４

条

第１６５条

第１６６条

第１６７条

第１６８条

第１６９条

第１７０条

第１７１条



〔外証法〕

〔金先法〕

〔本人確認法〕
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規　定　の　概　要行為者条　項

相場操縦的行為の禁止

過当な件数の取引等の制限

呑行為の禁止

認可の条件

広告の規制

受託契約の概要等を記載した書面の顧客への

事前交付義務

成立した取引に係る書面の委託者への交付義

務

委託証拠金等の受領に係る書面の委託者への

交付義務

受託等のための不正行為の禁止

虚偽の相場の公示の禁止

何　 人　 も

会　 員　 等

会　 員　 等

海外金先市場

開設者

金 先 業 者

金 先 業 者

金 先 業 者

金 先 業 者

何　 人　 も

何　 人　 も

第４４条

第４５条

第４７条

第５５条の３

第６９条

第７０条第１項

第７１条第１項

第７２条第１項

第１３８条

第１３９条

規　定　の　概　要行為者条　項

本人特定事項の虚偽申告の禁止顧 客 等

代 表 者 等

第３条第４項

規　定　の　概　要行為者条　項

証券会社に対する認可の条件

先物取引等の概要等を記載した書面の顧客へ

の事前交付義務

取引報告書の交付義務

外国証券会社損失保証・損失補てん等の禁止

外国証券会社

外国証券会社

外国証券会社

外国証券会社

等

第７条第３項

第１４条

�
�
�
�
�
�



�　課徴金調査の権限、範囲

①　課徴金調査の権限

　課徴金制度の導入に伴い、証券監視委は、課徴金に係る事

件について必要な調査をするため、事件関係人等に対する質

問又は報告等の徴取及び検査の権限を内閣総理大臣及び金融

庁長官から委任されている。

　具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔証取法〕

②　課徴金調査の範囲

　上記質問・報告等の徴取及び検査の権限の範囲は、証取法

において定められており、個別的に掲げると以下のとおりで

ある。
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質問・報告等の徴取及び検査の対象
証券監視委への権

限 委 任 規 定

質問・報告等の徴取、

検 査 の 権 限 規 定

有価証券届出書の届出者、発行登録

書の提出者、有価証券報告書の提出

者、自己株券買付状況報告書の提出

者、親会社等状況報告書の提出者、

有価証券の引受人、その他の関係者、

参考人

事件関係人、参考人

第１９４条の６第３項

第１９４条の６第２項

第７号

第２６条

第１７７条

（注）報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。



〔証取法〕

�　開示検査の権限

　開示検査の権限については、ディスクロージャー制度の信頼

性確保に向けた有価証券報告書等の審査体制の強化策として、

有価証券届出書等の開示書類提出義務者に対する報告等の徴取

又は検査を行う権限が、平成１７年７月より、内閣総理大臣及び

金融庁長官から、証券監視委に委任されている。

　具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔証取法〕
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規　定　の　概　要条　　項

虚偽の有価証券届出書（募集・売出しの発行開示）等

の提出により有価証券を取得させ、売り付けた者等へ

の課徴金納付命令

虚偽の有価証券報告書等を提出した者への課徴金納付

命令

風説の流布又は偽計により相場を変動させた者への課

徴金納付命令

相場操縦により相場変動させる上場有価証券売買等を

した者への課徴金納付命令

会社関係者等による内部者取引違反をした者による課

徴金納付命令

第１７２条

第１７２条の２

第１７３条

第１７４条

第１７５条

（注）下線は平成１７年１２月１日より適用。

報告・資料の徴取及び検査の対象
証券監視委への権

限 委 任 規 定

報告・資料の徴取、

検 査 の 権 限 規 定

有価証券届出書の届出者、発行登録

書の提出者、有価証券報告書の提出

者、自己株券買付状況報告書の提出

者、親会社等状況報告書の提出者、

有価証券の引受人、その他の関係者、

参考人

第１９４条の６第３項第２６条
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報告・資料の徴取及び検査の対象
証券監視委への権

限 委 任 規 定

報告・資料の徴取、

検 査 の 権 限 規 定

公開買付者、その特別関係者、その

他の関係者、参考人

意見表明報告書の提出者、その関係

者、参考人

公開買付者、その他の関係者、参考

人

大量保有報告書の提出者、その提出

者の共同保有者、その他の関係者、

参考人

大量保有報告書に係る株券等の発行

者である会社、参考人（注１）

監査証明を行った会計士又は監査法

人（注１）

以下同上第２７条の２２第１項

第２７条の２２第２項

第２７条の２２の２第２

項において準用する

第２７条の２２第１項

第２７条の３０第１項

第２７条の３０第２項

第１９３条の２第４項

（注１）報告・資料の徴取に係る権限のみ。

（注２）以下の権限については証券監視委に委任されていない。

・有価証券届出書等の効力発生前における届出者等に対する報告徴取

及び検査権限（証取法施行令第３８条の２第１項第１号及び第２号）

・公開買付期間中における公開買付者等及び意見表明報告書の提出者

等に対する報告徴取及び検査権限（証取法施行令第３８条の２第１項

第３号）

（注３）上記の報告徴取権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要がある

と認められる場合における検査権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨

げないこととなっており（証取法施行令第３８条の２第１項ただし書）、

これらの権限及び（注２）に掲げる権限については、金融庁長官から財

務局長等に委任されている。



１－８　証券監視委と自主規制機関との関係の概念図

－174－



２　証券監視委の活動実績等

２－１　証券監視委の活動状況

総　括　表
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合計１７１６１５１４１３１２１１４～１０区　　分 
事務年度

８５１１１１１０１０７５７２４犯則事件の告発 （件）
３２６
（７）

３９
（７）１７２６３０２６３４３７１１７勧 告　　　（件）

３１６
（７）

２９
（７）１７２６３０２６３４３７１１７証券会社等に対する

処分に係る勧告

９９―――――――課徴金調査に基づく
勧告（不公正取引）

１１―――――――開示検査結果に基づ
く勧告

１２５―１２――２２建 議　　　（件）
内１，０１８内７３内８３内９２内８１内７２内７３内６６内４７８

証券会社　　　　（社）

証

券

検

査

１，３１５９８１１３１２４１１８９６９６８６５８４
内１，０１８内７３内８３内９２内８１内７２内７３内６６内４７８

国内証券会社
１，１６５８８９６１０７９８８２８２７２５４０

１５０１０１７１７２０１４１４１４４４外国証券会社
内１１５内２３内２０内１０内１１内５内１内０内４５

登録金融機関 （機関）
１４３２８２７１３１３７３０５２

内１内１内０内０内―内―内―内―内―
証券仲介業者 （業者）

１１００―――――
内１５（１３）内１３（１３）内０内１内０内０内０内０内１

金融先物取引業者（社）
１５（１３）１３（１３）０１００００１
内２５内２５内―内―内―内―内―内―内―投信・投資顧問業者等

（業者） ４１４１―――――――

７２０２０２００１自主規制機関
 （機関、社）

９１３９３６７６７７８５７６２８０４０９問題点が認められた会
社（社）

２２２２―――――――開　示　検　査 （件）
内２，１８６内３２０内３０７内３０５内２５５内１２２内１２１内９９内６５７

取　引　審　査 （件）
５，３７４８７５６７４６８７６８４３９２２６５３２６１，４７１

（注）
１．事務年度とは７月から翌年６月までをいう。
２．証券検査、開示検査の計数は、着手ベースの実施件数である。
３．内書きの数字は、財務局等に係るものである。
４．（　）書きの数値は、外国為替証拠金取引業者に係るものである。
５．上記の証券会社に対する検査のほか、財務局等において委員会担当証券会社の支店単
独検査を実施している。

６．投信・投資顧問業者等とは、投信・投資顧問業者及び投資法人をいう。



２－２　告発実施状況

１　告発件数等一覧表

２　告発事件の概要一覧表（平成１８年６月末日現在。関係条文、肩

書きは、犯則行為時点のもの。）
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合計１７事務年度１６事務年度１５事務年度１４事務年度１３事務年度４～１２事務年度区分

８５１１１１１０１０７３６告発件数

２７２３２１８２８２２２４１４８告発人数

判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

①につき
６．１０．３（東京地裁）
　不動産会社社長
　　懲役２年６月
　　（執行猶予４年）
　金融業者役員
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
（いずれも確定）

②につき
　不動産会社社長　不起訴

①　日本ユニシス㈱の株価を高
騰させ、自ら売り抜けること
を目的とした十数名の名義に
よる仮装売買、買い上がり買
付け等。

（嫌疑者）不動産会社社長
　　　　　金融業者役員

②　上記売買の過程において発
行済株式総数の５％を超える
株式を保有するに至ったにも
かかわらず、大量保有報告書
を提出していなかった。

（嫌疑者）不動産会社社長

証取法第１２５
条第１項、第
２項等
（相場操縦）

証取法第２７条
の２３第１項等
（大量保有報
告書の不提出）

５．５．２１１

（注）事務年度：７月～翌年６月
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１３．９．２８（東京地裁）
　同社社長
　　懲役１年８月
　同社役員
　　懲役１年２月
１５．１１．１３（東京高裁）
　同社役員
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
１５．１１．１８（東京高裁）
　同社社長
　　懲役１年８月
　　（執行猶予４年）
（いずれも確定）

�アイペックは、関連会社を利
用した架空売上の計上等により
粉飾経理を行い、虚偽の記載を
した有価証券報告書を提出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　役員

証取法第１９７
条第１号の２
同法第２０７条
第１項等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

６．５．１７２

６．１２．２０（大阪簡裁）
　会社役職員
　取引先職員２４名
　　罰金２０～５０万円
　　（略式命令）
８．５．２４（大阪地裁）
　医師
　　罰金３０万円
９．１０．２４（大阪高裁）
　医師
　　原判決破棄
　　地裁へ差戻し
１１．２．１６（最高裁）
　医師
　　原判決破棄
　　高裁へ差戻し
１３．３．１６（大阪高裁）
　医師
　　控訴を棄却
１６．１．１３（最高裁）
　医師
　　上告棄却
（いずれも確定）

日本商事㈱の新薬の投与による
副作用死亡例の発生（重要事実）
を知り、公表前に同社株券を売
り付けた。

（嫌疑者）会社役職員
　　　　　取引先職員
　　　　　医師（第一次情報受

領者）

証取法第１６６
条第１項、第
３項同法第
２００条第６号
等
（内部者取引）

６．１０．１４３
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

７．３．２４（東京簡裁）
　取引銀行
　　罰金５０万円
　同行役職員２名
　　罰金２０～５０万円
　取引先、同社職員
　　罰金３０万円
　　（略式命令）
（いずれも確定）

新日本国土工業㈱の約束手形の
不渡りの発生（重要事実）を知
り、公表前に同社株券を売り付
けた。

（嫌疑者）取引銀行
　　　　　同行役職員
　　　　　取引先
　　　　　同社職員

証取法第１６６
条第１項
同法第２０７条
第１項等
（内部者取引）

７．２．１０４

８．３．２２（東京地裁）
　　懲役１年４月
　　（執行猶予３年）
（確定）

テーエスデー㈱の社長は、同社
株券の価格を騰貴させるため、
虚偽の事実を発表。

（嫌疑者）当該会社社長

証取法第１５８
条
同法第１９７条
第９号
（風説の流布）

７．６．２３５

８．２．１９（東京簡裁）
　同社社長
　同社役職員４名
　　罰金３０～５０万円
　　（略式命令）
８．１２．２４（東京地裁）
　証券会社
　　罰金１，５００万円
　同社役員
　　懲役６月
　　（執行猶予２年）
（いずれも確定）

千代田証券㈱は、株式取引の自
己勘定から顧客勘定への付け替
えにより損失補てん及び利益の
追加。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社役職員
　　　　　顧客

証取法第５０条
の３第１項
同法第２０７条
第１項等
（損失補てん）

７．１２．２２６

９．７．２８（東京地裁）
　　懲役６月
　　（執行猶予３年）
　　追徴金約２，６００万円
１０．９．２１（東京高裁）
　　原判決破棄
　　地裁へ差戻し
１１．６．１０（最高裁）
　　原判決破棄
　　高裁へ差戻し
１２．３．２４（東京高裁）
　　控訴棄却
（確定）

日本織物加工㈱の第三者割当増
資の決定（重要事実）を知り、
公表前に知人名義等で同社株券
を買い付けた。

（嫌疑者）割当先監査役（弁護
士）

証取法第１６６
条第１項、第
２項
同法第２００条
第６号
（内部者取引）

８．８．２７
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

９．１．３０（東京簡裁）
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
（確定）

特定の株券の価格を騰貴させ自
ら売り抜けるため、「ギャンぶる
大帝」の袋とじ株式欄に虚偽の
事実を記載。

（嫌疑者）雑誌監修人（投資顧
問業）

証取法第１５８
条
同法第１９７条
第９号
（風説の流布）

９．１．１７８

９．５．１（名古屋簡裁）
　同社役員及び関連会社
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
９．９．３０（名古屋地裁）
　同社会長
　　懲役６月
　　（執行猶予３年）
（いずれも確定）

㈱鈴丹の子会社の破綻に伴う損
失等の発生（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を売り付け
た。

（嫌疑者）当該会社会長
当該会社役員
関連会社

証取法第１６６
条第１項
同法第２０７条
第１項等
（内部者取引）

９．４．８９

９．５．２７（東京簡裁）
　割当先社長及び割当先会
社等
　　罰金３０万円
（略式命令）
（いずれも確定）

シントム㈱の第三者割当増資の
決定（重要事実）を知り、公表
前に知人名義等で同社株券を買
い付けた。

（嫌疑者）割当先社長
　　　　　割当先会社等

証取法第１６６
条第３項
同法第２００条
第６号等
（内部者取引）

９．４．２５１０

１１．１．２０（東京地裁）
　証券会社
　　罰金１億円
　同社社長、同社役員Ａ
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　同社役員Ｂ
　　懲役８月
　　（執行猶予３年）
１１．４．２１（東京地裁）
　顧客
　　懲役９月
　　追徴金約６億９，３００万円
（いずれも確定）
（注）山一、日興、大和證券
関連と共に一括審査

野村證券㈱は、株式等取引の自
己勘定から顧客勘定への付け替
え等により損失補てん。顧客は、
損失補てんを要求。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社役員
　　　　　顧客

証取法第５０条
の３第１項
同法第２０７条
第１項等
（損失補てん）

９．５．１３１１
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１０．７．１７（東京地裁）
　証券会社
　　罰金８，０００万円
　同社役員Ａ
　　懲役１０月
　　（執行猶予２年）
１０．９．３０（東京地裁）
　同社副社長
　　懲役１年
　（執行猶予３年）
１０．１１．６（東京地裁）
　同社職員
　　懲役１０月
　　（執行猶予２年）
　同社役職員２名　
　　懲役８月
　　（執行猶予２年）
１１．４．２１（東京地裁）
　顧客
　　懲役９月
　　追徴金約６億９，３００万円
（注）１１号事件と一括審理
１１．６．２４（東京地裁）
　同社役員Ｂ
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
１２．３．２８（東京地裁）
　同社社長
　　懲役２年６月
１３．１０．２５（東京高裁）
　同社社長
　　懲役３年
　　（執行猶予５年）
（いずれも確定）

山一證券㈱は、海外先物取引の
自己勘定から顧客勘定への付け
替えにより損失補てん及び利益
の追加。顧客は、損失補てんを
要求。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社副社長
　　　　　当該会社役職員
　　　　　顧客

証取法第５０条
の３第１項、
第２項
同法第２０７条
第１項等
（損失補てん）

９．９．１７１２
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１０．９．２１（東京地裁）
　証券会社
　　罰金１，０００万円
　同社副社長、同社職員
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
　同社役員２名
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
１１．４．２１（東京地裁）
　顧客
　　懲役９月
　　追徴金約６億９，３００万円
（注）１１号事件と一括審理
（いずれも確定）

日興證券㈱は、株式取引の自己
勘定から顧客勘定への付け替え
により損失補てん。顧客は、損
失補てんを要求。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社副社長
　　　　　当該会社役職員
　　　　　顧客

証取法第５０条
の３第１項
同法第２０７条
第１項等
（損失補てん）

９．１０．２１１３

１０．７．１７（東京地裁）
　証券会社
　　罰金８，０００万円
　同社役員Ａ
　　懲役１０月
　　（執行猶予２年）
１０．９．３０（東京地裁）
　同社副社長
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
１０．１１．６（東京地裁）
　同社役職員２名
　　懲役８月
　　（執行猶予２年）
１１．１．２９（東京地裁）
　同社役員Ｂ
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
１１．６．２４（東京地裁）
　同社役員Ｃ
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
１２．３．２８（東京地裁）
　同社社長
　　懲役２年６月
１３．１０．２５（東京高裁）
　同社社長
　　懲役３年
　　（執行猶予５年）
（いずれも確定）

山一證券㈱は、海外先物取引の
自己勘定から顧客勘定への付け
替えにより損失補てん。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社副社長
　　　　　当該会社役職員

証取法第５０条
の３第１項
同法第２０７条
第１項等
（損失補てん）

９．１０．２３１４
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１０．１０．１５（東京地裁）
　証券会社
　　罰金４，０００万円
　同社副社長
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　同社役職員３名
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
　同社役職員２名
　　懲役８月
　　（執行猶予３年）
１１．４．２１（東京地裁）
　顧客
　　懲役９月
　　追徴金約６億９，３００万円
（注）１１号事件と一括審理
（いずれも確定）

大和證券㈱は、株式取引の自己
勘定から顧客勘定への付け替え
により損失補てん。顧客は、損
失補てんを要求。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社副社長
　　　　　当該会社役職員
　　　　　顧客

証取法第５０条
の３第１項、
第２項
同法第２０７条
第１項等
（損失補てん）

９．１０．２８１５

１０．９．２１（東京地裁）
　証券会社
　　罰金１，０００万円
　同社副社長、同社役員
　　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
（いずれも確定）

日興證券㈱は、株式取引の自己
勘定から顧客勘定への付け替え
により利益追加。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社副社長
　　　　　当該会社役員

証取法第５０条
の３第１項
同法第２０７条
第１項等
（損失補てん）

１０．３．９１６

１２．３．２８（東京地裁）
　同社会長
　　懲役２年６月
　　（執行猶予５年）
　同社社長
　　懲役２年６月
１３．１０．２５（東京高裁）
　同社社長
　　懲役３年
　　（執行猶予５年）
（いずれも確定）

山一證券㈱は、有価証券の含み
損を国内・海外のペーパーカン
パニー等に飛ばしを行うことで
隠蔽し、虚偽の記載をした有価
証券報告書を提出。

（嫌疑者）証券会社
　　　　　当該会社会長
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社副社長

証取法第１９７
条第１号
同法第２０７条
第１項第１号
等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１０．３．２０１７

１０．８．２６（横浜簡裁）
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
（確定）

トーソク㈱の株券について、親
会社が他社（買収先）へ一括株
式譲渡を実施すること（重要事
実）を知り、公表前に親族名義
口座で同社株券を買い付けた。

（嫌疑者）親会社役員

証取法第１６７
条第１号
同法施行令第
３１条
同法第２００条
第６号
（内部者取引）

１０．５．２９１８
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１０．７．１７（東京簡裁）
　関連会社職員の親族
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
１０．１１．１０（東京地裁）
　関連会社役員　
　　懲役６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金５０万円
（いずれも確定）

大都工業㈱の会社更生手続開始
の申立ての決定（重要事実）を
知り、公表前に信用取引等を利
用して同社株券を売り付けた。

（嫌疑者）関連会社役員
　　　　　関連会社職員の親族

証取法第１６６
条第３項
同法第２００条
第６号
（内部者取引）

１０．７．６１９

１１．３．１９（東京地裁）
　証券会社職員
　　懲役６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金５０万円
１２．３．２８（東京地裁）
　合併相手先役員
　　懲役６月
　　罰金５０万円
１２．１１．２０（東京高裁）
　合併相手先役員
　　控訴棄却
１５．１２．３（最高裁）
　合併相手先役員
　　上告棄却
（いずれも確定）

日本エム・アイ・シー㈱のベン
チャー企業の吸収合併の決定
（重要事実）を知り、公表前に
仮名口座で同社株券を買い付け
た。

（嫌疑者）合併相手先役員
　　　　　証券会社職員

証取法第１６６
条第１項
同法第２００条
第６号等
（内部者取引）

１０．１０．３０２０

１１．２．１０（東京簡裁）
　部下職員
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
１１．４．１３（東京地裁）
　取引先役員
　　懲役１年
　　罰金２００万円
１１．１０．２９（東京高裁）
　取引先役員
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　罰金２００万円
（いずれも確定）

トーア・スチール㈱の解散の決
定（重要事実）を知り、公表前
に信用取引を利用して部下の親
族名義口座で同社株券を売り付
けた。

（嫌疑者）取引先役員
　　　　　同部下職員

証取法第１６６
条第１項
同法第１９８条
第１５号等
（内部者取引）

１０．１２．１７２１
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１１．４．１３（東京地裁）
　　懲役１０月
　　罰金２００万円
１１．１０．２９（東京高裁）
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
　　罰金２００万円
（確定）

トーア・スチール㈱の解散の決
定（重要事実）を知り、公表前
に信用取引を利用して同社株券
を売り付けた。

（嫌疑者）同業他社社長

証取法第１６６
条第３項
同法第１９８条
第１５号等
（内部者取引）

１１．２．１０２２

１１．６．２４（大阪地裁）
　金融業者役員
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　金融業者
　　罰金４００万円
（いずれも確定）

昭和化学工業㈱の株価を高騰さ
せ、自ら売り抜けることを目的
とした十数名の名義による仮装
売買、買上がり買付け等。

（嫌疑者）金融業者
　　　　　金融業者役員

証取法第１５９
条第１項、第
２項
同法第１９７条
等
（相場操縦）

１１．３．４２３

１４．９．１０（東京地裁）
　同行頭取
　　懲役３年
　　（執行猶予４年）
　同行副頭取２名
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
１７．６．２１（東京高裁）
　いずれも控訴棄却

いずれも公判係属中（最高
裁）

㈱日本長期信用銀行は、関連親
密企業への融資に関して適正な
引当・償却を行わないことによ
り粉飾経理を行い、虚偽の記載
をした有価証券報告書を提出。

（嫌疑者）当該銀行
　　　　　当該銀行頭取
　　　　　当該銀行副頭取

証取法第１９７
条第１号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１１．６．３０２４

１６．５．２８（東京地裁）
　同行会長
　　懲役１年４月
　　（執行猶予３年）
　同行頭取
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　同行副頭取
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）

いずれも公判係属中（東京
高裁）

㈱日本債券信用銀行は、取立不
能と見込まれる貸出金に関して
適正な引当・償却を行わないこ
とにより粉飾経理を行い、虚偽
の記載をした有価証券報告書を
提出。

（嫌疑者）当該銀行
　　　　　当該銀行会長
　　　　　当該銀行頭取、
　　　　　当該銀行副頭取
　　　　　当該銀行役員

証取法第１９７
条第１号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１１．８．１３２５
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１２．５．１９（横浜地裁）
　会社社長
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
（確定）

㈱ヒューネットの株価を高騰さ
せ、自ら売り抜けることを目的
とした数名の名義による仮装売
買等。

（嫌疑者）会社社長
　　　　　会社役員

証取法第１５９
条第１項第１
号、第２項第
１号、第４項
同法第１９７条
第８号等
（相場操縦）

１１．１２．３２６

１４．９．１２（東京地裁）
　同社副社長
　　懲役７年
　　罰金６，０００万円
　当該会社
　　罰金１，０００万円
１５．８．１１（東京高裁）
　いずれも控訴棄却
（いずれも確定）

㈱ヤクルト本社は、プリンスト
ン債が償還済であるという事実
を隠蔽し、資産及び収益を過大
に計上する方法で、虚偽の記載
をした半期報告書を提出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社副社長
　　　　　証券会社会長

証取法第１９８
条第４号等
（虚偽の半期
報告書の提
出）

１１．１２．２７２７

１３．１．３０（横浜地裁）
同社社長
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
（確定）

㈱テスコンは、架空売上の計上
により粉飾経理を行い、虚偽の
記載をした有価証券報告書を提
出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社役員

証取法第１９７
条第１号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１２．１．３１２８

１２．３．２２（東京簡裁）
　同社役職員２名
　　罰金３０万円
　　（略式命令）
（いずれも確定）

クレスベール・インターナショ
ナル・リミテッドは、プリンス
トン債を販売するため「当局の
承認が得られている商品であ
る」旨の虚偽の資料を使用。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社役職員

証取法第１５８
条
同法第１９７条
第６号等
（偽計）

１２．３．２１２９

１４．１０．１０（東京地裁）
　同社会長
　　懲役３年
　　罰金６，４００万円
１５．１１．１０（東京高裁）
　　控訴棄却
公判係属中（最高裁）

クレスベール・インターナショ
ナル・リミテッドは、プリンス
トン債を販売するため、投資家
に虚偽の説明。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長

証取法第１５８
条
同法第１９７条
第６号等
（偽計）

１２．３．２２３０
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１２．７．１９（東京地裁）
　　懲役８月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金約４４９万円
（確定）

㈱ピコイが和議開始の申立てを
行うこと（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を売り付け
た。

（嫌疑者）取引先役員

証取法第１６６
条第３項等
同法第１９８条
第１５号
（内部者取引）

１２．５．２６３１

１２．１１．２８（東京簡裁）
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
　　追徴金約１５８万円
（確定）

㈱プレナスが子会社の異動を伴
う株券の取得を行う（重要事実）
ことを知り、公表前に同社株券
を買い付けた。

（嫌疑者）当該会社役員の姉

証取法第１６６
条第３項等
同法第１９８条
第１５号
（内部者取引）

１２．１１．２８３２

１２．１２．４（東京簡裁）
　会社役員ら３名
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
１４．１１．８（東京地裁）
　会社役員１名
　　懲役２年
　　（執行猶予４年）
　　罰金６００万円
（いずれも確定）

㈱東天紅の株価を高騰させるた
め、公開買付けをする旨の虚偽
発表をするとともに、虚偽の大
量保有報告書を提出。

（嫌疑者）会社役員等

証取法第１５８
条等
同法第１９７条
第１項第５号
等
（風 説 の 流
布、虚偽の大
量保有報告書
の提出）

１２．１２．４３３

１４．１１．８（東京地裁）
　　懲役２年
　　（執行猶予４年）
　　罰金６００万円
（確定）

会社役員は、㈱東天紅の株券の
大量保有者になったにもかかわ
らず、期限までに大量保有報告
書を提出しなかった。
　
（嫌疑者）会社役員

証取法第２７条
の２３第１項
同法第１９８条
第５号
（大量保有報
告書の不提
出）

１２．１２．４３４

１３．５．２９（東京地裁）
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金約１，４１４万円
（確定）

武藤工業㈱が他社と資本業務提
携を行う（重要事実）ことを知
り、公表前に同社株券を買い付
けた。

（嫌疑者）提携先社員（公認会
計士）

証取法第１６６
条第１項等
同法第１９８条
第１５号
（内部者取引）

１３．３．１２３５
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１４．９．１２（名古屋地裁）
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　追徴金約２，８１８万円
（確定）

アイカ工業㈱の株価を高騰させ
ることを目的とした複数名義に
よる買上がり買付け、仮装売買
等。

（嫌疑者）会社社長

証取法第１５９
条第１項第１
号、第２項第
１号
同法第１９７条
第１項第５号
（相場操縦）

１３．４．２７３６

１４．１０．８（大阪地裁）
　同社社長
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
　同社副社長
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　同社専務
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
（いずれも確定）

フットワークエクスプレス㈱は
架空収益の計上等により粉飾経
理を行い、虚偽の記載のある有
価証券報告書を提出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長

当該会社副社長
当該会社専務
当該会社社員

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１３．１２．２０３７

１５．７．３０（東京地裁）
　会社役員Ａ
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
　　追徴金約１億１，３９５万円
１５．１１．１１（東京地裁）
　無職Ｃ
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
　　追徴金約１億２，０８０万円
（いずれも確定）
１５．１１．１１（東京地裁）
　会社役員Ｂ
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
　　追徴金約１億２，０８０万円
１６．７．１４（東京高裁）
　　控訴棄却
公判係属中（最高裁）

志村化工㈱の株価を高騰させる
ことを目的とした買上がり買付
け、仮装売買等。

（嫌疑者）会社役員等

証取法第１５９
条第１項第１
号等、第２項
第１号
同法第１９７条
第１項第７号
（相場操縦）

１４．３．２０３８

１４．１０．１６（東京地裁）
　　懲役８月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金約９２２万円
（確定）

㈱ティーアンドイーソフトが他
社と業務提携を行う（重要事実）
ことを知り、公表前に同社株券
を買い付けた。

（嫌疑者）記者発表会業務下請
会社役員

証取法第１６６
条第１項等
同法第１９８条
第１５号
（内部者取引）

１４．３．２６３９
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１４．６．１０（大阪簡裁）
　公認会計士２名
　　罰金５０万円
　　（略式命令）
（いずれも確定）
　公認会計士１名
 （大阪地裁）
　　死亡による公訴棄却

フットワークエクスプレス㈱の
監査業務を行った公認会計士が
架空収益を計上するなどした虚
偽の記載のある有価証券報告書
を提出。

（嫌疑者）公認会計士

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１４．６．７４０

１５．３．１３（大阪地裁）
　同社会長
　　懲役２年６月
１５．３．３１（大阪地裁）
　同社役員
　　懲役３年６月
１５．９．１６（大阪高裁）
　同社会長
　　控訴棄却
１６．１．１６（最高裁）
　同社会長
　　上告棄却
（いずれも確定）

㈱ナナボシは、平成１２年３月期
及び平成１３年３月期決算におい
て、架空工事の受注工事代金の
計上により粉飾経理を行い、虚
偽の記載のある有価証券報告書
を提出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長
　　　　　当該会社役員

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１４．６．２８４１

１５．５．２（東京地裁）
　銀行員
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金約４００万円
　医師
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
　　罰金５０万円
　　追徴金約４００万円
１５．１１．２８（東京高裁）
　医師
　　控訴棄却
１６．５．３１（最高裁）
　医師
　　上告棄却
（いずれも確定）

コカ・コーラウェストジャパン
㈱が、三笠コカ・コーラボトリ
ング㈱の株券を公開買付けする
こと（重要事実）を知り、公表
前に同社株券を買い付けた。

（嫌疑者）銀行員（契約締結先）
等

証取法第１６７
条第１項等
（内 部 者 取
引）

１４．６．２８４２
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１５．５．２（東京地裁）
　銀行員
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金約４００万円
　医師
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
　　罰金５０万円
　　追徴金約４００万円
１５．１１．２８（東京高裁）
　医師
　　控訴棄却
１６．５．３１（最高裁）
　医師
　　上告棄却
（いずれも確定）
（注）４２号事件と一括審理

三陽エンジニアリング㈱が三陽
パックス㈱の株券を公開買付け
すること（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を買い付け
た。

（嫌疑者）銀行員（第一次情報
受領者）等

証取法第１６７
条第１項等
（内 部 者 取
引）

１４．６．２８４３

１５．２．２８（東京地裁）
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金約１，０４８万円
（確定）

㈱光通信が㈱クレイフィッシュ
の株券を公開買付けすること
（重要事実）を知り、公表前に
同社株券を買い付けた。

（嫌疑者）会社員

証取法第１６７
条第１項等
（内部者取引）

１４．７．３１４４

１５．３．１３（大阪地裁）
　同社会長
　　懲役２年６月
１５．３．３１（大阪地裁）
　同社役員
　　懲役３年６月
１５．９．１６（大阪高裁）
　同社会長
　　控訴棄却
１６．１．１６（最高裁）
　同社会長
　　上告棄却
（いずれも確定）
（注）４１号事件と一括審理

㈱ナナボシは、平成１０年３月期
及び平成１１年３月期決算におい
て、架空工事の受注工事代金の
計上により粉飾経理を行い、虚
偽の記載のある有価証券報告書
を提出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長
　　　　　当該会社役員

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１４．９．６４５
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１５．３．２８（広島簡裁）
　　罰金３０万円
　　追徴金３６万６千円
　　（略式命令）
（確定）

ドリームテクノロジーズ㈱の株
券を取引していた者が、同株券
の相場の変動を意図し、イン
ターネット上で募集した会員に
対し、電子メールで売買を推奨
する内容虚偽の情報を提供し
た。

（嫌疑者）当該株券取引者

証取法第１５８
条同法第１９７
条第１項第７
号
（風説の流布
及び偽計）

１４．１１．２９４６

１５．７．１４（東京地裁）
　同社会長
　　懲役２年
（確定）

㈱エムティーシーアイは、架空
資産を計上するなど虚偽の記載
のある貸借対照表を掲載した有
価証券報告書を提出。その後の
公募増資にあたり、上記貸借対
照表を掲載した有価証券届出書
を提出。
　
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券届出書及
び報告書の提
出）

１４．１２．１６４７

１５．９．１０（東京地裁）
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金約９２１万円
（確定）

ニチメン㈱が、㈱ニチメンイン
フィニティの株券を公開買付け
すること（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を買い付け
た。

（嫌疑者）公開買付代理人であ
った証券会社職員

証取法第１６７
条第１項等
（内部者取引）

１４．１２．１９４８

１５．７．１４（東京地裁）
　同社会長
　　懲役２年
（確定）
（注）４７号事件と一括審理

㈱エムティーシーアイは公募増
資にあたり、一般投資家に対し
て、虚偽の事実を公表した。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長

証取法第１５８
条同法第１９７
条第１項等
（偽計）

１４．１２．２６４９

１５．７．３（大阪地裁）
　会社職員
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金２９０万円
　職員知人
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金約２１０万円
（いずれも確定）

コカ・コーラウェストジャパン
㈱が、三笠コカ・コーラボトリ
ング㈱の株券を公開買付けする
こと（重要事実）を知り、公表
前に同社株券を買い付けた。

（嫌疑者）会社職員等

証取法第１６７
条第１項等
（内部者取引）

１５．２．１３５０
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１５．７．３（大阪地裁）
　会社職員
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金２９０万円
　職員実弟
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金約５４５万円
（いずれも確定）

コカ・コーラウェストジャパン
㈱が、三笠コカ・コーラボトリ
ング㈱の株券を公開買付けする
こと（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を買い付け
た。

（嫌疑者）会社職員等

証取法第１６７
条第１項等
（内部者取引）

１５．２．２０５１

１５．９．１７（東京地裁）
　同社専務
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
１５．１２．１１（東京地裁）
　同社常務
　　懲役４年
１６．７．２９（東京高裁）
　同社常務
　　控訴棄却
（いずれも確定）
１６．１０．７（東京地裁）
　同社会長
　　懲役８年
１７．９．２８（東京高裁）
　同社会長
　　控訴棄却
公判係属中（最高裁）

㈱ケイビーは架空売上を計上す
るなどの方法により粉飾経理を
行い、虚偽の記載のある有価証
券報告書を提出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長
　　　　　当該会社専務
　　　　　当該会社常務

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１５．３．２４５２

１５．１０．２１（東京地裁）
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
　　罰金７０万円
　　追徴金約８９１万円
（確定）

ニチメン㈱が、㈱ニチメンイン
フィニティの株券を公開買付す
ること（重要事実）を知り、公
表前に同社株券を買い付けた。

（嫌疑者）公開買付代理人であ
った証券会社職員

証取法第１６７
条第１項等
（内部者取引）

１５．５．２８５３

１６．１．３０（横浜地裁）
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金約８４５万円
（確定）

㈱ソーテックが、自己株式を取
得すること及び投資運用会社と
業務提携を行うこと（ともに重
要事実）を知り、公表前に同社
株券を買い付けた。
　
（嫌疑者）当該会社職員

証取法第１６６
条第１項等
（内部者取引）

１５．７．１６５４
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１７．２．１７（大阪地裁）
　同取引所副理事長
　　無罪
公判係属中（大阪高裁）

大阪証券取引所が開設する有価
証券オプション市場に上場され
ている株券オプションにつき、
投資家にその取引が繁盛に行わ
れていると誤解させることを目
的として仮装売買等を行った。

（嫌疑者）㈱大阪証券取引所
　　　　　同取引所副理事長
　　　　　証券会社
　　　　　証券会社代表取締役

証取法第１５９
条第１項第３
号等
（相場操縦）

１５．７．２５５５

１５．１０．３０（東京地裁）
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金約９３６万円
（確定）

ニチメン㈱が、㈱ニチメンイン
フィニティの株券を公開買付け
すること（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を買い付け
た。

（嫌疑者）公開買付代理人で
あった証券会社職員
（元課長）

証取法第１６７
条第１項等
（内部者取引）

１５．７．３０５６

１６．８．３（名古屋地裁）
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金約１，１０５万円
（確定）

㈱アイチコーポレーションの業
務に関し、他社と業務提携を行
うこと（重要事実）を知り、公
表前に同社株券を買い付けた。

（嫌疑者）会社役員

証取法第１６６
条第３項等
（内部者取引）

１５．１１．１４５７
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１７．２．８（東京地裁）
　会社役員Ａ
　　懲役２年６月
　　（執行猶予４年）
　　追徴金３億１，０８２万円
　同社役員
　　懲役２年６月
　　（執行猶予４年）
　　追徴金３億１，０８２万円
（いずれも確定）
　会社役員Ｂ
　　懲役２年６月
　　（執行猶予４年）
　　追徴金３億１，０８２万円
１７．３．１１（東京地裁）
　同社社長
　　懲役３年
　　（執行猶予５年）
　　追徴金３億１，０８２万円
（確定）
１７．９．７（東京高裁）
　会社役員Ｂ
　　控訴棄却
公判係属中（最高裁）

㈱キャッツの株価を高騰させる
ことを目的とした買上がり買付
け、仮装売買等を行った。

（嫌疑者）当該会社社長等

証取法第１５９
条第１項第１
号等
（相場操縦）

１６．２．２４５８

１６．５．２７（名古屋地裁）
　　懲役１０月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
（確定）

大日本土木㈱が民事再生手続開
始の申立てを行うこと（重要事
実）を知り、公表前に信用取引
を利用して同社株券を売り付け
た。

（嫌疑者）会社員

証取法第１６６
条第３項等
（内部者取引）

１６．２．２７５９
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１７．３．４（東京地裁）
　会社役員Ｃ
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
１７．３．１１（東京地裁）
　同社社長
　　懲役３年
　　（執行猶予５年）
　　追徴金３億１，０８２万円
（注）５８号事件と一括審理
（いずれも確定）
１８．３．２４（東京地裁）
　公認会計士
　　懲役２年
　　（執行猶予４年）
公判係属中（東京高裁）

㈱キャッツは同社役員への貸付
金を消費寄託契約に基づく預け
金として計上した虚偽の記載の
ある半期報告書を提出し、
また、同社が保有する株式の取
得価格を水増しして計上した虚
偽の記載のある有価証券報告書
を提出した。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　会社役員
　　　　　公認会計士

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の半期
報告書及び有
価証券報告書
の提出）

１６．３．２９６０

１６．９．３（大阪地裁）
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金約９４５万円
（確定）

㈱デジタルが他社と業務提携を
行うこと（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を買い付け
た。

（嫌疑者）会社役員

証取法第１６６
条第１項等
（内部者取引）

１６．５．３１６１

１７．５．１３（大阪地裁）
　同社役員Ａ
　　懲役２年
　　（執行猶予４年）
１７．５．２０（大阪地裁）
　同社役員Ｂ
　　懲役２年
　　（執行猶予５年）
１７．７．１２（大阪地裁）
　同社役員Ｃ
　懲役２年６月
　　（執行猶予５年）
（いずれも確定）
１８．４．１８（大阪地裁）
　同社役員Ｄ
　　懲役６年
公判係属中（大阪高裁）

㈱森本組は完成工事総利益及び
当期末処理損失をそれぞれ粉飾
するなどした虚偽の記載のある
有価証券報告書を提出した。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社役員

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１６．６．２２６２
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１７．７．２２（東京地裁）
　会社役員Ａ
　　懲役１年２月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金６５５万円
１７．１０．１９（東京地裁）
　同社役員
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
　　追徴金１，０００万円
１８．２．２（東京高裁）
　会社役員Ａ
　　控訴棄却
１８．４．２６（最高裁）
　会社役員Ａ
　　上告棄却
（いずれも確定）
　会社役員Ｂ
　　死亡による公訴棄却

㈱イセキ開発工機が民事再生手
続開始の申立てを行うこと（重
要事実）を知り、公表前に同社
株券を売り付けた。

（嫌疑者）当該会社役員
会社役員（２名）

証取法第１６６
条第１項等
（内部者取引）

１６．６．２４６３

１７．５．２（大阪地裁）
　　懲役３年６月
　　罰金２００万円
１７．１０．１４（大阪高裁）
　　控訴棄却
１８．２．２０（最高裁）
　　上告棄却
（確定）

㈱メディア・リンクスが純利益
及び配当予想値の修正を行うこ
と（重要事実）を知り、公表前
に同社株券を売り付けた。

（嫌疑者）当該会社社長

証取法第１６６
条
第１項等（内
部者取引）

１６．１１．２６４
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１７．５．２（大阪地裁）
　同社社長
　　懲役３年６月
　　罰金２００万円
　当該会社
　　罰金５００万円
１７．１０．１４（大阪高裁）
　同社社長
　　控訴棄却
　当該会社
　　控訴棄却
１８．２．２０（最高裁）
　同社社長
　　上告棄却
（注）６４号事件と一括審理
　当該会社
　　上告棄却
（いずれも確定）

㈱メディア・リンクスは、同社
の株価を騰貴させるため、同社
が発行を決定した転換社債型新
株予約権付社債につき、払込み
がなされていないのに発行総額
について払込みが完了した旨の
虚偽の事実を公表した。また、
同社債の一部について株式転換
が完了し、資本金が充実された
旨虚偽の事実を公表した。

（嫌疑者）当該会社
当該会社社長

証取法第１５８
条
同法第１９７条
第１項第７号
等
（風説の流布
及び偽計）

１６．１１．１９６５

１７．１１．７（釧路地裁）
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金１００万円
（確定）

真柄建設㈱等複数銘柄の株価を
騰貴させることを目的とした見
せ玉を行った。

（嫌疑者）会社員

証取法第１５９
条第２項第１
号等
（相場操縦）

１６．１１．３０６６

１７．５．２（大阪地裁）
　同社社長
　　懲役３年６月
　　罰金２００万円
　当該会社
　　罰金５００万円
１７．１０．１４（大阪高裁）
　同社社長
　　控訴棄却
　当該会社
　　控訴棄却
１８．２．２０（最高裁）
　同社社長
　　上告棄却
（注）６４号事件及び６５号事件
と一括審理
　当該会社
　　上告棄却
（注）６５号事件と一括審理
（いずれも確定）

㈱メディア・リンクスは、架空
売上及び架空仕入れを計上する
などの方法により粉飾経理を行
い、虚偽の記載のある有価証券
報告書を提出。

（嫌疑者）当該会社
当該会社社長

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１６．１２．９６７
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公判係属中（東京地裁）㈱シーエスケイコミュニケー
ションズが㈱シーエスケイとの
株式交換（重要事実）により㈱
シーエスケイの完全子会社にな
ることを知り、公表前に同社株
券を買い付けた。

（嫌疑者）会社役員等

証取法第１６６
条第２項等
（内部者取引）

１７．１．２６６８

１７．１０．２８（東京地裁）
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金９０万円
　　追徴金約１，３７３万円
（確定）

コダックジャパンデジタルプロ
ダクトディベロップメント㈱
が、産業活力再生特別措置法の
適用を前提として、チノン㈱株
式の公開買付けを行うこと（重
要事実）を知り、公表前に同社
株券を買い付けた。

（嫌疑者）国家公務員

証取法第１６７
条第１項等
（内部者取引）

１７．３．１４６９

１７．６．２７（大阪地裁）
　同社役員
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金８０万円
　　追徴金約６２５万円
　役員妻
　　懲役１年
　　（執行猶予３年）
　　罰金５０万円
　　追徴金約６２５万円
（いずれも確定）

南野建設㈱が第三者割当増資に
よる新株の発行を行うこと（重
要事実）を知り、公表前に同社
株券を買い付けた。

（嫌疑者）当該会社役員等

証取法第１６６
条第１項等
（内部者取引）

１７．３．２２７０

１７．１０．２７（東京地裁）
　会社役員
　　懲役２年６月
　　（執行猶予４年）
　　罰金５００万円
　当該会社
　　罰金２億円
（いずれも確定）

西武鉄道㈱は、㈱コクドの所有
に係る西武鉄道㈱株式につき、
発行済み株式総数に対する所有
割合を少なく記載するなどし、
重要な事項につき虚偽の記載の
ある有価証券報告書を提出。

（嫌疑者）当該会社等

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１７．３．２２７１
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１７．１０．２７（東京地裁）
　会社役員
　　懲役２年６月
　　（執行猶予４年）
　　罰金５００万円
（注）７１号事件と一括審理
　親会社
　　罰金１億５，０００万円
（いずれも確定）

西武鉄道㈱が有価証券報告書に
継続的に㈱コクド所有に係る株
式等について虚偽の記載をして
きた事実（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を売り付け
た。

（嫌疑者）会社役員等

証取法第１６６
条第２項等
（内部者取引）

１７．３．２２７２

１８．７．７（東京地裁）
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
　　罰金５０万円
　　追徴金６５８万円

キヤノンソフトウェア㈱が株式
の分割を行うこと（重要事実）
を知り、公表前に同社株券を買
い付けた。

（嫌疑者）業務委託契約先社員

証取法第１６６
条第１項等
（内部者取引）

１７．６．１０７３

公判係属中（東京地裁）日信工業㈱の株価を高騰させる
ことを目的とした買上がり買付
け、仮装売買等を行った。

（嫌疑者）個人投資家

証取法第１５９
条第１項等
（相場操縦）

１７．６．２０７４

１８．３．２７（東京地裁）
　同社社長
　　懲役２年
　　（執行猶予３年）
　同社役員
　　懲役１年６月
　　（執行猶予３年）
（いずれも確定）

カネボウ㈱は、大量の不良在庫
等を抱え、業績が悪化していた
子会社を連結決算の対象からは
ずすなどの方法により、虚偽の
記載のある有価証券報告書を提
出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社役員

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１７．８．１７７５

公判係属中（東京地裁）公認会計士としてカネボウ㈱の
監査業務を行った際、大量の不
良在庫等を抱え、業績が悪化し
ていた子会社を連結決算の対象
からはずすなどの方法により、
虚偽の記載をした有価証券報告
書を提出。

（嫌疑者）公認会計士

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１７．９．３０７６
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

公判係属中（大阪地裁）㈱ソキアの株価を高騰させるこ
とを目的とした買上がり買付
け、仮装売買等を行った。

（嫌疑者）会社役員

証取法第１５９
条第１項第１
号等
（相場操縦）

１７．１１．１５７７

公判係属中（東京地裁）㈱ライブドアマーケティング
は、㈱ライブドアマーケティン
グ株式の売買のため及び同社の
株価の高値形成を図る目的を
もって、虚偽の事実を公表した。

（嫌疑者）当該会社等
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社役員
　　　　　会社役員（２名）

証取法第１５８
条
同法第１９７条
第１項第７号
（風説の流布
及び偽計）

１８．２．１０７８

公判係属中（仙台地裁）㈱東北エンタープライズが民事
再生手続開始の申立てを行うこ
と（重要事実）を知り、公表前
に同社株券を売り付けた。

（嫌疑者）当該会社社員

証取法第１６６
条第３項等
（内部者取引）

１８．２．２２７９

公判係属中（福島地裁）㈱東北エンタープライズが民事
再生手続開始の申立てを行うこ
と（重要事実）を知り、公表前
に同社株券を売り付けた。

（嫌疑者）当該会社社員

証取法第１６６
条第１項第１
号等
（内部者取引）

１８．２．２２８０

公判係属中（福島地裁）㈱東北エンタープライズが民事
再生手続開始の申立てを行うこ
と（重要事実）を知り、公表前
に同社株券を売り付けた。

（嫌疑者）当該会社社員

証取法第１６６
条第１項第１
号等
（内部者取引）

１８．２．２２８１

公判係属中（東京地裁）㈱ライブドアは、売上計上の認
められない自社株売却益を売上
高への計上等により、虚偽の記
載をした有価証券報告書を提
出。

（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長
　　　　　当該会社役員（３名）
　　　　　会社役員

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１８．３．１３８２
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

公判係属中（東京地裁）公認会計士や監査の実質的責任
者として㈱ライブドアの監査業
務を行った際、売上計上の認め
られない自社株売却益を売上高
への計上等により、虚偽の記載
をした有価証券報告書を提出。

（嫌疑者）公認会計士
　　　　　会社役員

証取法第１９７
条第１項第１
号等
（虚偽の有価
証券報告書の
提出）

１８．３．３０８３

アライドテレシス㈱が株式の分
割を行うこと（重要事実）を知
り、公表前に同社株券を買い付
けた。

（嫌疑者）当該会社役員等

証取法第１６６
条第１項第１
号等
（内部者取引）

１８．５．３０８４

公判係属中（東京地裁）㈱ライブドアが㈱ニッポン放送
の総株主の議決権数の百分の五
以上の株券等を買い集める旨の
公開買付に準ずる行為の実施
（重要事実）を知り、公表前に
同社株券を買い付けた。

（嫌疑者）会社役員等

証取法第１６７
条第３項等
（内部者取引）

１８．６．２２８５
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（参　考）



２－３　勧告実施状況

１　勧告実施件数一覧表
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１７年７月

～

１８年６月

１６年７月

～

１７年６月

１５年７月

～

１６年６月

１４年７月

～

１５年６月

１３年７月

～

１４年６月

区　　　　　分

３９１７２６３０２６勧 告 件 数

９－－－－
課徴金調査に基づく

勧告（不公正取引）

１－－－－
開 示 検 査 結 果 に

基 づ く 勧 告

２９１７２５３０２５
証券会社等の検査

結果に基づく勧告

１０５９１１６
証券監視委の行った

検査に基づく勧告

１９１２１６１９１９
財務局長等の行った

検査に基づく勧告

－１２－１
犯則事件の調査に

基 づ く 勧 告

（注１）平成１５・平成１６検査事務年度の勧告には、検査に基づく勧告と犯則事件の

調査に基づく勧告を併せて行ったので、勧告合計と内訳は一致しない。

（注２）「課徴金調査に基づく勧告（不公正取引）」の計数は、風説の流布・偽計、

相場操縦及び内部者取引に係る課徴金調査の結果、課徴金納付命令の発出を

求める勧告の実施件数である。

（注３）「開示検査結果に基づく勧告」の計数は、下記件数の合計である。

・有価証券報告書等の虚偽記載等に係る開示検査の結果、訂正報告書等の提

出を命ずる勧告の実施件数

・虚偽の有価証券届出書等の提出により有価証券を取得させ、売り付ける行

為及び虚偽の有価証券報告書等の提出に係る課徴金調査の結果、課徴金納

付命令の発出を求める勧告の実施件数



２　勧告件数（法令違反等の内容別）

�　課徴金

　内部者取引（１７年７月～１８年６月）　　　　　　　９件

�　開示検査

　有価証券報告書虚偽記載（１７年７月～１８年６月）　１件

�　証券会社等検査
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合　計
１７年７月
～

１８年６月

１６年７月
～

１７年６月

１５年７月
～

１６年６月

１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月
勧告対象の別法令違反等の内容

１１会社及び役職員

向い呑み及び呑み行為 会社のみ

役職員のみ

１１２４１２２会社及び役職員
取引一任勘定取引契約の
締結 ２１１会社のみ

３７４８１２１３役職員のみ

５１３１会社及び役職員有価証券の売買等に関す
る虚偽又は重要な事項に
ついて誤解を生ぜしめる
べき表示をする行為

６２１３会社のみ

１１役職員のみ

１１会社及び役職員
特別の利益を提供するこ
とを約して勧誘する行為 ４１１２会社のみ

１１役職員のみ

１１１２２４２会社及び役職員

作為的相場形成 ４２２会社のみ

１１役職員のみ

会社及び役職員職務上知りえた特別の情
報に基づく有価証券の売
買及び投機的利益追及

会社のみ

１９１１２７８役職員のみ

１１会社及び役職員
法人関係情報を提供した
勧誘 会社のみ

役職員のみ

１１会社及び役職員

損失補てん等 １１会社のみ

３１２役職員のみ

会社及び役職員

適合性原則違反 １１会社のみ

役職員のみ

３２１会社及び役職員法人関係情報に係る不公
正取引の防止上不十分な
有価証券の売買に関する
管理の状況

３２１会社のみ

役職員のみ

２２会社及び役職員投資信託受益証券の乗換
勧誘に際し、重要な事項に
ついて説明を行っていな
い状況

　会社のみ

役職員のみ

１１　会社及び役職員証券業に係る電子情報処
理組織の管理が十分でな
いと認められる状況

　　会社のみ

役職員のみ
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（注）１．１件の勧告で複数の法令違反等の指摘を行う場合があるため、勧告件数とは一致しない。

２．上記のほかに、内部管理上の問題として勧告を行っている。

合　計
１７年７月
～

１８年６月

１６年７月
～

１７年６月

１５年７月
～

１６年６月

１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月
勧告対象の別法令違反等の内容

会社及び役職員調達資金が親法人への弁
済に充てられることの不
告知

１１会社のみ

役職員のみ

２１１会社及び役職員
親法人等との非公開情報
の授受 会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員
外務員の職務に関する著
しく不適当な行為 会社のみ

５２２１役職員のみ

会社及び役職員信用の供与の条件として
有価証券の売買等をする
行為

１１　会社のみ

役職員のみ

１１会社及び役職員

仮装取引及び馴合い取引 ２１１会社のみ

役職員のみ

１１会社及び役職員
政令の定めるところに違
反した空売り ２２会社のみ

役職員のみ

１１会社及び役職員

本人確認を行わない行為 ４３１会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員

自主規制業務の不備 １１会社のみ

役職員のみ

３３　　　　会社及び役職員

その他 ２５２５　　　　会社のみ

　　　　　役職員のみ

４５１２１３７７６会社及び役職員

合計 ５７２９２１３７６会社のみ

６７２５１３２２２５役職員のみ



３　勧告事案の概要一覧表

�　課徴金調査（不公正取引）

（平成１７年７月～平成１８年６月）
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勧告後の経緯勧告の対象となった法令違反等の内容勧告実施
年　月　日

一連
番号

審判手続開始決定日
　平成１８年１月１３日
課徴金納付命令日
　平成１８年２月８日

　なお、課徴金納付命
令対象者から事実関
係等を認める旨の答
弁書の提出があった
ため、審判延における
審理は行われなかっ
た。

内部者取引

　㈱ガーラにおいて営業等の業務に従事してい
た社員（課徴金納付命令対象者①）及び経理等
の業務に従事していた社員（課徴金納付命令対
象者②）は、同社が第三者割当増資及び業務提
携を行うことについて決定した事実を、業務管
理等の業務に従事していた社員（課徴金納付命
令対象者③）は、同社が業務提携を行うことに
ついて決定した事実を、その職務に関して知り、
この事実が公表される平成１７年６月２１日以前
に、それぞれ、同月１４日、１６日、１６日において、
株券１株を１１９万円、１２０万円、１２０万円で買い付
けたものである。

・課徴金額　　課徴金納付命令対象者①
  ３２万円
　　　　　　　課徴金納付命令対象者②③ 
 ３１万円

１８．１．１３１
～
３

審判手続開始決定日
　平成１８年２月１日
課徴金納付命令日
　平成１８年２月１５日

　なお、課徴金納付命
令対象者から事実関
係等を認める旨の答
弁書の提出があった
ため、審判延における
審理は行われなかっ
た。

内部者取引

　利根地下技術㈱の管理職社員（当時）は、同
社が民事再生法に基づく再生手続開始の申立て
を行うことについて決定した事実をその職務に
関して知り、この事実が公表される平成１７年５
月１９日以前の同月１６日に、株券９，０００株を２０７万
１，０００円で売り付けたものである。

・課徴金額　　７２万円

１８．２．１４

審判手続開始決定日
　平成１８年４月１７日
課徴金納付命令日
　平成１８年５月９日

　なお、課徴金納付命
令対象者から事実関
係等を認める旨の答
弁書の提出があった
ため、審判延における
審理は行われなかっ
た。

内部者取引

　フジプレアム㈱及び同社役員は、同社が株式
分割を行う事実が公表される平成１７年１０月６日
以前に、
①　フジプレアム㈱については、同社役員が、
同社が株式分割を行うことを決定した事実
をその職務に関して知り、同社の計算にお
いて、同年１０月３日に１，０００株を３９１万６，０００
円で

１８．４．１７５
～
６
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勧告後の経緯勧告の対象となった法令違反等の内容勧告実施
年　月　日

一連
番号

②　同社役員については、同社が株式分割を
行うことを決定した事実をその職務に関し
て知り、自己の計算において、同年９月８
日、１６日、２２日、２７日、２９日、３０日、１０月
４日、５日及び６日に合計６，１００株を総額
２，４３４万３，０００円で買い付けたものである。

・課徴金額　フジプレアム㈱ ４２万円
　　　　　　同社役員 ２１３万円

５
～
６
つづき

審判手続開始決定日
　平成１８年５月１１日
課徴金納付命令日
　平成１８年５月２６日

　なお、課徴金納付命
令対象者から事実関
係等を認める旨の答
弁書の提出があった
ため、審判延における
審理は行われなかっ
た。

内部者取引

　㈱アイネスの会社法務等の業務に従事してい
た社員は、同社の純利益及び配当について、同
社が新たに算出した予想値が、直近に公表され
た予想値との比較において差異が生じた事実を
その職務に関して知り、この事実が公表される
平成１７年９月２２日午後３時以前の、同日午後零
時３０分頃に、株券５００株を４９万４，５００円で売り付
けたものである。

・課徴金額　　５万円

１８．５．１１７

審判手続開始決定日
　平成１８年５月２４日
課徴金納付命令日
　平成１８年６月９日

　なお、課徴金納付命
令対象者から事実関
係等を認める旨の答
弁書の提出があった
ため、審判延における
審理は行われなかっ
た。

内部者取引

　日本プラスト㈱と取引関係のあるＡ社の社員
（課徴金納付命令対象者①）は、日本プラスト
㈱が第三者割当による新株発行を行うことを決
定した事実を、Ａ社と日本プラスト㈱の間の契
約の履行に関して知り、この事実が公表される
平成１７年７月７日以前の同年６月１７日に、株券
７，０００株を４２０万円で買い付けたものである。
　また、同人から伝達を受けてこの重要事実を
知った者（課徴金納付命令対象者②）は、この
事実が公表される平成１７年７月７日以前の同年
６月２８日及び７月５日に合計５，０００株を総額３１２
万１，０００円で買い付けたものである。

・課徴金額　　課徴金納付命令対象者①
 　８２万円
　　　　　　　課徴金納付命令対象者②
 　４６万円

１８．５．２４８
～
９



勧告事案の概要一覧表　補足説明

○　フジプレアム㈱の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告資料

 （勧告事案の概要一覧表　一連番号５～６）

課徴金額の計算式について

証取法第１７５条第１項に基づき、課徴金額は

（重要事実が公表された翌日の終値）×（買付け株数）

 －（買付け価格）×（買付け株数）

となる。

　従って、重要事実の公表翌日の１０月７日のフジプレアム㈱の株価の終

値は、４，３４０円であることから、課徴金額は下記の金額となる。

①　フジプレアム㈱

　４３４万円（４，３４０円×１，０００株）－３９１万６，０００円（注）＝４２万４，０００円

　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため４２万円

（注）買付価額は、 　　　　　　　　　　の合計額である。

 

－207－

３，８９０円×１００株

３，９００円×５００株

３，９２０円×１００株

３，９５０円×３００株



②　同社役員

　２，６４７万４，０００円（４，３４０円×６，１００株）

　　　　　－２，４３４万３，０００円（注）＝２１３万１，０００円

　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため２１３万円

（注）買付価額は、

 の合計額である。

○　日本プラスト㈱の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告資料

 （勧告事案の概要一覧表　一連番号８～９）

課徴金額の計算式について

証取法第１７５条第１項に基づき、課徴金額は

（重要事実が公表された翌日の終値）×（買付け株数）

 －（買付け価格）×（買付け株数）

となる。

－208－

３，８５０円×　２００株

３，８８０円×　３００株

３，８９０円×　６００株

３，９２０円×　１００株

３，９３０円×　１００株

３，９４０円×　４００株

３，９５０円×１，１００株

３，９６０円×　３００株

３，９７０円×　１００株

４，０００円×　３００株

４，０１０円×　１００株

４，０４０円×　３００株

４，０５０円×　４００株

４，０７０円×　１００株

４，０８０円×１，０００株

４，０９０円×　６００株

４，１００円×　１００株



　従って、重要事実の公表翌日の７月８日の日本プラスト㈱の株価の終

値は、７１８円であることから、課徴金額は下記の金額となる。

課徴金納付命令対象者①

（７１８円×７，０００株）

　－買付価額（６００円×７，０００株）　＝８２万６，０００円

　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、８２万円

課徴金納付命令対象者②

（７１８円×５，０００株）

　－買付価額３１２万１，０００円（注）＝４６万９，０００円

　⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため、４６万円

（注）買付価額は、　　　　　　　　　　　　の合計額である。

 

－209－

６３８円×２，０００株

６１７円×１，０００株

６１８円×１，０００株

６１０円×１，０００株



�　開示検査

（平成１７年７月～平成１８年６月）

 

－210－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容勧告実施
年　月　日

一連
番号

　有価証券報告書の
訂正報告書の提出命
令発出前の平成１８年
６月８日に至って関
東財務局長に有価証
券報告書の訂正報告
書を提出し、受理され
た。

有価証券報告書等の虚偽記載等（訂正報告書の
提出命令勧告）

　㈱ペイントハウスは、平成１７年１１月３０日に関
東財務局長に対して提出した平成１７年８月期有
価証券報告書において、連結純資産が約８９億円
の債務超過であったにもかかわらず、連結純資
産に相当する「資本合計」欄に約２７億円と記載
するなどした連結貸借対照表及び連結当期純損
益が約８３億円の損失であったにもかかわらず、
これを約３３億円の利益と記載するなどした連結
損益計算書が掲載されていた。

１８．５．２９１



�　証券会社等の検査

（凡例）◎印は、会社及び役職員が勧告の対象となったもの。

○印は、会社が勧告の対象となったもの。

・印は、役職員が勧告の対象となったもの。

区分欄の表示は、検査を実施した財務局等の略称（表示

のないものは、監視委員会の検査）。

一連番号欄に※を付したものについては、補足説明資料

を添付。内容は一部非公表分あり。

 （平成１７年７月～平成１８年６月）

－211－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
非公表

○　業務又は財産の状況に照らし、支払不能に
陥るおそれがあり、かつ、委託者等から預託
を受けた委託証拠金その他の保証金について
自己の固有財産と区分して管理していない状
況

　株式会社フォレックス・スター（店頭金融先
物取引業を行っており、金融先物取引法の一部
を改正する法律（平成１６年法律第１５９号）附則第
２条第２項により金融先物取引業者とみなされ
る者）は、

�　平成１７年９月３０日現在債務超過となってい
るうえ、債務超過解消の目途がたっておらず、
その業務及び財産の状況に照らし、支払不能
に陥るおそれがある、

�　託者等から預託された委託証拠金その他の
保証金について自己の財産と区分して管理し
ておらず、平成１７年９月３０日現在の現預金残
高は顧客への返還必要額に不足している、

と認められる。

１７．１０．１８
（関東）

１



－212－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務改善命令
・責任の所在の明確化
・広報審査体制を含む
内部管理体制の充
実・強化役職員の法
令遵守意識の徹底
・研修の実施

○　有価証券の売買その他の取引に関し、重要
な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をす
る行為

　松井証券株式会社は、平成１５年７月から平成
１７年４月までの間、多数の顧客に対して一般信
用取引の勧誘を行うに際し、一般信用取引にお
ける信用期日という重要な事項に関し、株式分
割等、一定の場合に信用期日が設定されること
があるにもかかわらず、会社案内により、信用
期日が設定されることは一切ないかのような誤
解を生ぜしめるべき表示を行った。

１７．１０．２６２
※

会社に対する処分
　業務停止命令
・全ての業務の停止
　６か月

　業務改善命令
・委託者等の正確な把
握及び委託者等から
預託を受けた委託証
拠金その他の保証金
等の正確な把握を行
うこと
・会社財産（資産、負
債及び純資産の額）
の正確な把握を行う
こと
・委託者等から預託を
受けた委託証拠金そ
の他の保証金等につ
いて保全を図るとと
もに、会社財産を不
当に費消する行為を
行わないこと
・委託者等の間におけ
る公平に配慮しつ
つ、委託者等の保護
に万全を期すこと
・委託者等からの苦
情・問い合わせ等に
適切に対応すること
を含め、内部管理態
勢の充実・強化を早
急に図るとともに責
任の所在の明確化を
図ること

○　業務又は財産の状況に照らし、支払不能に
陥るおそれがあり、かつ、委託者等から預託
を受けた委託証拠金その他の保証金について
自己の固有財産と区分して管理していない状
況

　日本デリックス株式会社（店頭金融先物取引
業を行っており、金融先物取引法の一部を改正
する法律（平成１６年法律第１５９号）附則第２条第
２項により金融先物取引業者とみなされる者）
は、

�　平成１７年９月３０日現在債務超過となってい
るうえ、債務超過解消の目途がたっておらず、
その業務又は財産の状況に照らし、支払不能
に陥るおそれがある、

�　委託者等から預託を受けた委託証拠金その
他の保証金について自己の固有財産と区分し
て管理しておらず、平成１７年９月３０日現在の
現預金残高は顧客への返還必要額に不足して
いる、

と認められる。

１７．１１．１
（関東）

３



－213－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

・上記の　業務停止命
令について、店頭及
びホームページに表
示する等、委託者等
への周知徹底を適切
に行うとともに、委
託者等への適切な対
応に配慮すること

３
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
・新規注文の受託の停
止１か月

　業務改善命令
・委託者等の正確な把
握及び委託者等から
預託を受けた委託証
拠金その他の保証金
等の正確な把握を行
うこと
・社財産（資産、負債
及び純資産の額）の
正確な把握を行うこ
と
・委託者等から預託を
受けた委託証拠金そ
の他の保証金等につ
いて保全を図るとと
もに、会社財産を不
当に費消する行為を
行わないこと
・委託者等の間におけ
る公平に配慮しつ
つ、委託者等の保護
に万全を期するこ
と・委託者等からの
苦情・問い合わせ等
に適切に対応するこ
とを含め、内部管理
態勢の充実
・強化を早急に図ると
ともに、委託者等へ
の適切な対応に配慮
すること
・上記の業務停止命令
について、店頭及び
ホームページに表示
する等、委託者等へ

○　不招請勧誘

　日本エフエックス株式会社（店頭金融先物取
引業を行っており、金融先物取引法の一部を改
正する法律（平成１６年法律第１５９号）附則第２条
第２項により金融先物取引業者とみなされる
者）は、本社第二営業部及び八重洲支店におい
て、平成１７年７月１日以降、受託契約等の締結
の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電
話をかけて受託契約等の締結の勧誘を行った。

○　契約締結前の交付書面にかかる記載不備

　日本エフエックス株式会社は、平成１７年７月
１日から同年１０月１１日までの間、金融先物取引
の受託等を内容とする契約を締結した全顧客に
対し、金融先物取引法第７０条第１項に規定する
記載すべき事項を記載していない契約締結前に
交付すべき書面を交付した。

１７．１１．１８
（近畿）

４



－214－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

の周知徹底を適切に
行うとともに、委託
者等への適切な対応
に配慮すること
・左記法令違反行為を
行った原因及び責任
の所在を明確化する
こと

４
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
・新規注文の受託の停
止１か月

　業務改善命令
・委託者等の正確な把
握及び委託者等から
預託を受けた委託証
拠金その他の保証金
等の正確な把握を行
うこと
・会社財産（資産、負
債及び純資産の額）
の正確な把握を行う
こと
・委託者等から預託を
受けた委託証拠金そ
の他の保証金等につ
いて保全を図るとと
もに、会社財産を不
当に費消する行為を
行わないこと
・委託者等の間におけ
る公平に配慮しつ
つ、委託者等の保護
に万全を期すること
・委託者等からの苦
情・問い合わせ等に
適切に対応すること
を含め、内部管理態
勢の充実・強化を早
急に図るとともに、
委託者等への適切な
対応に配慮すること
・上記の業務停止命令
について、店頭及び
ホームページに表示
する等、委託者等へ
の周知徹底を適切に

○　不招請勧誘

　日本フォレックス株式会社（店頭金融先物取
引業を行っており、金融先物取引法の一部を改
正する法律（平成１６年法律第１５９号）附則第２条
第２項により金融先物取引業者とみなされる
者）は、大阪本店において、平成１７年７月１日
以降、受託契約等の締結の勧誘の要請をしてい
ない一般顧客に対し、電話をかけて受託契約等
の締結の勧誘を行った。

○　契約締結前の交付書面にかかる記載不備

　日本フォレックス株式会社は、平成１７年７月
１日から同年１０月１１日までの間、金融先物取引
の受託等を内容とする契約を締結した全顧客に
対し、金融先物取引法第７０条第１項に規定する
記載すべき事項を記載していない契約締結前に
交付すべき書面を交付した。

１７．１１．１８
（近畿）

５



－215－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

行うとともに、委託
者等への適切な対応
に配慮すること
・左記法令違反行為を
行った原因及び責任
の所在を明確化する
こと

５
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
・全ての業務の停止
　１か月

　業務改善命令
・委託者等から預託を
受けた委託証拠金そ
の他の保証金等につ
いて保全を図るとと
もに、会社財産を不
当に費消する行為を
行わないこと
・委託者等の間におけ
る公平に配慮しつ
つ、委託者等の保護
に万全を期すこと

・委託者等からの苦情・
問い合わせ等に適切
に対応することを含
め、内部管理態勢の
充実・強化を早急に
図るとともに、委託
者等への適切な対応
に配慮すること
・上記の業務停止命令
について、店頭及び
ホームページに表示
する等、委託者等へ
の周知徹底を適切に
行うとともに、委託
者等への適切な対応
に配慮すること
・左記法令違反行為を
行った原因及び責任
の所在を明確化する
こと

○　取引一任勘定取引の受託契約等の締結

　株式会社サンユートレックス（店頭金融先物
取引業を行っており、金融先物取引法の一部を
改正する法律（平成１６年法律第１５９号）附則第２
条第２項により金融先物取引業者とみなされる
者）は、平成１７年７月２８日、顧客との間で、外
国為替証拠金取引の受託につき、取引の数量、
約定数値その他の内閣府令で定める事項につい
て、顧客の同意を得ないで定めることができる
ことを内容とする受託契約を締結した上で、平
成１７年７月２８日及び翌２９日の両日において、取
引を受託、執行した。

○　両建取引の勧誘

　株式会社サンユートレックスは、平成１７年７
月１日以降、顧客に対し、当該顧客が行う通貨
等の売付け又は買付けと対当する取引の勧誘を
行い、取引を受託、執行した。

○　不招請勧誘

　株式会社サンユートレックスは、平成１７年７
月１日以降、受託契約等の締結の勧誘の要請を
していない一般顧客に対し、訪問し又は電話を
かけて、受託契約等の締結の勧誘を行った。

１７．１２．６
（関東）

６



－216－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務停止命令
・新規顧客の勧誘及び
新規口座開設の停止
１か月

　業務改善命令
・左記法令違反行為を
行った原因及び責任
の所在を明確化する
とともに法令違反の
根絶に向けた「再発
防止策」を策定し、
役職員に周知徹底す
ること
・全職員に対し法令遵
守意識の徹底を図る
観点から、実効ある
方策を講じること
・内部管理態勢の充実
　・強化を図るととも
に、責任の所在の明
確化を図ること
・上記の業務停止命令
について、店頭及び
ホームページに表示
する等、委託者等へ
の周知徹底を適切に
行うとともに、委託
者等への適切な対応
に配慮すること

○　不招請勧誘

　フォレックスインターナショナル株式会社
（店頭金融先物取引業を行っており、金融先物
取引法の一部を改正する法律（平成１６年法律第
１５９号）附則第２条第２項により金融先物取引業
者とみなされる者）は、平成１７年７月１日以降、
受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一
般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締
結の勧誘を行った。

１７．１２．１３
（関東）

７

役職員（外務員）に対
する処分
・職務停止２週間

・　損失を補てんするため財産上の利益を提供
する行為

　金沢信用金庫本店営業部営業員は、平成１６年
１月１３日、顧客の投資信託受益証券の解約につ
き、当該受益証券について生じた顧客の損失の
全部を補てんするため、顧客の預金口座へ入金
する方法により、約１６千円の財産上の利益を提
供した。

１７．１２．１６
（北陸）

８



－217－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務改善命令
・インターネット取引
を含む売買管理の総
点検を行うととも
に、適切な売買管理
体制の構築に向けた
強化策を策定し、実
施すること
・今般の行政処分を踏
まえ、売買管理体制
に係る経営陣の関与
のあり方について検
証するとともに、責
任の所在の明確化を
図ること
・研修等により全役職
員に対して法令遵守
意識の徹底を図るこ
と

役職員（外務員）に対
する処分
・常務取締
　職務停止４週間
・取引審査部担当執行
役員
　監査部長
　職務停止４週間

◎　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引の受託等を防
止するための売買管理が十分でないと認めら
れる状況

�　日本協栄証券株式会社常務取締役及び取引
審査部担当執行役員監査部長（当時）は、そ
の業務に関し、売買管理システムにより、買
上がり買付けや自己対当売買等、実勢を反映
しない作為的相場を形成させるべき一連の有
価証券の売買取引の可能性があるインター
ネット取引（以下「不適切なインターネット
取引」という。）を複数回抽出していたにもか
かわらず、監査部長（当時）に報告すべき取
引の具体的な基準を示すなどの売買審査担当
者に対する十分な指導を行わなかったことか
ら、それらについて報告がなされず、不適切
なインターネット取引を検討しないまま放置
している、

�　取引審査部担当執行役員監査部長（当時）
は、その業務に関し、東京証券取引所の調査
などを契機として、不適切なインターネット
取引を行った顧客に注意喚起しているが、そ
の際当該顧客の実態に合致しない売買動機の
説明や作為的相場形成を認めるような発言を
受けても何ら具体的な検証を行わずそれを放
置し、複数回に及ぶ東京証券取引所や日本証
券業協会の調査を受けるまで同様の注文の受
託を継続している、

�　常務取締役は、その業務に関し、当社の売
買管理の状況について不公正取引の未然防止
を図るための改善を行うことができる立場に
あり、不適切なインターネット取引を行った
顧客に対する注意喚起について報告を受けて
いたにもかかわらず、それによる顧客からの
回答にかかる取引内容の検証などの指示を行
わず放置している

状況のまま業務を営んでいる。

１８．１．２０
（関東）

９

会社に対する処分
　業務改善命令
・内部管理体制の充
実・強化を図るとと
もに、責任の所在を
明確化すること
・親法人との関係にお
ける適正な業務運営
の確保に向け再発防
止策を策定するとと

◎　弊害防止措置規定違反（親法人等からの顧
客に関する非公開情報の受領）

　新生証券株式会社市場営業部付部長（当時）、
市場営業部部長代理ほか２名の使用人は、その
業務に関し、親法人等から、情報提供に関する
顧客の同意書を得ずに、親銀行在籍時に使用し
た資料の持ち込み、新生銀行等のパソコン内の
データの当社パソコンへの移管、新生銀行等使
用人からのメール受信等の方法により、顧客の
借入残高等の顧客に関する非公開情報を受領し
た。

１８．１．２０１０
※



－218－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

もに、役職員の法令
遵守を徹底すること
・上記２項目につい
て、その対応状況を
平成１８年２月２７日ま
でに書面で報告する
こと

役職員（外務員）に対
する処分
・市場営業部付部長
（他社の外務員登録
に関するもの）
　職務停止４週間
・市場営業部部長代理
　職務停止２週間

１０
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
・株券の売買及び株価
指数先物取引に係る
受託業務の停止３日
間

　業務改善命令
・内部管理体制の抜本
的な見直しを図ると
ともに、責任の所在
の明確化を図ること
・法令違反の根絶に向
けた「再発防止策」
を策定し、役職員に
周知徹底すること
・全役職員に対し「法
令遵守意識の徹底」
を図る観点から、実
効ある方策を講じる
こと

役職員（外務員）に対
する処分
・未定

◎　有価証券の売買その他の取引等につき、生
ずることとなる損失及び生じた損失を補てん
することを約束する行為並びに生じた損失を
補てんするために財産上の利益を提供する行
為

　塚本證券株式会社第一営業部営業員（当時）
は、その業務に関し、①平成１３年９月１４日頃、
顧客の株価指数先物取引につき、同年７月６日
及び９月１３日の当該株価指数先物取引について
生じた顧客の損失の全部を補てんすることを約
束し、また、②同年９月２６日頃、同顧客と、同
年１０月以降の上記取引について顧客に損失が生
ずることとなった場合には、その全部を補てん
することを約束した。
　加えて、営業員（当時）は、その業務に関し、
③平成１３年９月２７日及び同１４年６月２１日、同顧
客に対し、上記取引について生じた、損失補て
んの約束に基づく顧客の損失の全部を補てんす
るため、顧客の証券口座及び銀行口座に入金す
る方法により、２，７００千円の財産上の利益を提供
し、また、同１３年２月６日及び同月１４日、別の
顧客に対し、株式の売買につき、当該株式につ
いて生じた顧客の損失の一部を補てんするた
め、顧客の証券口座に入金する方法により、約
１，４６３千円の財産上の利益を提供した。

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買その他の取引等
をする行為

　営業員（当時）は、平成７年１２月１１日から同
１４年４月２５日までの間、顧客３名の口座を使用
して、専ら投機的利益の追求を目的として、自
己の計算に基づく株式売買、株価指数先物取引

１８．２．１６
（近畿）

１１



－219－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

及び株価指数先物オプション取引（以下「株式
売買等」という。）を多数回にわたり行ったほか、
同１２年１１月１７日から同１４年５月２２日までの間、
顧客４名と損益を共にする専ら投機的利益の追
求を目的とした、顧客の信用取引保証金等に基
づく株式売買等を多数回にわたり行った。

１１
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
・自己の計算による株
価指数先物の取引業
務の停止１５日間

　業務改善命令
・内部管理体制の充実
　・強
・役職員の法令遵守の
徹底及び再発防止策
の策定
・責任の所在の明確化
・上記について、その
対応状況を書面で報
告すること

役職員（外務員）に対
する処分
（他社の外務員登録に
関するもの）
・職務停止８週間

◎　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券指数等先物取引

　ジェー・ピー・モルガン・セキュリティー
ズ・アジア・プライベート・リミテッド東京支
店株式派生商品トレーディング部トレーダー
（当時）は、その業務に関し、東京証券取引所
における東証株価指数先物取引の平成１６年１２月
限月の売買取引（以下「TOPIX先物」という）
において、平成１６年１１月４日の１３時５７分頃から
先物大引（１５時１０分）にかけ、当該外国証券会
社の海外関連会社の計算において、同一委託者
による同一指数での買付注文と売付注文とを対
当させて、権利の移転を目的としない取引を大
量かつ反復継続的に成立させ、当該取引におい
て実勢を反映しない作為的なTOPIX先物の約
定指数を形成させた。

１８．３．２１２

会社に対する処分
　業務停止命令
・投資顧問業に係る全
業務の停止１か月

　業務改善命令
・責任の所在を明確化
すること
・再発防止策を策定・
実施すること
・内部管理体制を充
実・強化すること
・役職員の法令・諸規
則の遵法精神を向上
させること

○　投資顧問契約の締結に関し偽計を用いた行為

　東洋総研株式会社は、平成１５年２月６日に顧
客と締結した投資顧問契約（以下「契約」とい
う。）の勧誘に際し、当社の顧客獲得による投資
顧問料（以下「報酬」という。）収入の増加とそ
れに伴う自己の歩合給の増加を目的として、同
年２月５日、「当社の成績は的中率９９％です。」
と全く根拠のない、著しく同顧客を誤認させる
ような事実を偽った表現を用いた。

○　顧客に対して特別の利益を提供することを
約した行為

　東洋総研株式会社は、平成１５年７月３１日、顧
客に対し、当社の報酬収入の増加とそれに伴う
自己の歩合給の増加を目的として行った契約期
間途中でのより上位の会員区分への移行契約の
締結の勧誘に際し、会員区分の移行により契約
期間が短縮されるものであったことから、顧客

１８．３．２２
（東海）

１３



－220－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

に移行後の契約期間終了の翌日から移行前の契
約期間末日までは無報酬で助言を行うことを約
束した。

１３
つづき

会社に対する処分
　業務改善命令
・内部者登録の徹底を
含む顧客管理の総点
検を実施するととも
に、適切な顧客管理
体制の構築に向けた
対応策を策定し、実
施すること
・今般の行政処分を踏
まえ、内部者取引の
防止に関する社内管
理体制に係る経営陣
の関与のあり方につ
いて検証するととも
に、責任の所在の明
確化を図ること
・研修等により全役職
員に対して法令遵守
意識の徹底を図るこ
と
・上記について、その
対応状況を書面で報
告すること

役職員（外務員）に対
する処分
・コンプライアンス部
売買審査室長
　職務停止２週間

◎　顧客の有価証券の売買等に関する管理が不
公正取引の防止上不十分な状況

　SMBCフレンド証券株式会社コンプライアン
ス部売買審査室長は、その業務に関し、各部店
における内部者登録事務の指導・監督を十分に
行わず、顧客の内部者登録が適切に行われてい
るか否かの検証を行う等の十分な社内管理体制
を構築しないことにより、上場会社等の会社関
係者である顧客の内部者登録に多くの漏れを生
ぜしめて、内部者取引に係る売買審査に多くの
漏れが生じている状況のまま業務を営んでお
り、これにより、顧客の有価証券の売買等に関
する管理が不公正取引の防止上不十分な状況の
まま業務を営んでいる。

１８．４．５１４

会社に対する処分
　業務停止命令
・投資顧問業に係る全
業務の停止１か月

　業務改善命令
・実効ある再発防止策
を策定・実施するこ
と
・全役職員に対して法
令遵守意識の徹底を
図ること　
・上記法令違反行為に
ついての責任の所在
を明確化すること

○　著しく事実に相違する表示のある広告をす
る行為

　コモドアインベストメント株式会社は、平成
１６年１月頃から同１７年１２月２日までの間、当社
ホームページの閲覧などにより資料請求や無料
銘柄診断を求める多数の者（以下「見込客」と
いう。）に対する勧誘において、当社の助言実績
を知りたいとの申し出を受けた場合には、投資
顧問業法第１４条に定める契約締結前の書面を郵
送により交付するに際し、当社が助言を行った
ことがない多数の値上がり率の高い銘柄につい
て助言を行ったことがあるかのように株価上昇
状況を記載した、助言実績に著しく相違する表
示のある「推奨銘柄一覧表」を同封し、見込客
に投資顧問契約の締結を勧誘している。

１８．４．７
（関東）

１５



－221－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務停止命令
・投資顧問業に係る全
業務の停止１か月

　業務改善命令
・実効ある再発防止策
を策定・実施するこ
と
・全役職員に対して法
令遵守意識の徹底を
図ること　
・上記法令違反行為に
ついての責任の所在
を明確化すること

○　著しく事実に相違する表示等のある広告を
する行為

　イー・キャピタル株式会社は、平成１６年４月
頃から同１７年１１月１１日までの間、当社ホーム
ページの閲覧などにより資料請求や無料銘柄診
断を求める少なくとも２，１４６名以上の者（以下
「見込客」という。）に対して、投資顧問業法第
１４条に基づく契約締結前の書面を郵送により交
付するに際し、「当社だから出来る玉移動、私募
ＣＢ、第三者割当銘柄等の業界裏情報」、「極秘
情報銘柄」と当社が実際には入手していない情
報が存在するかのような著しく事実に相違する
表示で、かつ、助言内容について著しく誤認さ
せるような表示のある案内書を同封し、見込客
に投資顧問契約の締結を勧誘している。

１８．４．７
（関東）

１６

会社に対する処分
　業務改善命令
・法令遵守態勢の充実
　・強化を図ること
・再発防止策を策定し
実施するとともに、
責任の所在の明確化
を図ること
・上記について、その
対応状況を書面で報
告すること

○　役員会議事録の不実記載等

�　役員会議事録の不実記載
　日本リテールファンド投資法人は、計算書
類の承認や投資口の追加発行等の意思決定に
際し役員会を開催した後、当該役員会の議事
録を作成することとしているが、平成１４年２
月から平成１７年８月までの間に開催した３５回
（うち１６回は適時開示が必要な議案を付議し
たもの）の役員会のうち合計９回（うち９回
は適時開示が必要な議案を付議したもの）の
役員会において、実際に役員会が開催された
日の翌日以降に開催が行われたものとして議
事録を作成、保存していた。これは、下記③
のとおり、当投資法人が上場している東京証
券取引所規則の要請による適時開示を行って
いるかのように外形事実を糊塗するために
行っていたものである。

�　添付書類に不実記載のある有価証券届出書
の提出
　日本リテールファンド投資法人は、上記①
のような状況により役員会の議事録を作成し
ていたことから、平成１７年２月１４日に役員会
で決議した「公募による新投資口発行の件」
等について、翌１５日に開催、決議したとする
不実記載がある役員会議事録の写しを添付し
た上で、同日に有価証券届出書を提出してい
た。

�　適時開示規則違反
　日本リテールファンド投資法人は、役員会
で計算書類の承認や投資口の追加発行を決議
した場合、当投資法人が上場している東京証
券取引所の適時開示規則により直ちに当該事

１８．４．１８１７



－222－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

実を公表することが義務付けられているにも
かかわらず、実際には前日以前に開催してい
た役員会を公表する日に開催したものとして
議事録を作成し、当日に決議したというプレ
スリリースを行い、あたかも適時開示を行っ
ているかのように装っていた。

１７
つづき

会社に対する処
　業務停止命令
・全店舗における全て
の証券仲介業に関す
る業務の停止１か月

　業務改善命令
・投資者保護の観点か
ら顧客に対し適切な
対応をとること
・虚偽表示が行われた
社債を購入した顧客
に対し、正確な商品
内容等の説明を行う
こと
・当該社債により集め
られた資金の使途等
について事実と異な
る説明（虚偽表示）
を行うに至った原因
及びＡＩＭグループ
内の資金の還流の実
態を明らかにすると
ともに、責任の所在
の明確化を図り、責
任ある経営体制の確
立を図ること
・当社が証券仲介業者
として取扱った当該
社債を含む全ての商
品について、その運
用方法等の詳細な商
品内容を当局に報告
すること
・令違反の根絶に向け
た「再発防止策」を
策定し、役職員への
周知徹底を図ること
・上記について、その
対応状況を書面で報
告すること、また、
その実施状況を四半
期ごとに書面で報告
すること

○　有価証券の売買の媒介その他の取引に関
し、虚偽の表示をする行為

　MMGアローズ株式会社は、平成１７年５月１０
日から同１８年２月２５日までの間、計４５名以上の
顧客に対し、AIM証券株式会社の委託を受け
て、円建社債の私募の取扱いを当該証券会社の
ために行うに関し、当該社債により集められた
資金の使途等について事実と異なる記載がなさ
れた勧誘資料を交付して説明を行うことによ
り、虚偽の表示を行った。

１８．４．２５
（近畿）

１８



－223－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務停止命令
・全店舗における全て
の証券業に関する業
務の停止１か月

　業務改善命令
・投資者保護の観点か
ら顧客に対し適切な
対応をとること
・虚偽表示が行われた
社債を購入した顧客
に対し、正確な商品
内容等の説明を行う
こと
・当該社債により集め
られた資金の使途等
について事実と異な
る説明（虚偽表示）
を行うに至った原因
及びＡＩＭグループ
内の資金の還流の実
態を明らかにすると
ともに、その責任の
所在の明確化を図
り、責任ある経営体
制の確立を図
・当社が証券会社とし
て取扱った当該社債
を含む全ての商品に
ついて、その運用方
法等の詳細な商品内
容を当局に報告する
こと、⑤顧客資産の
保全に万全を期
・令違反の根絶に向け
た「再発防止策」を
策定し、役職員への
周知徹底を図ること
・上記について、その
対応状況を書面で報
告し、その実施状況
を四半期ごとに書面
で報告すること

役職員（外務員）に対
する処分
・未定

◎　有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽
の表示をする行為

　AIM証券株式会社代表取締役社長（当時）は、
その業務に関し、平成１７年２月１７日から同１８年
２月２４日までの間、計１８８名以上の顧客に対し、
円建社債の私募の取扱いに関し、当該社債によ
り集められた資金の使途等について事実と異な
る記載がなされた勧誘資料を交付して説明を行
うことにより、虚偽の表示を行った。

１８．４．２５
（近畿）

１９



－224－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務改善命令
・売買管理の総点検を
行うとともに、適切
な売買管理体制の構
築に向けた強化策を
策定し、実施するこ
と
・今般の行政処分を踏
まえ、売買管理体制
に係る経営陣の関与
のあり方について検
証するとともに、責
任の所在の明確化を
図ること
・研修等により全役職
員に対して法令遵守
意識の徹底を図るこ
と
・上記について、その
対応状況を書面で報
告すること

役職員（外務員）に対
する処分
・営業部長
　職務停止４週間

◎　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引の受託等を防
止するための売買管理が十分でないと認めら
れる状況

�　エイチ・エス証券株式会社営業部長は、そ
の業務に関し、寄付き前に、買い板を厚くす
る売り株数と買い株数が不均衡な成行きによ
る大口クロス取引注文（以下「変則クロス取
引」という。）の受託について、担当営業員か
ら報告を受けていたにもかかわらず、当該取
引が株価へ及ぼす影響について全く問題意識
を持っていなかったことから、営業責任者と
して顧客の売買動機の把握や注文の規制措置
の検討などの日常的な売買管理を何ら行って
いない、

�　また、当時の内部管理統括責任者は、その
業務に関し、当社の売買管理の状況について
不公正取引の未然防止を図るための改善を行
うことができる立場にあり、変則クロス取引
について売買審査システムにより抽出してい
たにもかかわらず、当該取引が株価へ及ぼす
影響について全く問題意識を持っていなかっ
たことから取引内容の検討について部下への
指示を行わず、更に、当該取引について東京
証券取引所の調査などを受けたにもかかわら
ず、同様の認識から取引内容を十分検証しな
いまま取引停止等の措置を行うことなく当該
取引の受託を継続している

状況のまま業務を営んでいる。

１８．５．２３
（関東）

２０

会社に対する処分
　業務改善命令
・金融先物取引業の経
営において代表取締
役等及び内部監査部
門等がその機能を適
切に発揮し与えられ
た責務を全うすべき
ところ、その責務が
全うされなかったこ
とに対する責任の明
確化
・法令違反に対する対
応策、改善策及び厳
格かつ実効性のある
再発防止策の策定並
びにそれらの履行

○　広告において表示すべき事項を表示してい
ない行為

　株式会社エクセルトレードは、平成１７年８月
２５日から同１８年３月７日までの間、３２回にわた
り新聞紙面に広告を行うに当たり、以下の事項
を表示しないまま広告を行った。
①　顧客が行う金融先物取引の額が、その取
引について顧客が預託すべき委託証拠金そ
の他の保証金の額に比して大きい旨

②　顧客が行う金融先物取引について、通貨
等の価格又は金融指標の数値の変動により
損失が生ずることとなるおそれがあり、か
つ、当該損失の額が委託証拠金その他の保
証金の額を上回ることとなるおそれがある旨

③　店頭金融先物取引につき、金融先物取引
業者が表示する通貨等の売付けの価格と買
付けの価格とに差があるときは、その旨

④　顧客が金融先物取引の受託等に関し預託
すべき委託証拠金その他の保証金の料率又
は額

１８．５．２４
（福岡）

２１



－225－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務改善命令
・大規模な内部者登録
漏れが発生した原因
を究明するととも
に、貴社における内
部者登録事務の管
理・運営上の問題点
を明確にした上で、
当該登録事務に係る
チェック体制の整備
を含めた実効性ある
具体的改善策を策定
し、実施すること
・本年２月２７日に発生
したシステム障害
は、昨年８月のシス
テム障害とほぼ同一
の原因によるもので
あるが、昨年１２月２８
日に当局に報告した
再発防止策が十分に
機能しなかった原因
を究明し、当該再発
防止策の見直しを含
めた実効性あるシス
テム管理体制の整備
を図ること
・上記の事態が生じた
ことについて、経営
陣を含む責任の所在
の明確化を図ること
・役職員の法令遵守意
識を高め、適正な業
務運営を遂行するた
めに必要な研修等を
実施すること
・上記について、その
対応状況を書面で報
告すること

役職員（外務員）に対
する処分
・執行役員法規管理部長
　職務停止２週間
・法規管理部における
内部者登録システム
の管理責任者
　職務停止２週間
・執行役員システム部長
　職務停止２週間

◎　顧客の有価証券の売買等に関する管理が不
公正取引の防止上不十分な状況

�　マネックス証券株式会社執行役員法規管理
部長は、その業務に関し、顧客の勤務先の親
会社又は子会社に上場会社等がある場合に、
当該顧客を当該上場会社等の内部者として登
録する体制を構築していない

�　法規管理部における内部者登録システムの
管理責任者は、その業務に関し、上場会社等
に勤務する顧客の内部者登録手続を最後まで
完了していないことにより、それぞれ、上場
会社等の会社関係者である顧客の内部者登録
に多くの漏れが生じている状況のまま業務を
営んでおり、これにより、顧客の有価証券の
売買等に関する管理が不公正取引の防止上不
十分な状況のまま業務を営んでいる。

◎　証券業に係る電子情報処理組織の管理が十
分でないと認められる状況

�　マネックス証券株式会社においては、平成
１８年２月２７日に、同社の夜間取引「マネック
スナイター」において、大阪証券取引所を主
市場とする銘柄の一部について、取引価格を
誤って算出するという障害が発生したが、こ
れは、大阪証券取引所の売買システムの変更
が及ぼす影響の範囲について適切な確認を
行っておらず、必要なプログラム修正を行っ
ていなかったことに起因していた。

�　同社においては、システム障害が多数発生
していたことから、平成１７年１０月１２日、金融
庁より障害の発生原因及び再発防止策等の報
告を命じられ、同年１２月２８日、外部システム
変更時の影響範囲を見落としなく把握する体
制を構築し、システム修正の要否、内容に問
題がないかの確認を徹底する旨の報告書を金
融庁に提出していたところである。
　上記�の障害は、JASDAQの新システムへ
の移行が及ぼす影響の範囲を見落としていた
ことに起因して平成１７年８月２９日に発生した
障害とほぼ同一の原因によるものであり、執
行役員システム部長は、その業務に関し、大
阪証券取引所の売買システムの変更に伴い変
更した同社システムのプログラムについて、
テスト結果を十分に検証していればプログラ
ムミスを容易に把握できたにもかかわらず、
十分な検証を怠り、外部システム変更時の影
響範囲の見落としによる障害の再発防止策を
適切に実行していなかったものと認められ
る。

１８．５．３１２２



－226－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務改善命令
・運用資産相互間で利
益相反となる可能性
のある取引を実施し
ていた事実を踏ま
え、運用の実態及び
運用管理に係る問題
点を明らかにすると
ともに、実効性のあ
る利益相反防止体制
を構築すること
・不適切な過誤訂正処
理（運用資産間の対
当売買）が看過され
ていた事実を踏ま
え、公正かつ適正な
業務運営を確保する
ための改善策の策
定、並びに法令等遵
守体制の充実・強化
を図ること
・経営管理体制の見直
しを図るとともに、
責任の所在を明確化
すること
・上記に関する業務改
善計画を書面で提出
し、直ちに実行する
こと

○　投資信託財産及び投資一任契約運用資産相
互間において取引を指図等する行為

　メリルリンチ・インベストメント・マネジャー
ズ株式会社は、①平成１５年４月１４日から平成１７
年８月３１日までの間、６回にわたり、投資信託
財産の運用において、組入株式の組入比率の調
整等を行う際に、他の投資信託財産との相互間
において、取引を行うことを受託会社に指図し
た。
　また、当社は、②平成１５年４月１４日から平成
１８年１月１９日までの間、３８回にわたり、投資信
託財産又は投資一任契約運用資産の運用におい
て、組入株式の組入比率の調整等を行う際に、
顧客に対する開示及び文書による顧客の同意を
得ることなく、投資一任契約運用資産相互間又
は投資信託財産と投資一任契約運用資産相互間
において相互間取引を実行した。

○　善管注意義務違反

　メリルリンチ・インベストメント・マネジャー
ズ株式会社は、平成１６年３月２５日、投資一任契
約を締結している投資一任契約運用資産の運用
において、組入れ株式の売却注文を他の投資一
任契約運用資産との相互間取引によって執行し
約定を成立させたと認識していたが、同月２９日、
誤発注により当該投資一任契約運用資産の運用
口座ではなく、全く別の投資信託財産の口座で
売却していたことに気付き、翌３０日、当該投資
一任契約運用資産の売付けと、誤発注により売
却していた投資信託財産での買付けを対当させ
ることにより、誤発注に係る訂正処理を実行し
た。
　上記の誤発注取引は、売却を行うべき口座の
確認を十分に行わないまま発注していたことか
ら発生していたが、当社においては、当該取引
による投資信託財産に与えた影響の分析等も十
分に行われないまま、対当売買によって訂正処
理を完結させており、本来自らが負担すべきと
考えられる当該取引により発生した損失を当該
投資信託の受益者に負担させているばかりでな
く、当該誤発注取引の発生及び訂正処理の内容
について受益者に対し何ら説明していなかっ
た。

１８．５．３１２３



－227－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務改善命令
・法令等遵守に係る経
営姿勢を明確にする
こと
・今般の行政処分を踏
まえ、内部管理体制
の見直しを図るとと
もに、責任の所在の
明確化を図ること
・法令違反の根絶に向
けた「再発防止策（具
体的達成方法、達成
時期及び社内規程等
の明確化を含む。）」
を策定すること
・全役職員に対する
「法令遵守の徹底」
に係る研修を実施す
ること
・社内検査の充実・強
化のための具体策を
策定すること

役職員（外務員）に対
する処分
・未定

◎　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　伊勢証券株式会社志摩営業所所長代理は、そ
の業務に関し、平成１５年６月１９日及び同１６年１２
月２日に、顧客２名との間で、それぞれ、株式
の買付注文の受託につき、顧客の個別の取引ご
との同意を得ないで、数及び価格について定め
ることができることを内容とする契約を締結し
た上で、平成１５年６月１９日から同　１７年１２月２９
日までの間、計６６件の取引を受託、執行した。

１８．６．７
（東海）

２４

会社に対する処分
　業務改善命令
・投資信託の取得申込
みに際して、投資者
間の公平性を欠く処
理となった事実関係
を明らかにするとと
もに、当該処理に係
る経営陣の関与や投
資信託販売会社との
関係を含めた業務運
営上の問題点を明確
にした上で、実効性
ある再発防止策を策
定すること
・上記の事態が生じた
ことについて、経営
陣を含めた責任の所
在の明確化を図ること

○　投資信託の取得申込みに係る不適切な対応

　日興アセットマネジメント株式会社は、証券
会社等を通じて募集を行っていた追加型株式投
資信託について、平成１６年１２月２８日、信託約款
上は取得及び解約の申込みを受け付けることが
できない日であったにもかかわらず、当社があ
らかじめ証券会社等に送付していた「受付停止
日一覧表」にその旨の記載が漏れていたため、
多数の投資者から取得の申込みを受け付けた。
　当社は、上記追加型株式投資信託の取得の申
込みに係る事後処理において、各投資者間の公
平性を欠くことがないよう慎重に行うべきとこ
ろ、取得の申込受付日が形式的に同じとなる処
理が行われれば問題がないと判断し、特定の証
券会社を通じて取得の申込みを行った投資者に
対しては、受付日を平成１６年１２月２９日に変更す
ることに伴い発生する買付価格の差額を、当該
証券会社を通じて当社が支払うことにより負担
する一方で、当該証券会社以外の証券会社等を
通じて取得の申込みをしていた投資者に対して

１８．６．８２５
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行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

・上記に関する業務改
善計画を書面で提出
し、直ちに実行する
こと

は、こうした処理が可能であることについて連
絡を行わないまま、上記買付価格の差額を投資
者の負担とした上で取得の申込みを受け付け、
投資者が享受する経済的効果に相当な格差を生
じさせ、投資者間の公平性を欠くこととなる処
理を行った。

２５
つづき

会社に対する処分
　業務改善命令
・法令遵守態勢の充実
　・強化を図ること
・実効性ある再発防止
策を策定し実施する
とともに、責任の所
在の明確化を図るこ
と
・上記について、その
対応状況を書面で報
告すること

○　役員会不開催等

　オリックス不動産投資法人の役員会につい
て、平成１３年９月から同１８年２月までの間に開
催したとする１３０回のうち８８回については、役員
会構成員である執行役員及び監督役員３名の招
集事実がなく、役員会構成員が、一般事務受託
者であるオリックス・アセットマネジメント株
式会社から、事前に議事録案の送付又は説明を
受け、後日、あたかも役員会構成員が参集した
上で決議したかのように記載された議事録に捺
印するという、いわゆる持ち廻りにより行われ
ていた。
　こうしたことから、当投資法人は、法令上役
員会の承認が必要とされる事項についても、適
正に開催された役員会の承認を受けることな
く、持ち廻り方式により得られた承認をもって、
役員会に付議すべき行為を行っていた。

１８．６．１６２６

会社に対する処分
　業務停止命令
・新たな資産運用委託
契約の締結禁止３か
月

業務改善命令
・投資信託委託業者と
して、公正かつ適切
な業務運営を実現す
るため、法令等遵守
に係る経営姿勢の明
確化、経営陣による
責任ある法令等遵守
体制及び内部管理体
制の構築、並びに、
これらを着実に実現
するための業務運営
方法の見直しを図る
こと
・特に、投資法人の運
用資産の取得・運用
に際しては、関係法

○　投資法人資産運用業に係る善管注意義務違反

　オリックス・アセットマネジメント株式会社
は、オリックス不動産投資法人との間で締結し
た資産の運用に係る委託契約に基づき行ってい
る資産の運用において、平成１３年１２月から同１８
年３月までの間において、当該投資法人の運用
資産に組み入れる不動産の取得時等に本来行う
べき審査等の業務を適切に行っていなかった。

○　一般事務受託者としての善管注意義務違反

　オリックス・アセットマネジメント株式会社
は、一般事務受託者としてオリックス不動産投
資法人に対して行っていた機関運営業務におい
て、平成１３年９月から同１８年２月までの間に開
催したとする当該投資法人の役員会１３０回のう
ち８８回については、役員会構成員である執行役
員及び監督役員３名の招集事実がなく、開催の
都度、当社役職員が当該投資法人の各役員に対
して事前に議事録案の送付又は説明をし、後日、
あたかも役員会構成員が参集した上で決議した
かのように記載した議事録に捺印を求めるとい
う、いわゆる持ち廻りを行っていた。当社が、
こうした機関運営事務を行っていたことから、

１８．６．１６２７
※



－229－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

　令等の遵守状況を確
認するための十分な
現物調査の実施や、
適切な鑑定評価額に
基づいた物件取得を
行うための鑑定評価
会社への資料提供等
が適切に行われてい
る か 等 に つ い て
チェックする体制を
構築することを含
め、具体的な再発防
止策を策定すること
・投資法人の機関運営
事務受託にあたり、
法令等遵守の観点か
ら適切な業務執行体
制を構築すること
・今般の検査結果を踏
まえ、経営陣を含め
た責任の所在の明確
化を図ること
・上記に関する業務改
善計画を書面で提出
し、直ちに実行する
こと

当該投資法人の執行役員及び監督役員は、法令
上役員会の承認が必要とされる事項について
も、このような持ち廻り方式により承認を行っ
ていた。
　上記のとおり、当社は、当該投資法人から一
般事務受託者として機関運営事務の委託を受け
ていたにもかかわらず、善良なる管理者として
当該業務を行わず、当該投資法人の執行役員及
び監督役員がかかる事務運営に漫然と従ったた
め、投資法人の役員会という重要な意思決定機
関が適切に運営されない状態が継続した。

２７
つづき

会社に対する処分
　業務改善命令
・すべての法定帳簿の
点検・整備を実施し、
法定帳簿の作成・保
存が適切に行われる
体制を構築すること
・分別保管に係る手続
きの点検・整備を実
施し、顧客分別金信
託が適切に行われる
体制を構築すること
・内部管理体制の充実
　・強化を図るととも
に、責任の所在の明
確化を図ること
・法令違反の根絶に向
けた「再発防止策」
を策定し、役職員に
周知徹底すること
・上記について、その
状況を書面で報告す
ること

○　外国証券の取引に係る法定帳簿の不備

　日本インベスターズ証券株式会社は、平成１３
年７月１０日を基準日とする関東財務局長による
検査の結果、外国証券の取引に関し、証取法第
１８８条に基づく証券会社に関する内閣府令（以下
「府令」という。）第６０条第１項に規定する法定
帳簿（以下「法定帳簿」という。）について、①
「顧客勘定元帳」及び「保護預り有価証券明細
簿」の未作成、②「取引日記帳」の記載事項の
一部欠如との指摘を受け、平成１４年２月２５日付
で関東財務局長に対し改善報告書を提出してい
る。
　しかしながら、その改善状況を検証したとこ
ろ、上記①について、当社は、外国証券の取引
に係る法定帳簿である「顧客勘定元帳」及び
「保護預り有価証券明細簿」を作成・保存して
いるが、当該法定帳簿の府令第６０条第２項に基
づく別表第８に定める記載事項（以下「必要記
載事項」という。）については、その多くが欠如
している。
　また、上記②について、当社は、外国証券の
取引に係る法定帳簿である「取引日記帳」を作
成・保存しているが、当該法定帳簿についても
同様に必要記載事項の多くが欠如している。

１８．６．２３
（関東）

２８
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行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

役職員（外務員）に対
する処分
・未定

　さらに、外国証券の取引に係る法定帳簿であ
る「注文伝票」及び「取引残高報告書」につい
ても同様に必要記載事項の多くが欠如している
状況が認められた。

○　外国証券の取引に関し、顧客に必要な情報
を適切に通知していないと認められる状況

　日本インベスターズ証券株式会社は、外国証
券の取引に係る法定帳簿である「取引残高報告
書」を作成し、顧客に交付しているが、その必
要記載事項の多くが欠如しており、顧客の取引
に関し、顧客に必要な情報を適切に通知してい
ない状況となっている。

◎　外国証券の取引に係る顧客分別金の信託漏れ

　日本インベスターズ証券株式会社専務取締役
は、その業務に関し、外国証券に関する募集の
取扱いを行うに当たり、顧客から預託を受けた
募集等払込金について分別保管を行わないまま
業務を継続していた。
　このため、顧客分別金として信託すべき金額
のうち、当該募集等払込金に係る金額の算入が
漏れており、検査基準日現在において約７４百万
円の顧客分別金信託額の不足が認められた。

２８
つづき

会社に対する処分
　業務改善命令
・法令等遵守にかかる
経営姿勢を明確にす
ること
・今般の法令違反行為
の責任の所在を明確
化すること
・内部管理体制の見直
しを図り、法令違反
の根絶に向けた再発
防止策（具体的達成
方法、達成時期及び
社内規程等の整備や
全職員に対する法令
遵守の徹底を図るた
めの措置を含む。）を
講じること
・社内検査体制の充
実・強化のための方
策を講じること

◎　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　津山証券株式会社大阪支店歩合外務員は、そ
の業務に関し、平成１５年３月に顧客と日経２２５先
物取引の受託につき、別の顧客と日経２２５先物取
引及び日経２２５オプション取引の受託につき、同
年７月頃に更に別の顧客と株式の売買の受託に
つき、それぞれ売買の別（日経２２５先物取引の受
託については、現実指数が約定指数を上回った
場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は
当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別
をいい、日経２２５オプション取引の受託について
は、オプションを付与する立場の当事者となる
か又は取得する立場の当事者となるかの別をい
う。以下同じ。）、銘柄、数及び価格（日経２２５先
物取引の受託については約定指数をいい、日経
２２５オプション取引についてはオプションの対
価の額をいう。以下同じ。）の全部について顧客
の個別の取引ごとの同意を得ないで定めること
ができることを内容とする契約を締結した上
で、平成１５年３月２４日から同１７年１０月２７日まで
の間、取引を受託、執行した。

１８．６．２６
（中国）

２９
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行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区　分）

一連
番号

・上記に関する計画を
書面で提出し、以後
計画の実施完了まで
の間、その実施状況
を３ヶ月毎に報告す
ること

役職員（外務員）に対
する処分
・未定

２９
つづき



勧告事案の概要一覧表　補足説明

○　松井証券株式会社に係る勧告資料

（勧告事案の概要一覧表　一連番号２）

　松井証券は、一般信用取引（注１）の仕組みを利用して信用期日（弁

済期限）を原則として無期限とする取引を、「無期限信用取引」という名

称で取り扱っている。

　当社の社内規程である「ネットストック信用取引規程」では、「信用建

玉銘柄について、上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株

式移転・会社分割等の措置がとられた場合、当社が定める期日を信用期

日とすることができる」旨が規定されている。

　しかしながら、当社は、平成１５年７月から平成１７年４月までの間、多

数の顧客に対して「無期限信用取引」の勧誘を行うに際し、「会社案内」（注

２）における当該取引の説明において、以下のような内容を記載するこ

とにより、信用期日が設定されることは一切ないかのような誤解を生ぜ

しめるべき表示を行ったものである。

（注１）品貸料、信用期日（弁済期限）及び金利について、顧客との間で合

意した内容に従って行う信用取引。
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「会社案内」における「無期限信用取引」の説明内容

これまでの信用取引では『決済期限６ヶ月』というルールがありました。反対売

買を６ヶ月以内に行わなければならないということです。当初の思惑に反して株

価が下がっていたとしても、期日になれば損を覚悟で決済しなければなりません。

『期日さえ無ければ…』という思いを投資家なら誰でも一度は経験していること

でしょう。無期限信用取引なら、決済期限はありません。松井証券でなら、期日

を気にせず信用取引ができます。



（注２）投資者が松井証券に対して口座開設のための資料請求を行った場合

等に配布している資料。

○　新生証券株式会社に係る勧告資料

（勧告事案の概要一覧表　一連番号１０）

　部長Ａ（当時）は、平成１７年７月、親法人等より当社に着任したが、

親法人等の顧客リスト多数を当社に持ち込んでいる。

　当該顧客リストには、顧客の借入残高等、親法人等の使用人という立

場ゆえに入手できた親法人等顧客の特別な情報が多数含まれていた。

　部長代理Ｂは、平成１７年６月、親法人等の支店に臨店し、同支店使用

人と面会した上、「担当会社一覧」をＢ本人宛にメール送信するよう口頭

で依頼し、同日受信し、その後、開封して閲読している。

　「担当会社一覧」には同支店の担当する事業法人等の借入残高等の情報

が営業員別に記載されており、親法人等の使用人として職務上知り得た

顧客の特別の情報が多数認められた。

　上記使用人２名のほか、使用人２名が、親法人等のパソコン内のデー

タの当社パソコンへの移管等の方法により、顧客に関する非公開情報を

受領した。

 

－233－



○　オリックス・アセットマネジメント株式会社に係る勧告資料

（勧告事案の概要一覧表　一連番号２７）

不動産の取得時等の審査業務等を適切に行っていなかった事例

　違法建築物件の取得

　倉庫として建築確認を受けた部分を事務所に改造し、未使用部分を含

め増床の上、用途外で使用していたため容積率を超過している物件につ

いて、十分な審査を行わないまま投資法人の資産として取得していた。

　賃貸面積を確認しないままの取得

　テナント付の物件について実際の貸付面積を計測しないまま投資法人

の資産として取得し、そのまま貸付を行ったところ、テナントからの指

摘により、契約面積が実際より約５５㎡広いことが判明した。

　不十分な鑑定評価に基づく取得

　不動産の取得に当たり、外部の評価機関から鑑定評価を取得すること

としているが、その評価額の客観性を高めるために、評価機関とは別の

調査会社にエンジニアリング・レポート（不動産の建物や設備の状況に

関する事前レポート）の作成を依頼し、このレポートを評価機関に提出

している。その際、自ら作成を依頼したエンジニアリング・レポートを

入手しているにもかかわらず、物件の売主から入手した古いエンジニア

リング・レポートや暫定版として作成されたエンジニアリング・レポー

トを提出したまま鑑定評価額の算出を依頼し、その鑑定評価額を基にし

た価格によって投資法人の資産として取得していた。

　ＰＣＢ付き物件の取得

－234－



　敷地内の蓄電設備（コンデンサ）に有害物質であるポリ塩化ビフェニ

ル（ＰＣＢ）が含まれていたが、ＰＣＢ特措法によれば前所有者に届出

義務や処分責任があると考えられるところ、投資法人の資産として取得

する際に、同法の規定を理解しないまま投資法人が管理するものとして

届出をし、処理費用の見積もりまで行っていた。
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２－４　開示検査実施状況

１　平成１７事務年度における調査件数等

�　調査件数

　開示書類提出義務者に対する報告徴取・資料徴求または立入検

査件数　２２件

�　調査対象の内訳

①　対象会社等の属性

（注）同一会社が複数の取引所に上場している場合があるため、合計数が

着手件数を上回ることがある。

②　検査対象開示書類の種別

（注）同一会社の複数の開示書類を検査対象としている場合があるため、

合計数が着手件数を上回ることがある。
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１１件東京証券取引所上場企業

発
行
体

５件大阪証券取引所上場企業

２件名古屋・福岡・札幌証券取引所上場企業

８件ジャスダック証券取引所上場企業

１件発行体以外の者

平成１７年７月～平成１８年６月提出

継
続
開
示
書
類

４件有価証券報告書等

１０件半期報告書等

平成１７年７月以前提出

１９件有価証券報告書等

８件半期報告書等

３件有価証券届出書等発行開示書類

２件その他



２　平成１７事務年度における調査結果

（注１）自発的訂正が行われた場合であっても検査を継続することがあるた

め、合計数は検査終了件数を表すものではない。

（注２）上記③の外書きは、平成１７事務年度中に有価証券報告書等の訂正報

告書の提出は行われなかったものの、平成１７事務年度中の検査に基づ

き、開示検査実施状況の公表日（平成１８年７月１８日）時点で有価証券

報告書等の訂正報告書が提出されているもの。
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１件　　　　　勧告①

１件　　　　　勧告に基づくもの
自発的訂正

②

８件（外１件）勧告以外の当方の指摘に基づくもの③

８件　　　　　当方の指摘事項なし④
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１７年７月
～

１８年６月

１６年７月
～

１７年６月

１５年７月
～

１６年６月

１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月
区　　　分

９８１１３１２４１１８９６証 券 会 社

８８９６１０７９８８２国 内 証 券 会 社

（１５）（１３）（１５）（１７）（１０）（証券監視委）

（７３）（８３）（９２）（８１）（７２）（財務局長等）

１０１７１７２０１４外 国 証 券 会 社

（１０）（１７）（１７）（２０）（１４）（証券監視委）

（０）（０）（０）（０）（０）（財務局長等）

１９支店２３支店２３支店３０支店２１支店支 店 単 独

２８２７１３１３７登 録 金 融 機 関

（５）（７）（３）（２）（２）（ 証 券 監 視 委 ）

（２３）（２０）（１０）（１１）（５）（ 財 務 局 長 等 ）

１００－－証 券 仲 介 業 者

（０）（０）（０）－－（ 証 券 監 視 委 ）

（１）（０）（０）－－（ 財 務 局 長 等 ）

１３０１００金融先物取引業者

（０）（０）（０）（０）（０）（ 証 券 監 視 委 ）

（１３）（０）（１）（０）（０）（ 財 務 局 長 等 ）

１４－－－－投資信託委託業者

（１４）－－－－（ 証 券 監 視 委 ）

（０）－－－－（ 財 務 局 長 等 ）

２－－－－投 資 法 人

（２）－－－－（ 証 券 監 視 委 ）

（０）－－－－（ 財 務 局 長 等 ）

２５－－－－投 資 顧 問 業 者

（０）－－－－（ 証 券 監 視 委 ）

（２５）－－－－（ 財 務 局 長 等 ）

２０２０２自 主 規 制 機 関

（２）（０）（２）（０）（２）（ 証 券 監 視 委 ）

（０）（０）（０）（０）（０）（ 財 務 局 長 等 ）

２－５　検査実施状況

１　検査実施状況一覧表

（注１）上記の計数は、着手件数である。
（注２）「支店単独」とは、支店の検査のみを実施するものである。
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２　１検査対象当たりの平均延べ検査投入人員

（単位：人・日）

１７年７月
～

１８年６月

１６年７月
～

１７年６月

１５年７月
～

１６年６月

１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月
区　　　分

１３１９７８７１００１０２国 内 証 券 会 社

１８４１２５１０２１０５９４外 国 証 券 会 社

４７４２５３２１２８登 録 金 融 機 関

６３－４５９－－金融先物取引業者

１４２投資信託委託業者

１７投 資 顧 問 業 者

７４－６０－１０６自 主 規 制 機 関

（注１）臨店期間分について算出したものである。
（注２）１５年７月～１６年６月の金融先物取引業者の延べ検査投入人員は１社の実績

である。
（注３）１７年７月～１８年６月の国内証券会社の最少検査投入人員は１２（人・日）、

最多検査投入人員は９６０（人・日）である。
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３　検査結果の状況

�　検査終了件数

１７年７月
～

１８年６月

１６年７月
～

１７年６月

１５年７月
～

１６年６月

１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月
区　　　分

１５０１４７１３０１３５９０検 査 終 了 件 数

８１１１８１１６１２２８３証 券 会 社

２７２８１１１２７登 録 金 融 機 関

１－－証 券 仲 介 業 者

１２－１－－金融先物取引業者

１０投資信託委託業者

２投 資 法 人

１７投 資 顧 問 業 者

－１２１－自 主 規 制 機 関

（注１）「検査終了件数」とは、検査事務年度中に被検査法人等に対し検査結果通
知書を交付し、検査が終了した件数をいい、前検査事務年度着手分を含む。
なお、支店単独検査は含まない。

（注２）「投資信託委託業者」、「投資法人」及び「投資顧問業者」は、平成17年７月
からの証券検査一元化に伴い、金融庁から証券監視委に移管された。
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�　問題点が認められた会社等の数

１７年７月
～

１８年６月
区　　　分

９３問題点が認められた会社等の数

１８不公正取引に関するもの

５０投資者保護に関するもの

２５財産・経理等に関するもの

６０その他業務運営に関するもの

（注１）「問題点が認められた会社等の数」とは、検査結果通知書において問題点
を指摘した会社等の数をいう。

（注２）問題点の区分は、証券検査一元化に伴い検査範囲及び検査対象先が拡大し
たため、見直しを行った。区分は、「不公正取引に関するもの（作為的相場
形成等）」、「投資者保護に関するもの（不招請勧誘等）」、「財産・経理等に関
するもの（債務超過及び区分管理違反等）」及び「その他業務運営に関する
もの（役員会不開催等）」とした。

（注３）「不公正取引に関するもの」、「投資者保護に関するもの」、「財産・経理等
に関するもの」及び「その他業務運営に関するもの」は、各項目で問題点が
認められた会社等の数をいう。したがって、各項目で重複する会社等がある
ため、各項目の合計と「問題点が認められた会社等の数」の数値とは一致し
ない。

１６年７月
～

１７年６月

１５年７月
～

１６年６月

１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月
区　　　分

６７６７７８５７問題点が認められた会社数

５０４３５０３９市 場 ル ー ル 等 関 係

８７５５営 業 姿 勢 関 係

４３５１５７４３内 部 管 理 体 制 関 係

１１１－そ の 他

（参考）　昨事務年度までの問題点が認められた会社数

（注１）「問題点が認められた会社数」とは、検査結果通知書において問題点を指
摘した会社の数をいう。

（注２）「市場ルール等関係」、「営業姿勢関係」、「内部管理体制関係」及び「その
他」は、各々の項目で問題点が認められた会社の数をいう。したがって、各
項目で重複する会社があるため、各項目の合計と「問題点が認められた会社
数」の数値とは一致しない。
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４　グループ一体型検査及び金融庁検査局同時検査の実施状況

大和証券 �������������� （Ｈ１７．８．３１）
大和証券ＳＭＢＣ ���������� （Ｈ１７．８．３１）
ＳＭＢＣフレンド証券 �������� （Ｈ１７．８．３１）
大和証券投資信託委託 �������� （Ｈ１７．８．３１）

グループ一体型検査

日興コーディアル証券 �������� （Ｈ１７．１１．１６）
日興シティグループ証券 ������� （Ｈ１７．１１．１６）
マネックス・ビーンズ証券 ������ （Ｈ１７．１１．１６）
シティコープ証券 ���������� （Ｈ１７．１１．１６）
日興アセットマネジメント ������ （Ｈ１７．１１．１６）
シティグループ・アセットマネジメント（Ｈ１７．１１．１６）

新光証券 �������������� （Ｈ１８．２．２０）
新光投信 �������������� （Ｈ１８．３．９）

メリルリンチ日本証券 �������� （Ｈ１８．３．７）
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ

（Ｈ１８．３．７）

三菱ＵＦＪ証券 ����������� （Ｈ１８．４．２６）
三菱東京ＵＦＪ銀行 ��������� （Ｈ１８．５．２２）
三菱ＵＦＪ信託銀行 ��������� （Ｈ１８．５．２２）
三菱ＵＦＪ投信 ����������� （Ｈ１８．５．２２）

ソシエテジェネラル証券 ������� （Ｈ１７．１１．７）
ソシエテジェネラルアセットマネジメント
 ������������������ （Ｈ１７．１１．７）

金融庁検査局同時検査

ＵＢＳ証券 ������������� （Ｈ１８．１．３０）
ＵＢＳ・グローバル・アセット・マネジメント
 ������������������ （Ｈ１８．１．３０）
三菱商事・ＵＢＳリアルティ ����� （Ｈ１８．１．３０）

ＨＳＢＣ証券 ������������ （Ｈ１８．３．３０）
ＨＳＢＣ投信 ������������ （Ｈ１８．３．３０）

（注１）グループ一体型検査は、資本関係等にあるグループ内検査対象先の一体型
の同時検査をいう。

（注２）金融庁検査局同時検査は、いわゆる金融コングロマリットを構成している
グループ内の検査対象先について、金融庁検査局と同時に検査を行うものを
いい、グループ一体型検査を兼ねる。ただし、三菱商事・ＵＢＳリアルティ
については、グループ一体型検査であるが、金融庁検査局同時検査は行って
いない。

（注３）（　）書きは、検査着手日。
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５　平成１７検査事務年度に検査が終了した法人一覧

勧告検査結果
通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人　等区分担　当

○Ｈ１７．１０．２６Ｈ１７．５．１８Ｈ１７．４．１３松井証券１国内委員会

○Ｈ１８．１．２０Ｈ１７．９．３０Ｈ１７．８．２９新生証券１

Ｈ１７．１２．１９Ｈ１７．１０．２５Ｈ１７．８．３１大和証券２

Ｈ１８．１．１９Ｈ１７．１０．２５Ｈ１７．８．３１大和証券ＳＭＢＣ３

○Ｈ１８．４．５Ｈ１７．１０．１８Ｈ１７．８．３１ＳＭＢＣフレンド証券４

○Ｈ１８．５．３１Ｈ１８．３．１０Ｈ１７．１１．１６マネックス証券５

Ｈ１７．１０．１４Ｈ１７．２．２２Ｈ１７．１．２４カリヨン証券１外証

Ｈ１７．８．８Ｈ１７．４．８Ｈ１７．３．２ドイツ証券２

Ｈ１７．１０．１３Ｈ１７．４．２８Ｈ１７．４．１１エービーエヌ・アムロ証券３

○Ｈ１８．３．２Ｈ１７．５．３１Ｈ１７．４．２０ジェー・ピー・モルガン証券４

Ｈ１７．８．１０Ｈ１７．６．７Ｈ１７．５．３０現代証券５

Ｈ１８．４．１３Ｈ１７．１０．２５Ｈ１７．８．３１リーマン・ブラザーズ証券１

Ｈ１８．６．２８Ｈ１７．１２．７Ｈ１７．１１．１ウエストエルビー証券２

Ｈ１８．５．２５Ｈ１７．１２．１６Ｈ１７．１１．７ソシエテジェネラル証券３

Ｈ１８．５．１１Ｈ１７．１２．２０Ｈ１７．１１．１６シティコープ証券４

Ｈ１８．６．１Ｈ１８．２．２２Ｈ１８．１．２６トロント・ドミニオン証券５

Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．３．１７Ｈ１８．１．３０ＵＢＳ証券６

Ｈ１８．６．２９Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．６．５ＣＩＢＣ証券７

Ｈ１７．７．１１Ｈ１６．１１．１２Ｈ１６．１０．１３新生銀行１登金

Ｈ１７．１２．７Ｈ１７．９．３０Ｈ１７．８．２９みずほ信託銀行１

Ｈ１８．６．２８Ｈ１８．２．２２Ｈ１８．１．２６住友信託銀行２

Ｈ１８．６．１Ｈ１８．４．１２Ｈ１８．３．１３アイエヌジー生命保険３

Ｈ１７．１２．２Ｈ１７．９．３０Ｈ１７．８．２９損保ジャパン・アセットマネジメント１投信

Ｈ１７．１２．９Ｈ１７．１０．２５Ｈ１７．８．３１大和証券投資信託委託２

Ｈ１８．３．１７Ｈ１７．１２．１６Ｈ１７．１１．７ソシエテジェネラルアセットマネジメント３

○Ｈ１８．６．８Ｈ１７．１２．２０Ｈ１７．１１．１６日興アセットマネジメント４

Ｈ１８．２．２３Ｈ１７．１２．２０Ｈ１７．１１．１６レッグ・メイソン・アセット・マネジメント５

Ｈ１８．５．１１Ｈ１８．２．２４Ｈ１８．１．３０ＵＢＳ・グローバル・アセット・マネジメント６

Ｈ１８．４．１８Ｈ１８．２．２４Ｈ１８．１．３０三菱商事・ＵＢＳリアルティ７

○Ｈ１８．４．１８Ｈ１８．２．２４Ｈ１８．１．３０日本リテールファンド投資法人８

○Ｈ１８．５．３１Ｈ１８．４．１４Ｈ１８．３．７メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ９

○Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．４．１８Ｈ１８．３．１３オリックス・アセットマネジメント１０

○Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．４．１８Ｈ１８．３．１３オリックス不動産投資法人１１

Ｈ１８．６．２０Ｈ１８．４．２８Ｈ１８．３．３０ＨＳＢＣ投信１２

（注１）区分欄の「国内」は国内証券会社、「外証」は外国証券会社、「登金」は登
録金融機関、「投信」は投資信託委託業者及び投資法人である。

（注２）斜字体数字は、平成１６検査事務年度に検査に着手した法人である。
（注３）勧告欄の○は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対する勧告を行ったもので

ある。
（注４）マネックス証券は、平成１７年１２月にマネックス・ビーンズ証券から商号変

更を行っている。
（注５）レッグ・メイソン・アセットマネジメントは、平成１８年１月にシティグ

ループアセット・マネジメントから商号変更を行っている。
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勧告検査結果
通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人　等区分担　当

Ｈ１７．１２．８Ｈ１７．３．２５Ｈ１７．２．１６ライブドア証券１国内関　東

Ｈ１７．７．２９Ｈ１７．４．２７Ｈ１７．４．７オリックス証券２

○Ｈ１８．５．２３Ｈ１７．４．２７Ｈ１７．４．７エイチ・エス証券３

○Ｈ１８．１．２０Ｈ１７．４．２７Ｈ１７．４．１１日本協栄証券４

Ｈ１７．９．１３Ｈ１７．８．５Ｈ１７．５．１１山和証券５

Ｈ１７．７．２７Ｈ１７．６．１Ｈ１７．５．１９ブライト証券６

Ｈ１７．１２．６Ｈ１７．９．１６Ｈ１７．８．２９黒川木徳証券１

Ｈ１７．１０．１９Ｈ１７．９．９Ｈ１７．８．２９三田証券２　

Ｈ１７．１１．２９Ｈ１７．９．７Ｈ１７．８．２９インテグレイティド・ファイナンス証券３

○Ｈ１８．６．２３Ｈ１７．９．９Ｈ１７．８．２９日本インベスターズ証券４

Ｈ１８．２．１７Ｈ１７．９．１４Ｈ１７．８．３０新和証券５　

Ｈ１７．１２．７Ｈ１７．９．９Ｈ１７．８．３０飯田証券６

Ｈ１８．２．２８Ｈ１７．１１．１８Ｈ１７．１０．４丸三証券７

Ｈ１７．１２．９Ｈ１７．１０．２１Ｈ１７．１０．４十字屋証券８

Ｈ１８．２．１３Ｈ１７．１１．２Ｈ１７．１０．６中央証券９

Ｈ１８．１．１８Ｈ１７．１０．１８Ｈ１７．１０．６スパークス証券１０

Ｈ１７．１１．１８Ｈ１７．１０．１８Ｈ１７．１０．６Ｃ＆Ｍ証券１１

Ｈ１８．１．１７Ｈ１７．１２．１２Ｈ１７．１２．２城南証券１２

Ｈ１８．４．１２Ｈ１７．１２．１４Ｈ１７．１２．６国府証券１３

Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．２．２４Ｈ１８．１．１７東洋証券１４

Ｈ１８．４．２６Ｈ１８．２．６Ｈ１８．１．１７堂島関東証券１５

Ｈ１８．２．２８Ｈ１８．２．１Ｈ１８．１．１９ニュース証券１６

Ｈ１８．４．２６Ｈ１８．３．３Ｈ１８．２．１４武蔵証券１７

Ｈ１８．６．２０Ｈ１８．３．１３Ｈ１８．２．２１丸福証券１８

Ｈ１８．４．２１Ｈ１８．３．２Ｈ１８．２．２２ディー・ブレイン証券１９

Ｈ１８．５．２５Ｈ１８．４．１４Ｈ１８．４．６アクシーズ・ジャパン証券２０

Ｈ１８．６．７Ｈ１８．４．２６Ｈ１８．４．２０アーツ証券２１

Ｈ１８．６．２Ｈ１８．４．２６Ｈ１８．４．２０日立キャピタル証券２２

Ｈ１８．６．３０Ｈ１８．５．３１Ｈ１８．５．２３三菱商事証券２３

Ｈ１８．６．３０Ｈ１８．５．３０Ｈ１８．５．２３バンガード・インベストメンツ・ジャパン証券２４

Ｈ１８．６．３０Ｈ１８．５．２９Ｈ１８．５．２３ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券投資顧問２５

Ｈ１７．９．２Ｈ１７．８．５Ｈ１７．８．１川口信用金庫１登金

Ｈ１７．１０．４Ｈ１７．９．８Ｈ１７．８．３０栃木銀行２

Ｈ１８．１．１８Ｈ１７．１２．１２Ｈ１７．１２．２京葉銀行３

Ｈ１７．１０．１９Ｈ１７．９．１３Ｈ１７．９．１ＦＸプライム１金先

○Ｈ１７．１２．６Ｈ１７．１１．１１Ｈ１７．１０．４サンユートレックス２

○Ｈ１７．１１．１Ｈ１７．１０．２０Ｈ１７．１０．４日本デリックス３

○Ｈ１７．１０．１８Ｈ１７．１０．１４Ｈ１７．１０．４フォレックス・スター４

Ｈ１７．１２．２２Ｈ１７．１１．２９Ｈ１７．１１．１４フォレックスイースタン５

Ｈ１７．１２．２２Ｈ１７．１１．２９Ｈ１７．１１．１５日通トレード６

○Ｈ１７．１２．１３Ｈ１７．１１．２９Ｈ１７．１１．１５フォレックスインターナショナル７

Ｈ１８．５．３１Ｈ１８．２．１Ｈ１８．１．１９外為どっとコム８

○Ｈ１８．４．７Ｈ１７．１１．２５Ｈ１７．１１．１４イー・キャピタル１顧問

○Ｈ１８．４．７Ｈ１７．１２．１３Ｈ１７．１２．５コモドアインベストメント２

Ｈ１８．３．６Ｈ１８．１．２５Ｈ１８．１．１９兜町インターナショナル３

Ｈ１８．２．２７Ｈ１８．１．２５Ｈ１８．１．１９大和総研４

Ｈ１８．３．２２Ｈ１８．２．１５Ｈ１８．２．９グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ５
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勧告検査結果
通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人　等区分担　当

Ｈ１８．６．７Ｈ１８．４．１４Ｈ１８．４．６アクシーズ投資顧問６

Ｈ１８．６．２Ｈ１８．４．２６Ｈ１８．４．２０アーツ投資顧問７

○Ｈ１８．２．１６Ｈ１７．１．２８Ｈ１７．１．１２塚本證券１国内近　畿

Ｈ１７．１０．２４Ｈ１７．３．１１Ｈ１７．２．２２ひびき証券２

Ｈ１８．２．２７Ｈ１７．４．２８Ｈ１７．４．５岩井証券３

Ｈ１７．７．８Ｈ１７．４．２８Ｈ１７．４．７金吉証券４

Ｈ１７．１１．２１Ｈ１７．９．１６Ｈ１７．８．３０三京証券１　

Ｈ１７．１２．２２Ｈ１７．９．２０Ｈ１７．８．３０エンゼル証券２

Ｈ１８．６．２８Ｈ１７．１１．９Ｈ１７．１０．６光世証券３

Ｈ１８．３．６Ｈ１７．１２．９Ｈ１７．１１．２４六和証券４

Ｈ１８．２．１６Ｈ１７．１２．１４Ｈ１７．１１．２８奈良証券５　

Ｈ１８．４．４Ｈ１８．２．１０Ｈ１８．１．１７廣田証券６

Ｈ１８．６．７Ｈ１８．２．１７Ｈ１８．２．７環証券７

○Ｈ１８．４．２５Ｈ１８．３．２９Ｈ１８．３．１３ＡＩＭ証券８

Ｈ１８．６．１３Ｈ１８．６．２Ｈ１８．５．２２みずほインベスターズ証券神戸支店９

Ｈ１８．６．２８Ｈ１８．６．７Ｈ１８．５．２３相生証券１０

Ｈ１７．１０．１７Ｈ１７．８．５Ｈ１７．７．２６京都銀行１登金

○Ｈ１８．４．２５Ｈ１８．３．２９Ｈ１８．３．１３ＭＭＧアローズ１仲介

○Ｈ１７．１１．１８Ｈ１７．１１．２Ｈ１７．１０．１２日本エフエックス１金先

○Ｈ１７．１１．１８Ｈ１７．１１．７Ｈ１７．１０．１２日本フォレックス２

Ｈ１７．１１．１６Ｈ１７．９．１Ｈ１７．８．３０エンゼルキャピタル株式会社１顧問

Ｈ１８．５．２３Ｈ１７．１２．１５Ｈ１７．１２．７エー・ビー・シー総研２

Ｈ１８．６．２３Ｈ１８．１．２７Ｈ１８．１．１７ウイン情報３

Ｈ１８．６．１３Ｈ１８．２．２２Ｈ１８．２．１４べスティング投資顧問４

Ｈ１８．３．２７Ｈ１８．３．１４Ｈ１８．３．１０ジェイエスアール５

Ｈ１８．６．９Ｈ１８．３．１７Ｈ１８．３．１０オリオン投資経済６

Ｈ１８．５．１５Ｈ１８．４．２６Ｈ１８．４．２４タカノ経済研究所７

Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．６．７Ｈ１８．６．６ナミ投資顧問室８

Ｈ１７．１０．６Ｈ１７．９．２Ｈ１７．８．２２東海東京証券札幌支店１国内北海道

Ｈ１７．１１．２８Ｈ１７．１１．１１Ｈ１７．１０．２７三菱ＵＦＪ証券札幌支店２

Ｈ１８．２．２２Ｈ１８．２．１０Ｈ１８．１．３０野村證券釧路支店３

Ｈ１８．５．１６Ｈ１８．４．２８Ｈ１８．４．１７北海道銀行１登金

Ｈ１７．９．１６Ｈ１７．９．２Ｈ１７．８．２３野村證券福島支店１国内東　北

Ｈ１８．３．２７Ｈ１８．２．１７Ｈ１８．２．８みずほインベスターズ証券盛岡支店２

Ｈ１７．１１．２８Ｈ１７．１０．２８Ｈ１７．１０．１８山形銀行１登金

Ｈ１８．５．１０Ｈ１８．４．２１Ｈ１８．４．１１七十七銀行２

Ｈ１７．８．１９Ｈ１７．５．１８Ｈ１７．４．１２野畑証券１国内東　海

Ｈ１７．１１．２５Ｈ１７．９．２０Ｈ１７．８．２９寿証券１

Ｈ１７．１２．２０Ｈ１７．１１．２１Ｈ１７．１０．１８静岡東海証券２

Ｈ１８．１．３０Ｈ１７．１１．２４Ｈ１７．１１．８中泉証券３

Ｈ１８．４．１２Ｈ１８．２．１０Ｈ１８．１．１１岡地証券４

○Ｈ１８．６．７Ｈ１８．２．１７Ｈ１８．２．２伊勢証券５

Ｈ１７．９．２６Ｈ１７．９．２Ｈ１７．８．２５十六銀行１登金

Ｈ１７．１２．９Ｈ１７．１０．２１Ｈ１７．１０．１１三重銀行２

○Ｈ１８．３．２２Ｈ１８．１．２０Ｈ１７．１２．７東洋総研１顧問

Ｈ１８．２．９Ｈ１７．１１．１Ｈ１７．１０．１９荒町証券１国内北　陸

Ｈ１８．３．９Ｈ１７．１２．７Ｈ１７．１１．２１新林証券２
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勧告検査結果
通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人　等区分担　当

Ｈ１８．２．１０Ｈ１８．１．２７Ｈ１８．１．１８みずほインベスターズ証券富山支店３

Ｈ１８．２．１０Ｈ１８．１．２７Ｈ１８．１．１８東海東京証券金沢支店４

Ｈ１８．６．２Ｈ１８．２．２８Ｈ１８．２．１３竹松証券５

Ｈ１８．６．２６Ｈ１８．３．２８Ｈ１８．３．１３三津井証券６

Ｈ１８．６．１５Ｈ１８．４．２７Ｈ１８．４．１３坂本北陸証券７

Ｈ１７．７．５Ｈ１７．６．１４Ｈ１７．６．８富山第一銀行１登金

Ｈ１７．９．１３Ｈ１７．７．２９Ｈ１７．７．２２北國銀行１

○Ｈ１７．１２．１６Ｈ１７．８．３１Ｈ１７．８．２５金沢信用金庫２

Ｈ１７．１０．２４Ｈ１７．９．２Ｈ１７．８．２６福井銀行３

Ｈ１７．９．５Ｈ１７．６．１４Ｈ１７．５．１１ウツミ屋証券１国内中　国

○Ｈ１８．６．２６Ｈ１７．１１．１８Ｈ１７．１０．１８津山証券１　

Ｈ１８．４．２８Ｈ１８．２．２２Ｈ１８．２．９野村證券福山支店２　

Ｈ１８．５．２３Ｈ１８．４．２１Ｈ１８．４．３カドヤ証券３

Ｈ１７．１０．１３Ｈ１７．７．２２Ｈ１７．７．１４もみじ銀行１登金

Ｈ１７．１１．２２Ｈ１７．９．２Ｈ１７．８．２５鳥取銀行２

Ｈ１８．４．７Ｈ１８．１．２５Ｈ１８．１．１７山陰合同銀行３

Ｈ１７．１１．２４Ｈ１７．１０．２８Ｈ１７．１０．１１三菱ＵＦＪ証券松山支店１国内四　国

Ｈ１８．３．３Ｈ１８．２．３Ｈ１８．１．１１三豊証券２

Ｈ１８．４．１２Ｈ１８．３．１７Ｈ１８．２．１５愛媛証券３

Ｈ１８．５．２３Ｈ１８．４．２８Ｈ１８．４．５野村證券松山支店４

Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．６．９Ｈ１８．５．１７二浪証券５

Ｈ１７．１１．７Ｈ１７．９．８Ｈ１７．８．２５四国銀行１登金

Ｈ１８．１．６Ｈ１７．１１．１８Ｈ１７．１１．８徳島銀行２

Ｈ１８．５．２５Ｈ１８．４．７Ｈ１８．４．５香賀投資顧問１顧問

Ｈ１７．１１．２５Ｈ１７．９．１６Ｈ１７．８．２９大熊本証券１国内九　州

Ｈ１８．３．２２Ｈ１７．１１．８Ｈ１７．１０．２４東海東京証券宮崎支店２　

Ｈ１８．４．５Ｈ１８．２．２１Ｈ１８．２．８みずほインベスターズ証券熊本支店３

Ｈ１８．６．２２Ｈ１８．６．２Ｈ１８．５．２２野村證券宮崎支店４

Ｈ１７．８．２６Ｈ１７．５．３１Ｈ１７．５．２３鹿児島銀行１登金

Ｈ１７．１０．２０Ｈ１７．１０．７Ｈ１７．１０．３南日本銀行１

Ｈ１８．４．６Ｈ１８．１．２７Ｈ１８．１．１９宮崎太陽銀行２

Ｈ１７．１１．２８Ｈ１７．９．７Ｈ１７．８．２９ＳＭＢＣフレンド証券八幡支店１国内福　岡

Ｈ１８．３．３０Ｈ１８．２．１０Ｈ１８．１．１７佐世保証券２

Ｈ１８．５．１０Ｈ１８．３．２４Ｈ１８．３．１東海東京証券福岡支店３

Ｈ１８．１．５Ｈ１７．１１．２Ｈ１７．１０．１２親和銀行１登金

Ｈ１８．６．２９Ｈ１８．６．１６Ｈ１８．５．３１筑邦銀行２

Ｈ１７．１２．１５Ｈ１７．１１．２２Ｈ１７．１１．１１プロテックスオフィス１金先

○Ｈ１８．５．２４Ｈ１８．４．１８Ｈ１８．４．５エクセルトレード２

（注１）区分欄の「国内」は国内証券会社、「登金」は登録金融機関、「仲介」は証
券仲介業者、「顧問」は投資顧問業者、「金先」は金融先物取引業者である。

（注２）斜字体数字は、平成１６検査事務年度に検査を着手した法人である。
（注３）勧告欄の○は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対する勧告を行ったもので

ある。



２－６　建議実施状況

１　建議実施件数一覧

 （単位：件）

２　建議案件の概要一覧表
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合計１７１６１５１４１３１２１１４～１０
事務年度

１２５０１２００２２件 数

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　日本証券業協会

は、登録審査に関し、

①証券会社と公認会

計士等との十分な連

携、②審査項目の見

直し、③申請会員と

協会の連携等の改善

策を講じている。

　重要な事項につき虚偽記載のある有価証

券報告書の提出の嫌疑に係る犯則事件の調

査の結果、店頭売買有価証券の登録審査につ

いて問題点が認められたので、日本証券業協

会の店頭売買有価証券の登録に関する規則

等について、会員証券会社等による厳正かつ

深度ある登録審査を確保し、投資者保護に十

全を期する観点から、必要かつ適切な措置を

講じるよう建議した。

６．６．１４

　各証券取引所で

は、株式の売買等に

ついて、証券会社に

対して自己・委託の

別の入力を義務付け

る措置を講じ、実施

済である。

　大手証券会社による損失補てん事件につ

いて、犯則事件の調査等を行った結果、法令

遵守のための内部管理に関して問題点が認

められたので、委託注文と自己の計算による

取引の区分の制度化等、法令遵守のための内

部管理体制の充実・強化の観点から、必要か

つ適切な措置を講じるよう建議した。

９．１２．２４



－248－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　大蔵省は、ガイド
ラインを改正し、銀
行業等を営む会社の
財務諸表における担
保資産の注記を義務
付けるとともに、全
銀協等は、会員に関
連当事者との取引の
開示を徹底すること
を通知した。

　日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行
の有価証券報告書の虚偽記載に関し、犯則事
件の調査を行った結果、銀行が提出する財務
諸表について問題点が認められたので、銀
行・信託業等における担保資産の開示、関連
当事者との取引の十分な開示の観点から、必
要かつ適切な措置を講じるよう建議した。

１１．１２．２１

　金融監督庁は、日
本証券業協会に対し
会員に不適正な投資
勧誘について周知・
指導の徹底を要請す
る旨の文書を発出す
るとともに、財務局
ほか関係先にも通知
した。

　証券会社の検査を行った結果、証券投資信
託の償還乗換えの際の優遇措置の未利用取
引、同一外貨建て商品間の売買に係る不適正
な取扱いという営業姿勢に関する問題点が
認められたので、顧客に対する誠実かつ公正
な業務の執行の観点から、必要かつ適切な措
置を講じるよう建議した。

１２．３．２４

　金融庁は、行為規
制府令を改正し、証
券会社の業務の状況
につき是正を加える
ことが必要な場合と
して、「募集期間中ま
たは売出期間中に生
じた投資判断に影響
を及ぼす重要な事象
について、個人の顧
客に対して説明を
行っていない状況」
を追加するととも
に、事務ガイドライ
ンに具体的なケース
を規定した。

　証券会社の検査を行った結果、①発行会社
の既発債の市場における流通利回りが大幅
に上昇している状況下における普通社債の
個人投資家向けの募集の取扱い、②対象株式
の株価が大幅に下落している状況下におけ
る他社株券償還特約付社債券の個人投資家
向けの売出しに関して証券会社の営業姿勢
に問題点が認められたので、これらを取得す
る個人投資家を保護するためのルールの整
備を建議した。

１５．４．２２



－249－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　金融庁は、行為規

制府令を改正し、証

券会社の業務の状況

につき是正を加える

ことが必要な場合と

して、「実勢を反映し

ない作為的相場を形

成させるべき一連の

有価証券の売買取引

の受託等に関して、

当該取引を防止する

ための売買管理が十

分でないと認められ

る状況」を追加する

とともに、この「売

買管理」について事

務ガイドラインに具

体的に規定した。ま

た、顧客が空売り規

制の潜脱行為を防止

するための管理の徹

底や、本人確認の徹

底についても事務ガ

イドラインに具体的

に規定した。

　証券会社の検査を行った結果、インター

ネット取引を取り扱う複数の証券会社の検

査において、①証券会社が、インターネット

取引において、不十分な売買審査体制の下

で、買い上がり買付けと自己対当取引を繰り

返す等の作為的相場形成となる顧客の注文

を継続的に受託している行為、②証券会社

が、インターネット取引において、個人顧客

が空売りの価格規制を潜脱する目的で行っ

たと認められる短時間に連続する複数回の

信用売り注文を受託し、これを発注している

行為、③証券会社が、インターネット取引に

おいて、顧客の注文が本人になりすましてい

る疑いがある取引であるにもかかわらず、こ

れを受託している行為が認められたので、市

場の公正性を確保するため、インターネット

取引を取り扱う証券会社の売買審査体制や

顧客管理体制の適正性を確保させるための

適切な措置を講じるよう建議した。

１５．６．３０



－250－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　日本証券業協会
は、「アナリスト・
レポートの取扱い等
について」（理事会決
議）を改正し、証券
会社が、契約等に基
づき外部アナリスト
が執筆したアナリス
ト・レポートを使用
する場合には、外部
アナリストの有価証
券の売買等に関し、
外部アナリストの公
正かつ適正な業務の
遂行が確保されるた
めの措置が講じられ
ていることの確認
や、対価の支払い又
は銘柄の指定等をし
て外部アナリストに
アナリスト・レポー
トの作成を依頼した
場合には、その旨を
顧客に通知又はアナ
リスト・レポートに
表示することなどを
追加した。

　証券会社の検査を行った結果、①証券会社
が、当該証券会社に所属しないアナリストと
の間で、投資者への勧誘等に際し使用するた
めのアナリスト・レポートの作成に係る契約
を締結したが、当該アナリストは、当該契約
に基づき作成する個別の発行体に関するア
ナリスト・レポートに、当該発行体に係る株
式について新規に買い推奨を示すレーティ
ングを付した場合に、同レポートの投資者へ
の公表前に当該株式の買付けを行い、公表後
に売付けを行うといった行為を繰り返して
おり、証券会社のアナリスト・レポート及び
アナリストに係る管理が十分なものとは認
められない状況、②証券会社が、情報提供会
社に対し、銘柄を指定した上、対価を支払っ
てアナリスト・レポートの作成を依頼した
が、同レポートがそのような事情の下で作成
されたことを同レポートに表示することな
く投資者に対し公表している状況が認めら
れたので、投資者保護及び市場の公正性、透
明性を高める観点から、アナリスト・レポー
ト及びこれを作成したアナリストに対する
適切な管理体制を構築させるため必要かつ
適切な措置を講じるよう建議した。

１５．１２．１６



－251－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　取引誘引目的で行

われる証券会社への

売買等の委託（媒介、

取次ぎ又は代理の申

込み）の内、売買等

が成立していないも

の（いわゆる「見せ

玉」等）についても、

新たに課徴金の対象

とすることを内容と

する改正が盛り込ま

れた「証券取引法等

の一部を改正する法

律」が平成１８年６月

７日成立した（同法

の当該部分は平成１８

年７月４日から施行

された。）。

　相場操縦の一手法として、市場の株価を誘

導するために、約定させる意思がないにもか

かわらず、市場に注文を出して売買を申込

み、約定する前に取り消す、いわゆる「見せ

玉」等が認められた。

　相場操縦の禁止について規定する証取法

第１５９条第２項第１号は、顧客による「見せ

玉」等売買の申込み行為を規制の対象として

いるが、相場操縦に対する課徴金について規

定する同法第１７４条は、売買等が成立してい

る取引のみを規制の対象としており、「見せ

玉」等売買の申込み行為は売買等が成立して

いないことから、課徴金制度が適用されな

い。したがって、相場操縦等の不公正取引規

制の実効性を確保するための課徴金制度に

おいても「見せ玉」等売買の申込み行為を適

用対象とするよう建議した。

１７．１１．２９



－252－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　取引誘引目的で行

われる証券会社の自

己の計算による「見

せ玉」等売買の申込

みについて、新たに

相場操縦行為として

禁止するとともに、

刑事罰及び課徴金の

対象とすることを内

容とする改正が盛り

込まれた「証券取引

法等の一部を改正す

る法律」が平成１８年

６月７日成立した

（同法の当該部分は

平成１８年７月４日か

ら施行された。）。

　証券会社の顧客が「見せ玉」等売買の申込

み行為を行った場合、証取法第１５９条第２項

第１号にいう売買等の委託に該当し、処罰の

対象となるにもかかわらず、証券取引所の取

引参加者である証券会社が自己の計算で「見

せ玉」等売買の申込み行為を行った場合に

は、売買等にも売買等の委託にも該当しない

ことから、同号による禁止の対象とされてい

ない。

　「見せ玉」等売買の申込み行為による相場

操縦につき、証券会社とその顧客において、

当罰性には何ら差異がないことから、証券会

社の自己の計算における「見せ玉」等売買の

申込み行為をも、同号における禁止規定の対

象とするとともに、同法第１９７条第１項第７

号において規定する刑事罰の対象とし、併せ

て同法第１７４条に規定する課徴金の対象にも

するよう建議した。

１７．１１．２９



－253－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　投資一任契約に係

る業務に関する各種

行為規制、証券業と

投資一任契約に係る

業務を同時に行うこ

とに関する弊害防止

措置など、所要の規

制を課すことを内容

とする改正が盛り込

まれた「証券取引法

等の一部を改正する

法律」が平成１８年６

月７日成立した（同

法の当該部分は公布

の日（平成１８年６月

１４日）から１年６月

を超えない範囲内に

おいて政令で定める

日 か ら 施 行 さ れ

る。）。

　金融審議会金融分科会第一部会「中間整

理」によると、業務範囲に関して、「投資サー

ビス法においては、本来業務として、投資商

品として位置付けられる幅広い金融商品に

係る販売・勧誘やこれに関する資産運用・助

言、資産管理を、一体として規制すべきであ

る。この際、現行法の下においては、例え

ば、現在、証券業と証券投資一任業を兼業す

るためには、証券業の登録、投資顧問業との

兼業の届出、投資助言業の登録、一任の認可、

証券業との兼業の認可といった手続が必要

となるほか、兼業に伴う弊害防止措置につい

ても証取法と投資顧問業法にそれぞれ規定

が置かれているなど、縦割りの法律が健全な

兼業を妨げているといった指摘があること

に留意が必要である。」と指摘されている。

　当委員会による証券会社に対する検査の

結果を踏まえると、現在も、取引一任勘定取

引により顧客が不当な手数料の支払いを強

いられるような状況が散見されるところで

ある。このため、投資サービス法における業

務範囲の見直しに当たって、幅広い金融商品

に係る販売・勧誘やこれに関する資産運用・

助言、資産管理を一体として規制することと

なり、それに伴い取引一任勘定取引契約の禁

止の扱いも見直される場合には、投資者保護

に支障を来たさないよう証券会社が顧客の

利益を損なうことを防止するため、現行の投

資顧問業法における投資一任契約に係る規

制も踏まえ、必要かつ適切な措置を講ずるよ

う建議した。

１７．１１．２９



－254－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

金融庁において、必
要な内閣府令の改正
について検討を行っ
ている。

　上場会社が株式や新株予約権付社債（以下
「株式等」という。）　を発行しようとする
際、主幹事証券会社又はその関連会社が、発
行体による当該株式等の発行に係る情報（以
下「発行情報」という。）の公表前に、国内
外の機関投資家に対して当該株式等に係る
需要動向の調査　（以下「プレ・ヒアリング」
という。）　を行うことがある。このようなプ
レ・ヒアリングの過程で発行情報を入手した
海外の投資家が、発行情報の公表前に、当該
株式等の発行体に係る上場普通株式を売り
付けている事例が認められた。
　当委員会では、このような事例が認められ
た場合、内部者取引を行ったものと認められ
る海外投資家に関して、海外当局に対する調
査依頼を行っており、これを受けて、海外当
局において当該投資家に対する処分が行わ
れるに至っている。
　他方で、証券会社の検査の結果、①プレ・
ヒアリングの過程で発行情報を外部に伝達
することに関して手続規程を整備していな
い②発行情報を外部に伝達する際に、その対
象者に対し、伝達される発行情報が公表前の
重要事実に該当することを伝達するなどの
適切な注意喚起を行っていないことが疑わ
れる③プレ・ヒアリングをいつ、誰に対して、
どのような方法で実施し、その過程でどのよ
うな発行情報を外部の者に伝達したかにつ
いて記録を残していない会社が存すること
が認められた。このような情報管理体制を放
置することは内部者取引を誘発しかねない。
　ついては、証券会社がプレ・ヒアリング等
において公表前の発行情報等を外部に伝達
する行為により内部者取引が誘発されるこ
とを防止し、もって証券取引の公正を確保す
るため適切な措置を講じるよう建議した。

１８．４．１４



－255－

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　金融庁において

は、平成１８年４月２６

日に金融審議会の公

認会計士制度部会を

再開し、同審議会に

おいて、本建議によ

る問題提起をも踏ま

え、監査法人制度の

あり方等について、

総合的な検討を行っ

ている。

　上場会社が重要な事項につき虚偽の記載

のある有価証券報告書を提出していた犯則

事件に関し、当該上場会社の会計監査を担当

した監査法人の公認会計士が、当該犯則行為

に深く関与していた事例が複数認められた。

　当委員会は、これらの事例について、当該

上場会社及び同社の役員に加え当該公認会

計士についても共同正犯（刑法第６０条）とし

て証取法第２２６条の規定に基づき告発した。

　一方で、現行の証券取引法には、虚偽有価

証券報告書を提出した上場会社の役員らと

共謀した公認会計士が所属する監査法人の

刑事責任を追及できる規定はないなど、上記

公認会計士が所属していた監査法人に対し

ては、刑事責任を追及することは困難であ

る。

　しかし、当該上場会社との監査契約の当事

者は監査法人であり、また、監査法人は、所

属する公認会計士による業務の公正かつ的

確な遂行のため、業務管理体制を整備しなけ

ればならない立場にある。

　公認会計士法上、監査法人の社員が虚偽又

は不当な証明をした場合に、監査法人に対し

て行政処分を行うことが可能であり、また監

査法人の社員は民事上の責任も負うことと

されているが、監査法人による厳正な監査を

確保していく観点から、民事・行政責任のほ

か刑事責任を含めた監査法人の責任のあり

方について総合的に検討を行い、必要かつ適

切な措置を講じるよう建議した。

１８．４．２１



－256－

２－７　取引審査実施状況

（単位：件）

１７年７月
～

１８年６月

１６年７月
～

１７年６月

１５年７月
～

１６年６月

１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月
区　　　分

１６９１５３１５４１４７１１２価格形成に関するもの

６９３５０６５００４９５２４９内部者取引に関するもの

１３１５３３４２３１そ　の　他

８７５６７４６８７６８４３９２合　　　計

５５５３６７３８２４２９２７０（証券監視委）

３２０３０７３０５２５５１２２（ 財 務 局 等 ）



－257－

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　　分

８８８１１７都 市 銀 行 等

２２１９２２２２２０地 方 銀 行

１６１４１８１８１７第 二 地 銀 協 地 銀

１１１２１３１２１３信 用 金 庫 等

４４５５５生 命 保 険 会 社

３５５４５損 害 保 険 会 社

６０１３３そ の 他

７０６２７２７５７０合　　　　計

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　　分

８８７９９０８８８９国 内 証 券 会 社

１４１６１４２１１４外 国 証 券 会 社

１０２９５１０４１０９１０３合　　　　計

３　自主規制機関の活動実績

３－１　日本証券業協会の活動状況

監査の実施状況

�　会員 �������������������� （単位：社）

（注）上記のうち、１６年９月～１７年３月２９社（国内証券会社　２４社、外国証券会社
５社）、１７年４月～１８年３月４６社（国内証券会社　３９社、外国証券会社７社）
について証券取引所と新合同検査（複数の機関が同時に臨店して一体的に検査
を実施する方法）を行った。
（新合同検査は、その検査対象先により、検査を行う機関が異なるため、当協
会と他の機関の新合同検査件数は一致しない。）

�　特別会員 ����������������� （単位：機関）

（注）「都市銀行等」には、信託銀行及び政府系・系統金融機関を含む。「信用金庫
等」には、信金中央金庫を含む。「その他」とは、短資会社、外国銀行及び証
券金融会社等である。
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３－２　証券取引所の活動状況

１　検査（考査）の実施状況

　（東京証券取引所） ������������������ （単位：社）

　（大阪証券取引所） ������������������ （単位：社）

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　　分

３１３９３９３６４１国内証券会社総 合
取 引
参加者 ６９７８９外国証券会社

０００００国債先物等取引参加者

３７４８４６４４５０合　　　　計

（注）上記の計数は終了件数。
（注）平成１７年度は、全社について日本証券業協会等と新合同検査（複数の機関が
同時に臨店して一体的に検査を実施する方法）を行った。
（新合同検査は、その検査対象先により、検査を行う機関が異なるため、当取
引所と他の機関の新合同検査件数は一致しない。）

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　　分

２４１９１１１６１１国 内 証 券 会 社

６５５１－外 国 証 券 会 社

３０２４１６１７１１合　　　　計

（注）上記の計数は終了件数。
（注）平成１７年度は、３０社のうち、２９社（国内証券会社２３社、外国証券会社６社）
について、日本証券業協会等と新合同検査（両機関が同時に臨店して一体的に
検査を実施する方法）を行った。
（新合同検査は、その検査対象先により、検査を行う機関が異なるため、当取
引所と他の機関の新合同検査件数は一致しない。）
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　（ジャスダック証券取引所） ��� （単位：社）

１７年４月
～

１８年３月

１６年１２月１３日
～

１７年３月
区　　　　分

２５０国 内 証 券 会 社

５０外 国 証 券 会 社

３００合　　　　計

（注）上記の計数は終了件数。
（注）日本証券業協会等新合同検査（複数の機関が同時に臨店して一体的に検査を
実施する方法）を行った。
（新合同検査は、その検査対象先により、検査を行う機関が異なるため、当取
引所と他の機関の新合同検査件数は一致しない。）

（注）日本証券業協会が開設する「店頭売買有価証券市場」として位置づけられて
いたジャスダック市場は、平成１６年１２月３日に証取法上の「取引所有価証券市
場」の免許を取得し、同年１２月１３日に証券取引所として市場開設業務を開始し
た。

２　売買審査の実施状況

　　（東京証券取引所） ���������������� （単位：件数）

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　分

調査件数　調査件数　調査件数　調査件数　調査件数　

審査件数審査件数審査件数審査件数審査件数

１，３７７２，３３７２，９９４１，４９６１，２５０価格形成に関

するもの ３１５３４４７０８６

８，３７１１１，６６８９，３４４５，０５８４，９４１内部者取引に

関するもの １５４２６６２００１８３２４６

３６５２７７１４５６８４０
その他の観点

５１１１６１２５

１０，１１３１４，２８２１２，４８３６，６２２６，２３１
合　　　計

１９０３３０２６０２６５３３７
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　　（大阪証券取引所） ���������������� （単位：銘柄）

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　分

調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　

審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄

３，０４３２，１２５２，１６４８９６８７４価格形成に関

するもの ９５１１１３６

１，８４４２，００７２，１９６１，７９６１，２１３内部者取引に

関するもの １７１６１１１４８

０００００
その他の観点

０００００

４，８８７４，１３２４，３６０２，６９２２，０８７
合　　　計

２６２１２２２７１４

（注）「調査銘柄」とは、一定の調査基準に該当し抽出した銘柄をいい、「審査
銘柄」とは、調査銘柄のうち、さらに詳細な審査を要した銘柄をいう。

　　（ジャスダック証券取引所） ������������ （単位：銘柄）

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　分

調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　

審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄

１０，５８６５，４１２４，１６２２，６０３２，６２７価格形成に関

するもの ７９９４６１１３

３，０９７２，９９２３，０７１３，１３４２，１３２内部者取引に

関するもの １０９７６４５３０２０

０００７１２
その他の観点

０００７１２

１３，６８３８，４０４７，２３３５，７４４４，７７１
合　　　計

１８８１７０１０６３８３５
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（注１）「調査銘柄」とは、一定の調査基準に該当し抽出した銘柄をいい、「審
査銘柄」とは、調査銘柄のうち、更に詳細な審査を要した銘柄をいう。

（注２）上記のうち、平成１６年１２月１２日以前の審査は、日本証券業協会が実施
している（日本証券業協会が開設する「店頭売買有価証券市場」として
位置づけられていたジャスダック市場は、平成１６年１２月３日に証取法上
の「取引所有価証券市場」の免許を取得し、同年１２月１３日に証券取引所
としての市場開設業務を開始した。）。

３－３　金融先物取引業協会の活動状況

監査実施状況 ��������������������� （単位：社）

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　　分

１１１２２銀 行

７９１０９１１証 券 会 社

４００００商 品 先 物 会 社

２１１３１先 物 専 門 会 社

０００００そ の 他

１４１１１２１４１４合　　　　計

（注）「その他」とは、系統金融機関及び信用金庫である。
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３－４　東京金融先物取引所の活動状況

考査実施状況 ��������������������� （単位：社）

１７年４月
～

１８年３月

１６年４月
～

１７年３月

１５年４月
～

１６年３月

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月
区　　　　分

３（１）５２５４銀 行

１３（４）１５（８）７５１０証 券 会 社

０００００短 資 会 社

１０１００そ の 他

１７（５）２０（８）１０１０１４合　　　　計

（注１）「その他」とは、系統金融機関、先物専門会社及び信用金庫である。
（注２）（　）書きは、証拠金の分別管理状況に係る書類考査先の数である。
（注３）平成１７年７月以降３社（銀行１社、証券会社２社）について、金融先物取

引業協会と合同検査を行った。

〔参考〕

１７年度末１６年度末１５年度末１４年度末１３年度末区　　　　分

６６６８６７８６９４
金利先物等取引

参 加 者 数

１４－－－－
為替証拠金取引

参 加 者 数

（注）平成１７年７月１日に取引所為替証拠金取引を開始した。
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平成１８年６月２８日公表

５　証券検査に関する基本指針

Ⅰ　検査の基本事項

１．検査の使命

　証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」という。）の検査は、

公益又は投資者等の保護を図ることを目的として、法令に基づき、

検査対象先（次の「２．検査対象先」に掲げる者。）の業務又は財産

の状況等を検証することにより経営管理及び業務運営の状況等を的

確に把握し、検査対象先に問題点を通知するとともに、必要に応じ

て内閣総理大臣（金融庁長官）に対する適切な措置、施策を求め、

又は監督部局（検査対象先に対する監督権限を有する部局。）へ必要

な情報を提供する等の措置を講じることを使命とする。

２．検査対象先

�　証券会社（証券取引法第５９条第１項、第１９４条の６第２項第１号

及び同条第３項）

�　登録金融機関（証券取引法第６５条の２第１０項、第１９４条の６第２

項第２号及び同条第３項）

�　証券仲介業者（証券取引法第６６条の２０、第１９４条の６第２項第３

号及び同条第３項）

�　証券業協会（証券取引法第７９条の１４、第１９４条の６第２項第４号

及び同条第３項）

�　投資者保護基金（証券取引法第７９条の７７、第１９４条の６第３項）

�　証券取引所（証券取引法第１５１条、第１９４条の６第２項第５号及

び同条第３項）

�　外国証券取引所（証券取引法第１５５条の９、第１９４条の６第２項
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第６号及び同条第３項）

�　証券取引所持株会社（証券取引法第１０６条の２７、第１９４条の６第

３項）

�　証券取引清算機関（証券取引法第１５６条の１５、第１９４条の６第３

項）

�　証券金融会社（証券取引法第１５６条の３４、第１９４条の６第３項）

�　外国証券会社（外国証券業者に関する法律第３１条第１項、第４２

条第２項及び第３項）

�　許可外国証券業者（外国証券業者に関する法律第３１条第３項、

第４２条第２項及び第３項）

�　金融先物取引所（金融先物取引法第５２条第１項、第１４５条第２項

第１号及び同条第３項）

�　金融先物取引所持株会社（金融先物取引法第３４条の４８第１項、

第１４５条第３項）

�　外国金融先物取引所（金融先物取引法第５５条の１０第１項、第１４５

条第２項第２号及び同条第３項）

�　金融先物取引業者（金融先物取引法第８５条第１項、第１４５条第２

項第３号及び同条第３項）

�　金融先物取引業協会（金融先物取引法第１１３条第１項、第１４５条

第２項第４号及び同条第３項）

�　金融先物清算機関（金融先物取引法第１３１条第１項、第１４５条第

３項）

�　投資信託委託業者（投資信託及び投資法人に関する法律第３９条

第１項、第２２５条第２項第１号及び同条第３項）

�　受託会社（投資信託及び投資法人に関する法律第３９条第１項、

第２２５条第２項第１号及び同条第３項）

�　投資信託協会（投資信託及び投資法人に関する法律第５５条第１
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項、第２２５条第２項第２号及び同条第３項）

�　投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第２１３条第２項、

第２２５条第３項）

�　投資顧問業者（有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法

律第３６条第１項、第５１条の２第２項及び第３項）

�　証券投資顧問業協会（有価証券に係る投資顧問業の規制等に関

する法律第４６条第１項、第５１条の２第３項）

�　特定譲渡人（資産の流動化に関する法律第２０９条、第２９０条第２

項第１号及び同条第３項）

�　特定目的会社（資産の流動化に関する法律第２１７条第１項、第２９０

条第３項）

�　特定目的信託の原委託者（資産の流動化に関する法律第２８６条第

１項、第２９０条第２項第２号及び同条第３項）

�　保管振替機関（株券等の保管及び振替に関する法律第８条第１

項、第４１条の２第２項）

�　振替機関（社債等の振替に関する法律第２０条第１項、第１３６条第

２項）

�　登録機関（社債等登録法第１０条、第９条第３項）

�　その他、上記�から�までに掲げる法律により証券検査の対象

とされている者

　なお、次に掲げる者が検査対象先の場合には、金融機関等による

顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法

律（以下「本人確認法」という。）により証券監視委に委任された権

限に基づく検査を同時に実施することとするので留意する。

イ．証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者又は金融先物取

引業者（本人確認法第７条及び第８条第１項、第１３条第４項第
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１号）

ロ．登録金融機関（本人確認法第７条及び第８条第１項、第１３条

第４項第２号）

ハ．証券金融会社、保管振替機関、保管振替機関の参加者、振替

機関又は口座管理機関（本人確認法第７条及び第８条第１項、

第１３条第５項）

（注）（　）書きは、検査権限及び証券監視委への委任規定である。

３．検査官の心構え

�　目的の認識

　検査官は、公益又は投資者等の保護が検査の目的であることを

念頭に、常に問題意識を持って検査を実施するように努めなけれ

ばならない。

�　効率的な遂行

　検査官は、検査事項の軽重及び検査日数等を勘案した順序、分

担等に基づき、効率的にこれを遂行するように努めなければなら

ない。

�　信用保持

　検査官は、常に品位と信用を保持するように努めるとともに、

検査業務の遂行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。

�　実態の把握

　検査官は、常に穏健、冷静な態度を保ち、相手方の説明及び答

弁を慎重に聴取し、正確な実態を把握して事実を解明するように

努めなければならない。

�　自己研さん

　検査官は、金融・証券に関する法令・諸規則等を正しく理解し、

金融・証券市場等の動向や新たな金融商品、取引手法等の習得に
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努めなければならない。

４．関係部局との連携等

　証券監視委は、財務局等（財務局、財務支局及び沖縄総合事務局

をいう。以下同じ。）への適切な指揮監督を行うとともに、効率的か

つ効果的な検査の実施に資するため、証券監視委と財務局等又は財

務局等相互間において検査官を派遣し合同して行う検査を積極的に

実施するなど連携を図るものとする。

　なお、金融庁検査局又は監督局（財務局等にあっては理財部又は

財務部。）等関係部局との間においては、それぞれの独立性を尊重し

つつ適切な連携を図るものとする。

５．自主規制機関との情報交換等

�　証券業協会などの自主規制機関の検査部門等と情報交換を図る

ことで、業界及び個々の検査対象先の実態把握に努めるものとす

る。

�　自主規制機関による検査業務の実施状況等を把握し、必要に応

じて検査を行うなど、自主規制機能の強化に資するものとする。

Ⅱ　検査実施の手続等

１．検査の基本方針及び基本計画の策定

　証券監視委事務局は、毎事務年度の当初に「検査基本方針」及び「検

査基本計画」を策定するものとする。これらの策定に当たっては、

効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から、監督部局の監督

方針や証券市場をめぐる環境の変化等に十分配慮することとし、ま

た、策定した「検査基本方針」及び「検査基本計画」を公表するも

のとする。
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２．検査の種類

　検査の種類は、次のとおりとする。

�　一般検査

　検査対象先に係る業務運営等の全般について、各種情報、前回

検査の結果及び検査周期等を総合勘案した上で行う検査をいう。

�　特別検査

　検査対象先に係る業務運営等の一部について、情報等を基に機

動的に行う検査をいう。

３．検査の方式

　検査は、原則として、検査対象先の本店、支店又はその他の営業

所等を訪問して、帳簿書類その他の物件を検査する方法（以下「臨

店検査」という。）により行うものとする。

４．検査予告

　証券監視委及び財務局等の検査は、原則として、無予告で行うも

のとする。

５．検査基準日

　検査基準日は、検査実施の基準となる特定の日であり、原則とし

て、臨店検査着手日の前日とする。

６．検査実施の留意事項

�　検査命令書等の提示及び説明事項

　主任検査官は、臨店検査に着手した時に検査対象先の責任者に

対し、検査命令書及び検査証票を提示し、以下の事項について説

明を行うものとする。
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①　検査の権限及び目的

②　検査への協力依頼

③　検査モニターの概要

④　意見申出制度の概要

⑤　その他必要な事項

�　検査対象先の就業時間への配慮

　主任検査官は、検査対象先の業務等に支障が生じないように留

意するものとする。

検査は、検査対象先の就業時間内に実施することを原則とし、就

業時間外に行おうとする時は、検査対象先の承諾を得るものとす

るが、合理的な理由なく恒常的に就業時間外に検査を行うことの

ないように配慮するものとする。

�　効率的かつ効果的な検査の実施

　主任検査官は、臨店検査期間中、適宜検査対象先との間で、検

査の進捗状況、検査対象先の検査ヘの対応などについて意見交換

を行い、検査を効率的かつ効果的に実施するよう努めるものとす

る。

また、主任検査官は、検査官の検査手法等に関し、検査対象先と

意見交換を行い、効率性の高い検査の実施に努めるものとする。

�　検査基本方針及び検査マニュアル等の取扱い

　検査官は、検査の実施に当たっては、「検査基本方針」を十分踏

まえ、「検査マニュアル」を参考として行うものとする。

　ただし、「検査マニュアル」は、あくまで検査を行う際の参考と

なるべき事項を例示したものであることから、検査対象先の規模、

業務の状況、取扱商品等を十分考慮する必要があり、各項目を機

械的、画一的に検証することのないよう留意するものとする。

　なお、「監督指針」についても、検査の実地に当たっての参考と
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するものとする。

�　ヒアリングの実施

　検査官は、役職員にヒアリングを行う際に検査対象先から他の

役職員の同席の要請があった場合には、検査に支障が生じない範

囲内で、これを認めるものとする。

なお、同席を認めない場合には、その合理的な理由を検査対象先

に対して説明するものとする。

�　事実及び経緯の記録

　検査官は、帳簿その他の証票類を実際に調査・検討することに

より問題点を的確に把握し、主任検査官に報告後、検査対象先責

任者等から事実関係の確認を得るものとする。

　なお、主任検査官は必要に応じて、当該事実及び経緯を記載し

た書面に、検査対象先の認識について記載を求めるものとする。

�　業務運営等の基本的問題の把握

　検査官は、検査において認められた業務運営上の問題について、

事実関係や経緯等を詳細に分析することにより、法令に抵触する

か否かの検証にとどまらず、内部管理やリスク管理などの管理上

の問題との関連性を検討し、業務運営上の問題の発生原因を追究

するものとする。さらに、経営方針等との相互関連性を検証する

ことにより、経営管理上の基本的問題点の把握に努めるものとす

る。

�　問題発生時の対応

　主任検査官は、検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故等に

より検査の実施が困難な状況になった時は、経緯及び事実関係（検

査対象先の言動等）を記録するとともに、直ちに証券監視委事務

局証券検査課長（以下「証券検査課長」という。財務局等にあっ

ては証券取引等監視官）にその旨を報告し、指示を受けるものと
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する。

　この際、検査対象先の責任者に対し、事実確認を行うとともに

検査拒否等に係る理由書を求める等適切な措置を講ずるものとす

る。

７．検査資料の徴求

�　既存資料の有効利用

　検査官は、原則として検査対象先の既存資料等を活用するもの

とし、検査対象先の負担軽減に努めるものとする。なお、既存資

料以外の資料を求める場合には、当該資料の必要性等を十分検討

した上で求めるものとする。

　検査官は、検査対象先から電子媒体による資料提出の希望が

あった場合には、検査に支障が生じない限りこれに応じるものと

する。

�　資料徴求の迅速化

　検査官は、検査対象先に対し資料の提出を依頼する場合には、

原則として内部管理部門等を通じて一元的に行うよう努めるもの

とし、依頼の趣旨を適切に説明するものとする。

　検査官は、徴求する資料について、検査業務の優先順位や検査

対象先への負担等を考慮し、必要に応じて書面を取り交わすなど

して迅速かつ正確に処理するものとする。

　主任検査官は、各検査官の検査対象先に対する資料徴求の状況

を常時把握し、資料の重複等がないように努めるものとする。

�　資料の返却等

　検査官は、臨店検査期間中、検査対象先から業務に必要な資料

等として持出しや返却等の要求があった場合には、検査に支障が

生じない範囲内で検査会場からの持出しや返却等を認めるものと
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する。

８．検査モニター

　検査モニターは、検査対象先からの意見聴取により検査の実態を

把握することで、証券監視委及び財務局等による適切な検査の実施

を確保するとともに、効率性の高い検査の実施に資する目的から、

以下のとおり取り扱うものとする。

�　検査対象先への説明

　主任検査官は、原則として、臨店検査着手日において検査モニ

ターの概要を検査対象先の責任者に対して説明する。

�　検査モニターの概要

　検査モニターは、「意見聴取」及び「意見受付」の２つの方法に

より実施し、意見の対象は検査官の検査手法に限る。

①　意見聴取

イ．実施者

　実施者は、証券監視委事務局においては、証券監視委事務

局総務課長（以下「総務課長」という。）又は総務課長が指名

する者とする。

　財務局等においては、原則として証券取引等監視官又は証

券取引等監視官が指名する者（必要に応じ証券監視委事務局

の実施者）とする。

ロ．実施方法

　実施者は、検査の適切性を確保するため必要と判断した場

合には、検査期間中に検査対象先を訪問し、検査官の検査手

法について責任者から意見聴取を行う。

②　意見受付

イ．意見提出方法
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　電子メール又は郵送による。

ロ．提出先

　提出先は、証券監視委の検査においては総務課長とする。

財務局等の検査においては証券取引等監視官あてを原則とす

るが、総務課長あてに提出することもできる。

ハ．受付期間

　臨店検査開始日から検査終了日（検査結果通知書交付日）

の１月後（検査終了日の翌日から起算して３０日を経過した日）

までとする。

③　処理

　検査対象先からの意見は、適切かつ効率性の高い検査の実施

に資するための実態把握として役立たせるものとし、必要に応

じ、主任検査官に指示するなどの措置をとる。

９．講評等

①　主任検査官は、検査期間中に認められた事実に関し、検査対象

先との間で十分議論を行うものとし、臨店検査の終了時に、検査

対象先との間に生じた事実認識の相違の有無について確認するも

のとする。

②　主任検査官は、臨店検査終了後、指摘事項が整理された段階で、

検査対象先の責任者に対し、以下の点について、当該検査の講評

を行うものとする。

　なお、証券検査課長（財務局等にあっては証券取引等監視官）

が公益又は投資者等の保護上緊急を要すると判断した場合には、

講評を行わない場合もある。
（注）　指摘とは、検査により検査対象先の問題点と判断した事項を、当該

検査対象先に検査結果として通知する事実行為をいう。
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イ．検査で認められた事実のうち、法令違反や公益又は投資者等

の保護上問題と思われる業務の運営又は財産の状況（以下「法

令違反事項等」という。）を伝達する。

ロ．上記イ．のうち、意見相違となっている事項（以下「意見相

違事項」という。）を確認する。

③　主任検査官は、必要に応じ、講評内容に変更が生じた場合は、

改めて講評を行う旨を説明するものとする。

④　講評の際の出席者

イ．当局

　原則として、主任検査官のほか担当検査官１名以上とする。

ロ．検査対象先

　検査対象先の責任者の出席を必須とする。責任者が検査対象

先の他の役職員の出席を要望した場合は、特段の支障がない限

りこれを認めるものとする。

⑤　講評方法

　講評は、主任検査官が口頭により責任者に対して伝達する方法

で行うものとする。

１０．意見申出制度

　意見申出制度は、証券監視委及び財務局等の検査水準の維持・向

上、手続の透明性及び公正性確保を図る目的から、以下のとおり取

り扱うものとする。

�　検査対象先への説明

　主任検査官は、原則として、以下の意見申出制度の概要を検査

に着手した時及び講評時に、検査対象先の責任者に対して説明す

るものとする。

�　意見申出制度の概要
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①　意見申出書の提出等

イ．確認された意見相違事項について、事実関係及び申出者

（検査対象先の代表者）の意見を意見申出書に記載し、必要

な説明資料を添付した上で、申出者名による発出文書により、

証券監視委事務局長あてに、直接又は主任検査官経由で提出

する。

ロ．意見申出は、原則として、意見相違事項に限る。

ハ．意見申出書の提出期間は、責任者に対する検査の講評が終

わった日から３日間（講評が終わった日の翌日から起算し、

行政機関の休日を除く。）とする。ただし、講評の終わった日

から３日以内に提出期間延長の要請があれば、更に２日間（行

政機関の休日を除く。）を限度として、提出期間の延長ができ

る。郵送の場合については、消印が提出期間内（延長の場合

は、延長した提出期間内）のものを有効とする。

ニ．意見申出書に添付する説明資料の提出が提出期間内に間に

合わない等の場合については、提出期間内に意見申出書のみ

を提出し、後日、速やかに説明資料を提出する。

ホ．申出者は、提出した意見申出書を取り下げる場合は、取下

書を提出した上で意見申出書の返却を求める。　

②　審理手続等

イ．意見申出事項は、証券監視委事務局（証券検査課以外の課）

が作成した審理結果（案）に基づいて証券監視委において審

理を行う。

ロ．審理結果については、検査結果通知書に反映させる。

③　審理結果の回答方法

　審理結果については、検査結果通知書に包含した形で処理す

る。　
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１１．検査結果の通知

　検査の結果については、証券監視委委員長名（財務局等にあって

は財務局長等名）において、検査対象先の責任者に対して、文書で

交付するものとする。

１２．検査結果等の公表

�　検査結果の公表

　証券監視委の事務運営の透明性を確保し、公正な事務執行を図

るとともに、投資者等の保護に資するため、証券監視委及び財務

局等の行った検査事務の処理状況については、以下のとおり、ホー

ムページ上等で公表するものとする。　

イ．勧告に至った事案について、検査終了後、直ちに公表する。

この際、原則として、検査対象先の名称又は商号等も併せて公

表する。

ロ．勧告に至らない事案でも、必要と認められる事案については、

適宜、公表する。なお、原則として、検査対象先の名称又は商

号等の公表は控えることとする。

ハ．証券監視委が行った検査事務の処理状況について、１年分ご

とに取りまとめて公表する。

　なお、公益又は投資者等への影響等から、公表が不適当と判断

される事案については、公表を控える等の措置を講じる場合もあ

る。

�　検査対象先の公表

　法令等の遵守状況等を検証する上で端緒となるべき検査対象先

に係る情報を広く求めていくとの観点から、原則として、臨店検

査期間中（予告検査の場合にあっては予告日から臨店検査終了ま

での間）、ホームページ上で検査対象先を公表するものとする。
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Ⅲ　施行日

　本指針は、平成１７年７月１４日以降を検査基準日とする検査から実施す

る。

（改正）

　本指針は、平成１８年７月３日から適用する。
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